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第 2 編 水道工事編 

広島市水道局（平成２９年４月版） 改訂前 広島市水道局（令和２年７月版） 改訂後 備  考 

第２編  水道工事編  

第１章 共通事項 

第１節 適 用 

１．本編は、水道工事の施工に関する一般的事項を示すものである。 

２．本編に特に定めのない事項については、第１編共通編の規定による

ものとする。 

 

第２節 適用すべき諸基準 

受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、下記の

基準類によらなければならない。 

なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の

規定に従うものとし、疑義がある場合は監督職員に確認をもとめなけれ

ばならない。 

 

日本水道協会 水道施設設計指針（平成 12 年 3 月 31 日） 

日本水道協会 水道施設耐震工法指針・解説（平成 9 年 3 月 31 日） 

日本水道協会 水道用プレストレストコンクリートタンク 

設計施工指針・解説（平成 10 年 5 月 29 日） 

日本水道協会 水道維持管理指針（平成 10 年 12 月 30 日） 

日本水道協会規格（ＪＷＷＡ） 

日本ダクタイル鉄管協会規格（ＪＤＰＡ） 

日本水道鋼管協会規格（ＷＳＰ） 

日本下水道協会規格（ＪＳＷＡＳ） 

日本下水道協会 下水道推進工法の指針と解説 

土木学会 トンネル標準示方書シールド編 

 

広島市水道局 給水装置等の設計施工事務取扱要綱 

広島市水道局 水道工事設計標準図 

 

第２章  材料  

第１節 適 用 

本章は、管布設工事における水道用資材について定めるものとする。 

 

第２節 基本事項 

水道用資材の使用にあたっては、厚生省令第 15 号「水道施設の技術

的基準を定める省令」の第 1 条 17 項に適合したものを基本とし、広島

市水道局の水道用資材等審査委員会が承認したものを、監督職員の承諾

を受けて使用しなければならない。 

 

第３章  管布設工事  

第１節 適 用 

１．本章は、管布設工事、鋼管溶接工事、鋼管塗覆装工事、電気防食工

事、さや管推進工事、鉄管推進工事、シールド工事、地盤改良工事、

管更生工事（パイプリバース工法）、道路復旧工事、その他これらに

類する工種について適用するものとする。 

第２編  水道工事編  

第１章 共通事項 

第１節 適 用 

１．本編は、水道工事の施工に関する一般的事項を示すものである。 

２．本編に特に定めのない事項については、第１編共通編の規定による

ものとする。 

 

第２節 適用すべき諸基準 

受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、次の基

準類及びその他の関係基準等によらなければならない。 

なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の

規定に従うものとし、疑義がある場合は監督員に確認を求めなければな

らない。 

 

日本水道協会 水道施設設計指針(2012 年版) 

日本水道協会 水道施設耐震工法指針・解説（2009 年版） 

日本水道協会 水道用プレストレストコンクリートタンク 

設計施工指針・解説（1998 年版） 

日本水道協会 水道維持管理指針（2016 年版） 

日本水道協会規格（ＪＷＷＡ） 

日本ダクタイル鉄管協会規格（ＪＤＰＡ） 

日本水道鋼管協会規格（ＷＳＰ） 

日本下水道協会規格（ＪＳＷＡＳ） 

日本下水道協会 下水道推進工法の指針と解説（2010 年版） 

土木学会 トンネル標準示方書［共通編］・同解説／［シールド工法編］ 

・同解説（2016年版） 

広島市水道局 給水装置等の設計施工事務取扱要綱 

広島市水道局 水道工事設計標準図 

 

第２章  材料  

第１節 適 用 

本章は、管布設工事における水道用資材について定めるものとする。 

 

第２節 基本事項 

水道用資材の使用にあたっては、厚生省令第 15 号「水道施設の技術

的基準を定める省令」の第 1 条 17 項に適合したものを基本とし、広島

市水道局の水道用資材等審査委員会が承認したものを、監督員の承諾を

受けて使用しなければならない。 

 

第３章  管布設工事  

第１節 適 用 

１．本章は、管布設工事、鋼管溶接工事、鋼管塗覆装工事、電気防食工

事、さや管推進工事、鉄管推進工事、シールド工事、地盤改良工事、

道路復旧工事、その他これらに類する工種について適用するものとす

る。 
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２．本章に特に定めのない事項については、第１編共通編の規定による

ものとする。 

３．施工にあたり図面に図示していないものについては、水道

工事設計標準図、広島市土木工事設計標準図によるものとす

る。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２節 管布設工事 

3-2-1 布設位置の決定 

管布設の平面位置及び土被りは、設計図書によるもののほか、試掘

調査により地下埋設物の種類、規模、位置等を確認し、監督職員と協

議のうえ布設位置を決定しなければならない。また、官民境界の確認

及び隣接している家屋、塀等を調査し、工事に着手しなければならな

い。 

 

3-2-2 試掘調査 

１．工事の施工に先立って試掘を行い、地下埋設物の位置等を確認し、

その結果を監督職員に報告しなければならない。 

 

２．試掘か所は、監督職員と協議のうえ選定しなければならない。 

３．試掘は原則として人力掘削とし、掘削中は地下埋設物に十分注意

し損傷を与えないようにしなければならない。 

 

 

４．既設埋設物の形状、位置等の測定は正確を期すとともに、埋戻し

後もその位置が確認できるようにしなければならない。 

 

５． 試掘か所は即日埋戻しを行い、仮復旧を行わなければならない。 

なお、仮復旧か所は巡回点検し、保守管理しなければならない。 

６．試掘調査の結果、近接する地下埋設物については、当該施設管理者

の立会を求め指示に従わなければならない。 

 

3-2-3 布設延長の確認 

設計図書の布設延長を確認するため、布設位置決定後、布設路線の

計測を行い、その結果を監督職員に報告しなければならない。 

 

3-2-4 掘削工 

１．掘削にあたっては、保安設備、保安要員等を適切に配置して交通

上の安全を確保するとともに、土留、排水、覆工、残土処理等につ

２．本章に特に定めのない事項については、第１編共通編の規定による

ものとする。 

３．管布設にあたっては、あらかじめ設計図書又は水道工事設計標準図、

広島市土木工事設計標準図に基づき、平面位置、土被り、構造等を正

確に把握し、施工順序、施工方法、使用機器等について、監督員と十

分打合せを行った後、工事に着手しなければならない。 

４．路線中心線測量の際、基準点については引照点を設け、水準点につ

いては移動、沈下のおそれのない箇所を選定すること。また、基準点、

水準点に木杭、コンクリート杭等を用いる場合は十分堅固に設置する

こと。 

５．設計図書又は水道工事設計標準図、広島市土木工事設計標準図によ

り難い場合は、監督員と協議しなければならない。 

６．断水作業、布設等、特に施工時間が定められている工事の場合、事

前に監督員と打合せを行い、綿密な工程管理の下に時間内に工事を完

了しなければならない。 

 

第２節 管布設工事 

3-2-1 布設位置の決定 

管布設の平面位置及び土被りは、設計図書によるもののほか、試掘

調査により地下埋設物の種類、規模、位置等を確認し、監督員と協議

のうえ布設位置を決定しなければならない。また、官民境界の確認及

び隣接している家屋、塀等を調査し、工事に着手しなければならない。 

 

 

3-2-2 試掘調査 

１．工事の施工に先立って試掘を行い、地下埋設物の位置等を確認し、

その結果を工事記録写真、調査表等にまとめ、監督員に報告しなけ

ればならない。 

２．試掘か所は、監督員と協議のうえ選定しなければならない。 

３．試掘は原則として人力掘削とし、掘削中は地下埋設物に十分注意

し損傷を与えないようにしなければならない。 

４．試掘調査にあたっては、土質の性状、地下水の状態等を観察し、

事後の掘削工、土留工等の参考にすること。 

５．既設埋設物の形状、位置等の測定は正確を期すとともに、埋戻し

後もその位置が確認できるよう適切な措置を講じなければならな

い。 

６． 試掘か所は即日埋戻しを行い、仮復旧を行わなければならない。 

なお、仮復旧か所は巡回点検し、保守管理しなければならない。 

７．試掘調査で確認した地下埋設物については、当該施設管理者の立

会を求め、その指示を受け、適切な措置を講じなければならない。 

 

3-2-3 布設延長の確認 

設計図書の布設延長を確認するため、布設位置決定後、布設路線の

計測を行い、その結果を監督員に報告しなければならない。 

 

3-2-4 掘削工 

１．掘削にあたっては、保安設備、交通誘導警備員等を適切に配置し

て交通上の安全を確保するとともに、土留、排水、覆工、残土処理

 

 

補足、追記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

語句の統一 

 

 

 

 

 

 

補足 
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き必要な準備を整えたうえ着手しなければならない。 

２．掘削寸法は、設計図書によるものとし、特に明示されていない場合

は、監督職員の指示によるものとする。 

３．舗装の取壊しは、コンクリートカッター等適当な機器を使用し、そ

の切り口を直線に切断し、取壊しにあたっては、在来舗装部分が粗

雑にならないようにしなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．掘削は、現場の状況により監督職員と協議のうえ、人力又は機械

掘削とする。機械掘削のときは、掘り過ぎないように施工しなけれ

ばならない。 

５．掘削底面に岩石、コンクリート等固い突起物が露出している場合、

管底から 15cm 以上取除き、良質土で置換えなければならない。 

 

 

 

 

3-2-5 土留工  

土留工については、第１編 3-3-4 矢板工の規定によるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-2-6 覆工 

覆工については、第 1 編 3-10-4 路面覆工の規定によるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

等につき必要な準備を整えたうえ着手しなければならない。 

２．掘削寸法は、設計図書によるものとし、特に明示されていない場

合は、監督員と協議しなければならない。 

３．アスファルトコンクリート舗装、コンクリート舗装の切断は、舗

装切断機等を使用して切口を直線に施工し、ブレード冷却水処理に

も留意すること。また、取壊しにあたっては、在来舗装部分が粗雑

にならないようにしなければならない。 

４．同時に掘削する区域をあらかじめ監督員に報告しなければならな

い。 

５．機械掘削を行う場合は、地上、地下施設及び路面等を傷つけない

よう処置を講ずること。また、地上施設、地下埋設物に近接する場

所、又は掘削中地下埋設物を発見した場合は、当該施設管理者の立

会いを求め、その指示に従うとともに、監督員に報告しなければな

らない。 

６．床付け及び接合部の掘削は、配管及び接合作業に支障がない形状

に仕上げ、地山を乱さないように施工しなければならない。 

 

７．掘削底面に岩石、コンクリート等固い突起物が露出している場合、

管底からさらに 15cm 以上取除き、良質土で置換えなければならな

い。 

８．湧水のある箇所の掘削については、土留、排水等を適切に行うこ

と。 

 

3-2-5 土留工  

１．土留工については、第１編 3-3-4 矢板工の規定によるもののほか、

次によるものとする。 

２．腹起こしは長尺物を使用し、常に杭又は矢板に密着するようにし、

すき間を生じた場合は、くさびを打ち込み締め付けること。 

３．切梁の取付けは、各段ごとに掘削が完了しだい速やかに行い、切

梁の取付け終了後、次の掘削を行うこと。 

４．曲線部では中心線に対して直角方向に切梁を設け、腹起こし継手

部には必ず切梁を設けること。 

 

3-2-6 覆工 

１．覆工については、第 1 編 3-10-4 路面覆工の規定によるもののほか、

次によるものとする。 

２．覆工板及び受桁等は、鋼製の材料を使用し、上載荷重、支点の状

態その他の設計条件により構造、形状及び寸法を定め、使用期間中、

安全なものとすること。 

３．受桁を土留め鋼矢板等に支持させる場合には、矢板の頂部内面に

溝形鋼等で固定すること。ただし、土留工が軽量鋼矢板の場合には、

覆工荷重を支持できる地盤に、直接受桁を載せること。 

４．受桁は、埋設物の吊桁と兼ねてはならない。 

５．覆工板は、ずれ止め及び滑り止めの付いたものとすること。 

６．覆工板の表面は、在来路面と同じ高さにし、やむを得ず段差が生

じるときは、細粒アスファルト合材などによりすり付けを行うこと。 

また、覆工板相互に段差及び隙間が生じないようにすること。 

７．覆工の使用期間中は、覆工板の移動、受桁の緩み、路面の不陸等

 

 

語句の統一、表現の適正化 

補足 
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3-2-7 埋戻工

１．管布設後の埋戻しは、がれき又は石塊等のない良質土を用い、片

埋めにならないようにしなければならない。 

２．締固めは、各層 20cm ごとにタンパ等で行うとともに、管及び地下

埋設物の移動、沈下、損傷が生じないよう特に入念に施工しなけれ

ばならない。 

３．管周囲及び既設埋設物等の周辺については、特に十分突固めを行

わなければならない。 

3-2-8 路盤工、仮舗装工

路盤工、仮舗装工については、第１編第３章第６節一般舗装工の規

定によるものとする。 

3-2-9 残土等処理

残土等の処理については、第１編 1-1-19 建設副産物、第１編

3-10-12 残土受入れ施設工、第１編 4-3-7 残土処理工の規定によるも

のとする。

3-2-10 水替工

１．水替工については、第１編 3-10-7 水替工の規定によるものとする。 

２．排水にあたっては、次の事項に注意しなければならない。 

(1) 冬季においては、路面の凍結防止に注意すること。

(2) 排水設備、放流施設の点検整備に努めること。

(3) ホースは、放流施設まで連結すること。

(4) その他排水に伴い付近住民に迷惑をかけないように注意するこ

と。

3-2-11 支給材の取扱い

１．支給材の取扱いにあたっては、第１編 1-1-17 支給材料及び貸与品

の規定によるもののほか、次によるものとする。 

２．支給材は、管体及び塗装面を傷つけないよう細心の注意を払って

取扱わなければならない。 

を常に点検し、事故の発生を防止すること。 

８．全面覆工については、次によること。 

(1) 覆工部地下への出入口の周囲は、高さ1.2ｍ以上の堅固な囲いを

し、確認し得るように彩色及び照明を施すとともに、出入時以外

は出入口の扉を常に閉鎖しておくこと。

(2) 出入口が少なく、覆工板の取外しを長期間行わない密室のよう

な坑内は、換気に注意すること。特に、危険なガス等の発生のお

それのある坑内では、関係法規に定められた保安処置を講ずるこ

と。

3-2-7 埋戻工

１．管天 20cm 下部の埋戻しに使用する土質は砂質土、管天 20cm 上部

の埋戻しに使用する土質は砂質土又はレキ質土を用いなければなら

ない。 

２．締固めは、各層 20cm ごとにタンパ等で行うとともに、管及び地下

埋設物の移動、沈下、損傷が生じないよう特に入念に施工しなけれ

ばならない。 

３．管周囲及び既設埋設物等の周辺については、特に十分突固めを行

わなければならない。 

3-2-8 路盤工、仮舗装工

路盤工、仮舗装工については、第１編第３章第６節一般舗装工の規

定によるものとする。 

3-2-9 残土等処理

残土等の処理については、第１編 1-1-19 建設副産物、第１編

3-10-12 残土受入れ施設工、第１編 4-3-7 残土処理工の規定によるもの

とする。

3-2-10 水替工

１．水替工については、第１編 3-10-7 水替工の規定によるもののほか、

次によるものとする。 

２．排水にあたっては、次の事項に注意しなければならない。 

(1) 排水設備、放流施設の点検整備に努めること。

(2) ホースは、放流施設まで連結すること。

(3) 冬季においては、路面の凍結に注意すること。

(4) その他排水に伴い付近住民に迷惑をかけないように注意するこ

と。

3-2-11 支給材の取扱い

１．支給材の取扱いにあたっては、第１編 1-1-17 支給材料及び貸与品

の規定によるもののほか、次によるものとする。 

２．支給材は、管体及び塗装面を傷つけないよう細心の注意を払って

取扱わなければならない。 

３．管を積み下ろしする場合はクレーンで 2 点吊りにより行い、ナ

イロンスリング又はゴムチューブなどで被覆したワイヤロープ

等安全な吊具を使用しなければならない。

４．管を運搬する場合は、クッション材を使用し、衝撃等によって

表現の適正化 

３～５追記 
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３．支給材は、管内面のモルタルライニング及びエポキシ樹脂粉体塗

装の変形を考慮して、直接地面に接地させないよう管台を敷き、両

端には必ず歯止めを施し、安全上の観点からの積重ね段数とし、必

要に応じシート等で覆い、内面エポキシ樹脂粉体塗装の材料にあっ

ては、受け口及び挿し口にポリキャップの装着等による遮光を施

し、保管しなければならない。 

４．工事にあたり切管を必要とするときは、切管残材を照合し、無駄

のないよう細心の注意を払わなければならない。 

管を損傷させないよう十分注意しなければならない。 

５．支給材料の受領にあたっては､その品名､形状寸法､数量とともに､

材料に「不適合」がないことを確認し､引渡しを受けなければならな

い。 

６．支給材は、管内面のモルタルライニング及びエポキシ樹脂粉体塗

装の変形を考慮して、直接地面に接地させないよう管台を敷き、両

端には必ず歯止めを施し、安全上の観点からの積重ね段数とする。 

なお、次表により難い場合には、監督員と協議し決定すること。 

表3－1 口径別ダクタイル鋳鉄管（直管）積段数

口径 

(mm) 

管外径 

(mm) 

積重ね段数 

75  93.0  17 段  

100  118.0  14 段  

150  169.0  9 段  

200  220.0  7 段  

300  322.8  5 段  

400  425.6  4 段  

500  528.0  3 段  

600  630.8  3 段  

700  733.0  2 段  

800  836.0  2 段  

900  939.0  2 段  

1,000  1,041.0  2 段  

また、必要に応じシート等で覆い、内面エポキシ樹脂粉体塗装の 

材料にあっては、受け口及び挿し口にポリキャップの装着等による

遮光を施し、保管しなければならない。 

図 3－1 積み方法 

７．ゴム輪等は直射日光、火気等にさらすことのないよう保管しなけ

ればならない。 

８．工事にあたり切管を必要とするときは、切管残材を照合し、無駄

のないよう細心の注意を払わなければならない。 

特記仕様書より転記 

（特記仕様書内削除） 

追記 

歯止め

必要に応じて歯止
めを設置する

輪木

歯止め

必要に応じて歯止
めを設置する

必ず歯止めを 

設置する 

必ず歯止めを 

設置する 
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５．支給材の返納は、塗装に傷等があれば補修し、内面エポキシ樹脂

粉体塗装の材料にあっては、受け口及び挿し口にポリキャップの装

着等による遮光を施し、保管に耐えられる状態で行わなければなら

ない。ただし、鋳鉄くずは除く。 

3-2-12 撤去品

１．撤去品は、第１編 1-1-18 工事現場発生品の規定によるものとする。 

２．給水管取付け替えにおいて、不要となった既設の止水栓鉄蓋（広島

型）は、清掃して監督職員の指示する場所へ搬入しなければならない。 

3-2-13 管の据付

１．管の据付けに先立ち、十分管体検査を行い、亀裂その他欠陥のない

ことを確認のうえ、管内を清掃しなければならない。 

２．管の据付けにあたっては、管内部を十分清掃し、測量機器等を使

用し、中心線及び高低を確定して、正確に据付けなければならな

い。また、管体の表示記号を確認するとともに、ダクタイル鋳鉄

管の場合は、受口部分に鋳出してある表示記号の内、管径、年号

の記号を上に向けて据付けなければならない。 

３．管の据付け地盤に甚だしい硬軟があるとき、又は掘り過ぎとなった

ときは、保護砂等を使用し、管を安全かつ確実に据付けなければな

らない。 

４．既設埋設物と交差して管を据付けるときは、原則として 30cm 以上

の間隔を保ち、既設埋設物の機能障害を起こさないよう細心の注意

を払わなければならない。 

５．既設埋設物に平行して管を据付けるときは、原則として 50cm（口

径 300mm 未満は 40cm）以上の間隔を保ち、相互の維持管理に支障を

及ぼさないよう考慮するとともに、特殊な事情のあるものについて

は、監督職員の指示に従い適切に施工しなければならない。 

６．直管の継手箇所で角度をとる曲げ配管は行ってはならない。 ただ

し、工事現場の状況により、監督職員が必要と認めるときは、この

限りでない。 

７．管の据付け後は、管内にぼろ布、工具、木ぎれ等の異物を置き忘れ

ないよう確認するとともに、土砂、汚水等が流入しないよう木蓋、

鉄蓋等で管端をふさぐ等細心の注意を払わなければならない。 

８．管末部については、完成図に明記するとともに、埋戻し後も現地で

その位置が確認できるようにしなければならない。 

９．支給材の返納は、清掃し、塗装に傷等があれば補修し、内面エポ

キシ樹脂粉体塗装の材料にあっては、受け口及び挿し口にポリキャ

ップの装着等による遮光を施し、保管に耐えられる状態で行わなけ

ればならない。ただし、鋳鉄くずは除く。

3-2-12 撤去品

１．撤去品は、第１編 1-1-18 工事現場発生品の規定によるもののほか、

次によるものとする。 

２．管撤去工事により撤去すべきことを指定された管､仕切弁､消火栓､

空気弁等及び管布設工事の施工中､支障となる水道の使用廃止管､連

絡工事により切断撤去した管等が生じた場合は､監督員の指示を受

け､適正に撤去し保管しておくこと。 

３．撤去品及び工事現場発生品の数量、保管状況について、監督員の立

会い又は関係書類の確認を受けること。 

４．給水管取付け替えにおいて、不要となった既設の止水栓鉄蓋及び

止水栓ボックスは、監督員の指示があった場合、清掃して指定す

る場所へ搬入しなければならない。 

3-2-13 管の据付

１．管の据付けに先立ち、亀裂その他欠陥のないことを確認のうえ、管

内を清掃しなければならない。 

２．管の吊下ろしにあたって土留用切梁を一時取り外す場合は、必ず土

留の補強を施し、安全を確認の上、施工しなければならない。 

３．管を掘削溝内に吊下ろす場合は、溝内の吊下ろし場所に作業員を立

ち入らせてはならない。 

４．管の据付けにあたっては、管内部を十分清掃し、測量機器等を使

用し、中心線及び高低を確定して、正確に据付けなければならな 

い。また、管体の表示記号を確認するとともに、ダクタイル鋳鉄 

管の場合は、受口部分に鋳出してある表示記号の内、管径、年号 

の記号を上に向けて据付けなければならない。 

５．管の据付け地盤に甚だしい硬軟があるとき、又は掘り過ぎとなった

ときは、良質土等を使用し、管を安全かつ確実に据付けなければな 

らない。 

６．既設埋設物と交差して管を据付けるときは、原則として 30cm 以上

の間隔を保ち、既設埋設物の機能障害を起こさないよう細心の注意を

払わなければならない。 

７．既設埋設物に平行して管を据付けるときは、原則として 50cm（口

径 300mm 未満は 40cm）以上の間隔を保ち、相互の維持管理に支障を

及ぼさないよう考慮するとともに、特殊な事情のあるものについて

は、監督員の指示に従い適切に施工しなければならない。 

８．ダクタイル鋳鉄管の直管を使用して曲げ配管を行わなければならな

い場合は、監督員の承諾を得てから継手の持つ許容曲げ角度以内で施

工しなければならない。 

９．管の据付け後は、管内に異物が無いことを確認するとともに、土砂、

汚水等が流入しないよう木蓋、鉄蓋等で管端をふさぐ等細心の注意を

払わなければならない。 

10．管末部については、工事完成図に明記するとともに、埋戻し後も現

地でその位置が確認できるようにしなければならない。 

補足 

表現の適正化 

追記 

補足 

追記 

追記 

表現の適正化 

語句の統一 

補足等 

表現の適正化 

語句の統一 
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3-2-14 配管作業に従事する技能者

配管作業に従事する技能者は、発注者が認めた旧配管工の 

資格又はこれと同等と認められる資格を有し、かつ、発注者が適当

と認めた者でなければならない。この場合において、監督職員に配

管工証等資格が確認できる書類の写しを提出しなければならない。 

3-2-15 管の切断

１．管の切断にあたっては、所要の切断長及び切断箇所を正確に定め、

切断線の標線を管の全周にわたって入れ、管軸に対して直角に行わ 

なければならない。 

２．管の切断場所付近に可燃性物質がある場合は、保安上必要な措置

を行ったうえ、十分注意して施工しなければならない。 

３．内面粉体塗装管の切断にあたっては、ダイヤモンドカッターを使

用しなければならない。 

４．管の切断は原則として材料置場で行うものとし、騒音に対して十

分な配慮をしなければならない。 

５．管切断後の甲・乙切管にあたっては、必要に応じて管体に口径・

管種・寸法・管厚（１種・２種・ＤＰＦ）等を記入しなければなら

ない。 

６．新設管の切管部端面には、所定の防錆塗料を塗布しなければなら

ない。この際、部材の管端を清掃し完全乾燥させた後、塗膜厚 0.3mm

以上（２回塗程度）になるよう均一に塗布しなければならない。 

塗布後、乾燥促進（指触乾燥約 20 分）のために塗布面を加熱し

てはならない。また、塗膜の保護として、指触乾燥までに水分の付

着がないよう適切な措置をしなければならない。なお、切管返納材

についても同様とする。 

3-2-14 配管作業に従事する技能者

１．工事着手に先立ち配管工証等資格が確認できる書類の写しを提出し

なければならない。 

２．配管技能者は、主に管の芯出し、据付け接合等を行うものとし、広

島市水道局認定の配管工資格又はこれと同等と認められる資格を有

し、かつ、発注者が適当と認めた者でなければならない。 

３．配管作業中は、配管技能者であることが識別できる腕章又はヘルメ

ットシールを着用しなければならない。これら以外の識別章を使用す

る場合、事前に監督員の承諾を得なければならない。 

(1) 腕章及びヘルメットシールの寸法

図3-2程度の大きさとする。

(2) 腕章及びヘルメットシールの色彩

地色：白色、文字：黒色

  腕章：左上腕 ヘルメットシール：ヘルメット左側

図 3－2 配管技能者識別見本 

3-2-15 管の切断

１．鋳鉄管の切断

(1) 管の切断にあたっては、所要の切断長及び切断箇所を正確に定め、

切断線の標線を管の全周にわたって入れ、管軸に対して直角になる

ように切断し、切断面をグラインダ等で仕上げなければならない。

(2) 管の切断場所付近に可燃性物質がある場合は、保安上必要な措置

を行ったうえ、十分注意して施工しなければならない。

(3) 鋳鉄管の切断は切断機で行うことを標準とし、異形管は切断して

はならない。

(4) 内面粉体塗装管の切断にあたっては、ダイヤモンドブレードを使

用しなければならない。

(5) 動力源にエンジンを用いた切断機の使用にあたっては、騒音に対

して十分な配慮をしなければならない。

(6) 管切断後の甲・乙切管にあたっては、必要に応じて管体に口径・

管種・寸法・管厚（１種・２種・ＤＰＦ）等を記入しなければなら

ない。

(7) 新設管の切断面には、JWWA K 139（水道用ダクタイル鋳鉄管合成

樹脂塗料）に適合した防錆塗料を塗布しなければならない。この際、

はけ塗りによる所定の塗膜厚は、各メーカーの仕様によるものとす

る。なお、切管返納材についても同様とする。

分割、修正 

追記 

管種毎に記載 

補足 

追記 

表現の適正化 

表現の適正化 

必須内容を明記 

配 管 工 配 管 工 

37ｃｍ以上

以上

9ｃｍ 

以上 

5ｃｍ以上 

1.8ｃｍ 

以上 
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3-2-16 管の接合

１．一般事項

(1) 管の接合は、管体と押輪類との間げきを均一とし、ボルト・ナッ

トの締付けは、上下、両横、対角線の順に行い、片締めにならない

よう締付け力を一定に行わなければならない。

(2) ボルト・ナット及びボルト挿入穴は、接合前に十分清掃点検して

おかなければならない。

(3) 接合後漏水するときは、接合部を取外し、十分清掃のうえ、やり

直さなければならない。

(4) 接合完了後、埋戻しに先立ち継手の状態を再確認し、管体外面の

塗料の損傷箇所及び接合部分は、所定の防錆塗料を塗布しなければ

ならない。

(5) 接合に使用する滑剤は、ゴム輪に悪い影響を及ぼさず、また衛生

上有害な成分を含まないものでなければならない。

(6) トルクレンチは、発注者の承認する検査所で定期的に検査を受け

たものを使用しなければならない。また、工事着手前には検査証明

書を提出しなければならない。

(7) 鋳鉄管の接合においては、本共通仕様書のほか、日本ダクタイル

鉄管協会発行の「接合要領書」に従い、全ての継手について点検表

による接合管理を行い、工事日報に点検表を添付して監督職員に提

出すること。

なお、継手点検表は、広島市水道局のホームページに掲載してい

る様式を使用しなければならない。 

また、工事完成図として配管状況全体が確認できる配管施工図を

作成しなければならない。 

２．鋼管の切断 

(1) 管の切断にあたっては、切断線を中心に、幅30cmの範囲の塗覆装

をはく離し、切断線を表示して行うこと。なお、切断中は、管内外

面の塗覆装の引火に注意し、適切な防護を行わなければならない。

(2) 切断完了後、新管の開先形状に準じて、丁寧に開先仕上げを行

うこと。また、切断部分の塗装は、原則として新管と同様の寸法

で仕上げること。

３．水道用硬質ポリ塩化ビニル管の切断 

(1) 管の切断にあたっては、切断箇所が管軸に直角になるように油

性ペン等で全周にわたって標線を入れること。

(2) 切断面は、ヤスリ等で平らに仕上げるとともに、内外周を面取

りすること。

４．水道配水用ポリエチレン管の切断 

管の切断にあたっては、ポリエチレン管用のパイプカッターを用

いて、管軸に対して管端が直角になるように切断しなければならな

い。 

3-2-16 ダクタイル鋳鉄管の接合

１．一般事項

(1) 接合に先立ち、挿し口部の外面、受口部の内面、押輪及びゴム輪

等に付着している油、砂、その他の異物を完全に取り除いておかな

ければならない。

(2) 管の接合は、管体と押輪類との間隙を均一とし、ボルト・ナット

の締付けは、上下、両横、対角線の順に行い、片締めにならないよ

う締付け力を一定に行わなければならない。

(3) ボルト・ナット及びボルト挿入穴は、接合前に十分清掃点検して

おかなければならない。

(4) 接合後漏水するときは、接合部を取外し、十分清掃のうえ、やり

直さなければならない。

(5) 接合完了後、継手の状態を再確認し、管体外面の塗料の損傷箇所

及び接合部分は、所定の防錆塗料を塗布しなければならない。

(6) トルクレンチは、発注者の承認する検査所で定期的に検査を受け

たものを使用しなければならない。また、工事着手前には検査証明

書を提出しなければならない。

(7) 鋳鉄管の接合においては、本共通仕様書のほか、日本ダクタイル

鉄管協会発行の「接合要領書」に従い、全ての継手についてチェッ

クシートによる接合管理を行い、工事日報にチェックシートを添付

して監督員に提出すること。

なお、継手チェックシートは、日本ダクタイル鉄管協会のホーム

ページに掲載している様式を使用しなければならない。 

また、工事完成図として配管状況全体が確認できる配管施工図を

作成しなければならない。 

追記 

追記 

追記 

管種毎に記載 

追記 

語句の統一 

２へ移記 

表現の適正化等 

（仕様書 18(1)オ削除） 
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２．Ｔ形継手 

(1) 接合作業に先立ち、さし口端から 30cm 部分の外面及び受口の

内面に付着している油、砂その他の異物は完全に取除いておかな

ければならない。

(2) ゴム輪は、布等できれいに拭いた後、丸部（バルブ）が奥にな

るようにし、ゴム輪の溝を受口内面の突起部に完全にはめ込み、

正確に入ったかどうか確認しなければならない。

図 3-1 Ｔ形継手の構造 

(3) 所定の滑剤をゴム輪の表面、さし口外面（端面から白線まで）

に十分塗布する。また、水中での接合は滑剤が溶解するので行っ

てはならない。

(4) 管の挿入にはフォーク、ジャッキ、レバーブロック等口径によ

って適当な器具を使用しなければならない。

(5) 管が正確に挿入されたかどうかは、さし口に印してある白線、

図 3-2 及び表 3-1 によって確認し、またゴム輪の確認は、ゲージ

を接合部にさし込んで（全円周）正しい位置にあるか点検しなけ

ればならない。

(6) 切管したときのさし口部は、グラインダ等で規定の面取りを図

3-3 のとおり行い、表 3-1 に示すさし口挿入寸法を白線等で表示

した後、施工しなければならない。

表 3-1 さし口挿入寸法 

3-2 さし口挿入図

図 3-3 面取り及び白線表示 

２．継手用滑剤 

継手用滑剤は、日本ダクタイル鉄管協会規格(JDPA) ダクタイル鋳

鉄管継手用滑剤 Z 2002-2010によることとし、ゴム輪に悪い影響を

及ぼし、衛生上有害な成分を含むもの及び中性洗剤やグリース等の

油類は使用してはならない。 

（削除）

改訂前１の(5)を補足 

同項目１の(8) 本共通仕様

書のほか、日本ダクタイル

鉄管協会発行の「接合要領

書」に従うことにより記載

削除 
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(7) 特殊押輪を使用するときは、本条６項Ｋ形継手 (６ )の規

定によるものとする。

３．ＮＳ形継手 

(1) 直管の接合

ア 接合作業に先立ち、さし口端から 30cm の部分の外面及び受口

の内面に付着している油、砂その他の異物を完全に取除いてお

かなければならない。

図 3-4 ＮＳ形継手の構造 

イ 挿入に先立ち、ロックリングとロックリング芯出し用ゴムが

図 3-5 の位置にセットされているかどうか確認する。次に、Ｔ

形継手の接合の要領と同様にゴム輪を受口内面の所定の位置に

装着し、プラスチックハンマでゴム輪を受口内面になじませる

ようにたたく。このとき、ゴム輪の表示はＮＳ形用であること

を確認しなければならない。

ウ 挿入作業は、まず、ゴム輪の内面及びさし口外面のテーパ部

から白線までの範囲に所定の滑材を塗り、管の芯出しをした後、

接合器具をセットする。

次に、レバーブロックを操作して、ゆっくりとさし口を受口

に挿入し、さし口外面にある白線の、さし口側の線の幅の中に

受口端面がくるように合わせなければならない。 

図 3-5 ロックリング芯出し用ゴムのセット 

エ ゲージを接合部に差込んで（全円周）、その入り込み量を測

定する。ゲージの入り込み量が他の部分に比べて異常に大きい

場合は、継手を解体して点検しなければならない。なお、再接

合するときは、ゴム輪は新品と交換するものとする。

(2) 継ぎ輪の接合

接合に先立ち、両方の受口にロックリングとロックリング芯出し

用ゴムが正しくセットされているかどうか確認する。接合は、本

条４項ＳⅡ形継手の規定によるものとする。

(2) 異形管の接合

ア 接合方法は、本項(1)の規定によるもののほか、次によるもの

とする。

イ 管の挿入に先立ち、屈曲防止リングが受口内面に飛び出して

（削除）

ロックリング心出し用ゴム位置
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いないことを確認する。もし、屈曲防止リングが受口内面に飛

び出して、接合に支障をきたしそうなときは、セットボルトを

緩めて屈曲防止リングを受口内面に納める。挿入は、さし口を

さし口先端が異形管の奥に当たるまで挿入する。 

ウ ゲージを接合部に差し込んでゴム輪の位置確認を行い、次に

セットボルトを屈曲防止リングがさし口外面に当たるまで締め

付け、ゲージが通らないことを確認しなければならない。

(4) さし口加工（切管部）

ア 切管寸法は、伸縮代を十分考慮して決定しなければならない。 

イ さし口リングの取付けは、切管のさし口に、さし口リングを

取付けるための溝切加工をした後、行わなければならない。

(ｱ) 溝の寸法、位置は、図 3-6 によるものとする。

図 3-6 さし口加工寸法 

(ｲ) 溝の加工は、溝切寸法を正確に計測し、溝切機を使用して、

溝が所定の寸法になるよう十分注意しながら仕上げなければ

ならない。

(ｳ) 片側に穴のあいた切管用さし口リングを、方向の確認をし

てさし口溝に入れ、さし口端面側に寄せてシャコ万力等を用

いて固定する。結合ピースの一方の穴を切管用さし口リング

の穴に合わせ、その穴にリベットを差込み、もう一方の穴の

中心にリングのケガキ線がくるようにシャコ万力等で結合ピ

ースを仮固定する。

次に、結合ピースのリベットを差込んでいない方の穴か

ら、φ3.3 のドリルで切管用さし口リングにケガき、一度、

切管用さし口リングと結合ピースをさし口溝から取外し、ケ

ガいた位置にφ3.3 のドリルで貫通穴を加工する。再度、切

管用さし口リングと結合ピースをさし口溝に入れ、各々リベ

ットを穴に差込み、シャコ万力等を用いて固定する。リベッ

ターを用いてリベットを軽く押しながら切断し、切管用さし

口リングと結合ピースを固定する。

ウ 加工部の塗装は、管を挿入する前に、さし口リングから、さ

し口端面までの外面及び内面の破損部、リベットの頭部につい

て、所定の防錆塗料により、補修しなければならない。

４．ＳⅡ形継手 

(1) 接合作業に先立ち、さし口端から 50cm の部分の外面及び受口

の内面に付着している油、砂その他の異物を完全に取除いておか

なければならない。

（削除）
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図 3-7 ＳⅡ形継手の構造 

(2) 挿入に先立ち、受口溝にロックリングを預けて、分割部の間隔

を孔パス等を利用して測定し、記録しておかなければならない。

(3) 挿入作業は、まず、さし口に所定の滑剤を塗り、ゴム輪、バッ

クアップリング、ロックリングの順で、その方向を確認して挿入

する。次に、さし口を受口に対して静かに挿入し、ロックリング

をロックリング絞り器で、受口溝に納める。このとき、分割部の

隙間を測定し、先に測定した隙間値との差が±1.5mm 以下でなけ

ればならない。次に、さし口外面にある白線のさし口側の線を受

口端面に合わせ固定し、バックアップリングをロックリングの手

前まで押込み、その後、ゴム輪外面、受口内面に所定の滑剤を塗

りゴム輪を受口に密着させ、ボルトを受口側より挿入して押輪（2

つ割り）をナットで締めながら、さらにゴム輪を押込む。

なお、バックアップリングの分割部は、ロックリング分割部の

反対側になるようにしなければならない。 

(4) 各ボルト・ナットを締めるときは、本条 6 項Ｋ形継手の規定に

よるものとする。

(5) ボルト・ナットの締付けは、必ずトルクレンチにより表 3-2 の

トルクまで締付けなければならない。

表 3-2 ＳⅡ形継手締付けトルク 

(6) 埋戻しに先立ち、必ず継手部の状態、ボルトの締付けの状態等

を再確認し、受口端面から 2 本目の白線の端面側までの間隔が、

80mm になるようにしなければならない。

(7) さし口加工（切管部）

ア 切管寸法は、伸縮代を十分考慮して決定しなければならない。 

イ さし口リングの取付けは、切管のさし口に、さし口リングを

取り付けるための溝切加工をした後、行わなければならない。 

(ｱ) 溝の寸法、位置は、図 3-8 及び表 3-3 によるものとする。

表 3-3 さし口加工の寸法 

図 3-8 さし口加工の寸法 

（削除）
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(ｲ) 溝の加工は、溝切寸法を正確に計測し、溝切機を使用して、

溝が所定の寸法になるよう十分注意しながら仕上げなければ

ならない。

(ｳ) 両端に穴のあいた切管用さし口リングを、方向の確認をし

てさし口溝に入れ、シャコ万力等を用いてさし口溝外面と、

さし口リング内面とを接触させた状態でさし口に穿孔し、そ

の穴に小ねじを挿入して、ナットで締付け所定長に仕上げな

ければならない。ただし、さし口が受口に挿入できない場合

は、さし口リングの外面をグラインダ又はヤスリで挿入可能

な程度に削り挿入する。

ウ 加工部の塗装は、管を挿入する前に、さし口リングから、さ

し口端面までの外面及び内面の破損部について、所定の防錆塗

料により、補修しなければならない。

５．Ｓ形継手 

(1) 接合作業に先立ち、さし口端から 60cm の部分の外面及び受口

の内面に付着している油、砂その他の異物を完全に取除いてお

かなければならない。

図 3-9 Ｓ形継手の構造 

(2) 挿入に先立ち、結合ピースⅠ及びⅡを取付けたロックリング

をさし口外面の所定の位置に抱かせ、ロックリング絞り器で強

く絞る。このとき調整ボルトを調整し、結合ピースⅢを入れた

とき、その隙間が 2mm を超えてはならない。また、ロックリン

グとさし口外面の隙間は、広範囲にわたって 1mm を超えてはな

らない。次に、ロックリングを受口の溝に入れるが、その際、

結合ピースが回転しないよう注意し、ロックリング拡大器を用

いて受口溝内に完全に納めなければならない。

(3) 挿入作業は、まず、さし口に所定の滑剤を塗り、押輪、割輪、

ゴム輪、バックアップリングの順で、その方向を確認して挿入

する。次に、管の芯出しをした後、さし口を受口に、又は受口

をさし口に挿入する。この際に、さし口先端がロックリングの

部分を越えるとき、ロックリング拡大器は、自動的、又は人為

的にはずれ、ロックリングはさし口外面を抱く形となる。次に、

さし口外面にある白線のさし口側の線を受口端面に合わせ固定

する。

なお、大口径の場合、所定のディスタンスピースを受口内面

に置き位置を決める。 

次に、ロックリング絞り器を用いて、ロックリングをさし口

外面に強く締付け、結合ピースⅢを所定の位置に挿入しなけれ

ばならない。続いて、ゴム輪外面、受口内面に所定の滑剤を塗

り、バックアップリング、ゴム輪を受口に密着させ、ボルトを

受口にセットし、割輪、押輪をナットで締めながら、さらに、

（削除）
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ゴム輪を押込まなければならない。 

なお、バックアップリングの補強板はロックリングの結合部

と合わせなければならない。 

(4) 各ボルト・ナットを締めるときは、本条 6 項Ｋ形継手の規定

によるものとする。 

(5) ボルト・ナットの締付けは、必ずトルクレンチにより表 3-4

のトルクまで締付けなければならない。 

 

表 3-4 Ｓ形継手の締付けトルク 

 
 

(6) 埋戻しに先立ち、必ず継手部の状態、ボルト・ナットの締付

けの状態等を再確認し、受口端面から２本目の白線までの距離

が、90mm になるようにしなければならない。 

(7) さし口加工（切管部） 

ア さし口リングの取付は、切管のさし口に、さし口リングを取

付けるための溝切加工をした後、行わなければならない。 

イ 溝の寸法、位置は、図 3-10 及び表 3-5 によるものとする。 

 

 
図 3-10 さし口加工の寸法 

 

表 3-5 さし口加工の寸法 

 
 

ウ さし口リングをさし口溝に入れ、ロックリング絞り器でさし

口リングを絞った状態で、傷つかないよう木槌などを使用して

さし口端面側に密着させる。次に、図 3-11 に示すようにさし

口リングに結合ピースを当て、ア、イの穴にリベットを入れて、

合ピースをシャコ万力で固定する。このとき、さし口リングの

ケガキ線がリベット穴の中心に位置するようにしなければな

らない。 

エ さし口リングをさし口溝より取外して、ケガいたか所をドリ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 15 -

ルで穿孔し、再度、結合ピースをさし口リングに当て、リベッ

トを穴に入れた後、さし口溝にシャコ万力で固定する。次に、

リベット止めを行った後、シャコ万力を外して、さし口リング

を手で動かして円周方向に回転したり、管軸方向に動かないこ

とを確認しなければならない。

図 3-11 さし口加工 

オ 加工部の塗装は、管を挿入する前に、さし口リングから、さ

し口端面までの外面及び内面の破損部、リベットの頭部に

ついて、所定の防錆塗料により、補修しなければならない。 

６．Ｋ形継手 

(1) 接合作業に先立ち、さし口端から 40cm の部分の外面及び受口

の内面に付着している油、砂その他の異物は完全に取除いておか

なければならない。

図 3-12 Ｋ形継手の構造 

(2) 挿入作業は、まず、受口内面及びさし口外面に所定の滑剤を塗

り、押輪とゴム輪はその方向を確認してからいったんさし口に挿

入する。次に、受口に対し静かにさし口を挿入し、さし口端と受

口との標準間隔が数 mm となるよう固定し、ゴム輪を受口に密着

させ、ボルトを受口側より挿入して、押輪をナットで締めながら、

さらにゴム輪を押込まなければならない。

(3) さし口が変形している場合は、きょう正機を使用してゴム輪に

無理のないよう接合しなければならない。

(4) 各ボルトを締めるときは、まず、上下のナットを、次に両横の

ナット、次に対角ナットを順次に、それぞれ少しずつ締め、押輪

（削除）
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面とさし口端との間隔が全周を通じて同じになるよう十分注意

しながら行い、これを繰返して完全な締付けを行わなければなら

ない。 

(5) ボルトの締付けは、必ずトルクレンチにより表 3-6 のトルクま

で締付けなければならない。

表 3-6 Ｋ形継手締付けトルク 

(6) 特殊押輪を使用するときは、押ボルト及び組立ボルト等の締付

けは、トルクレンチを使用し、締付けトルクは、表 3-7により行う

ものとする。

表 3-7 押ボルト締付けトルク 

(7) 水圧試験時に継手より漏水したときは、全部取外し、十分清掃

してから接合をやり直さなければならない。

７．ＫＦ形継手 

(1) 接合のうち、ゴム輪の締付けについては、本条 6 項Ｋ形継手の

規定によるものとする。また、ロックリングの締付けについては、

本条 10 項ＵＦ形継手の規定によるものとする。

図 3-13 ＫＦ形継手の構造 

(2) シールキャップの取付けにあたっては、受口外面のセットボル

トを事前に掃除して所定の滑剤を塗り、セットボルトの頭にゴム

リング付きシールキャップをかぶせ締付けなければならない。

(3) ボルトの締付けは、必ずトルクレンチにより表 3-8 のトルクま

で締付けなければならない。

表 3-8 ＫＦ形継手締付けトルク 

（削除）
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(4) さし口加工（切管部） 

ア さし口加工を行う場合は、特厚管（ＤＰＦ）を使用しなけれ

ばならない。 

イ 他形式の受口と接合する場合のさし口突部、溝の寸法は、受

口の形式に合わせて行わなければならない。 

ウ 溝の寸法、位置は、図 3-14 及び表 3-9 によるものとする。 

エ 加工部の塗装は、管を挿入する前に、さし口端面までの外面

及び内面の破損部については、所定の防錆塗料により、補修し

なければならない。 

 

 

 

 

図 3-14 さし口加工の寸法 

 

表 3-9 さし口加工の寸法 

 
 

８．ＦＴ形継手 

(1) 接合作業に先立ち、ゴム輪が入る受口内面の異物を完全に取

除かなければならない。 

 
図 3-15 ＦＴ形継手の構造 

 

(2) 挿入に先立ち、ゴム輪をセットし、さし口にテーパーリング

をセットする。このとき、受口のフランジとテーパーリングの

最大厚み部に打刻された継手 NO と合マークを合わせなければ

ならない。 

(3) 挿入作業は、まず、ゴム輪内面及びさし口外面に所定の滑材

を塗布し、受口フランジとさし口フランジの対角方向のボルト

穴 2 か所に引込み用ボルトをセットし、ナットを締込んで受口

にさし口を引込む。次に、フランジ部に設けられた上下左右４

か所のスリットから、受口とさし口の隙間にゲージを差込み、

ゴム輪が正しくセットされているかどうか確認しなければな

らない。 

(4) ハードロックナットの下ナットの締付けは、必ずトルクレン

チにより表 3-10 のトルクまで締付ける。このとき、片側の管

をクレーン等で吊るなどして、管の重さがＴ頭ボルト・ナット

にかからないようにしなければならない。次に、上ナットをボ

ルトに入れてボックスレンチ等で十分締付ける。このとき、上

ナットだけを回すようにし、上ナットと下ナットの両方にレン
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チがかからないように注意しなければならない。 

 

表 3-10 ハードロックナットの下ナット締付けトルク 

 
 

９．Ｕ形継手 

(1) 接合作業に先立ち、さし口端から 40cm の部分の外面及び受口

の内面に付着している油、砂その他の異物は完全に取除いてお

かなければならない。 

(2) 挿入作業は、まず、さし口外面及び受口内面に所定の滑剤を

塗り、受口に対し、さし口を静かに挿入し、さし口端のストッ

パーが受口端に接触した点で管を固定する。次に、ゴム輪に所

定の滑剤を塗りゴム輪の方向を確認してからさし口に挿入し、

指先で軽く入るところまで押込まなければならない。 

 

 
図 3-16 Ｕ形継手の構造 

 

(3) 接合は、まず、割輪（3 つ割り）の下の２個を同時に置き、

次に、上の割輪を管軸方向に滑らせて上にのせて組合わせる。

三つのピースを入れ終わったとき、ピース間に間げきがあく場

合は、下のピース間にディスタンスピースを挿入しなければな

らない。 

(4) ボルトをねじ込んである押輪（四つ割）を下から順次挿入し、

上の押輪が落ちないように止め金具で固定し、押輪のボルトの

一部（3 本に 1 本の割）をスパナ又はラチェットレンチで逆回

転させて、30～40mm 程度押輪からねじ出しして、ゴム輪を奥に

押出し、次に、ねじ出してないボルトの頭部の皿に継ぎ棒を挿

入して取付け、継ぎ棒を取付けたボルトを少しねじ出しながら、

はじめのボルトをいったんねじ込み、この頭部にも継ぎ棒を取

付けなければならない。 

(5) ねじ出し間隔が上下、左右均等になるよう注意しながら、押

輪が所定の位置にくるまで全てのボルトをねじ出さなければな

らない。ただし、所定の位置までねじ出しが困難な場合は、表

3-11 のトルクに達したところで締付けを完了したものとする。 

 

表 3-11 Ｕ形継手締付けトルク 

 
 

(6) モルタル充填 
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接合完了後、水圧試験（テストバンド）を行い、次の要領で

受口と押輪の間にモルタルを充填しなければならない。 

ア 押輪と受口内面に軟練モルタル（水セメント比 35％～40％、

砂：セメント＝1：2）を、手又は刷毛で円周の適当な範囲（次

の硬練モルタルを打つまでに乾ききらない範囲）に塗布する。

次に、押輪と受口の間に硬練モルタル（水セメント比 20％、

砂：セメント＝1：1）を球状にして隙間に詰込む。 

イ ハンマ等でモルタル面をたたき、十分突固める。 

ウ 最後に、コテで表面を仕上げる。 

エ モルタル乾燥後、クラックの有無、テストハンマによる肌離

れ検査を行い、不良個所については全面やり直す。 

 

10. ＵＦ形継手 

(1) 接合方法は、本条 9 項Ｕ形継手の規定によるもののほか、次に

よるものとする。 

 

 
図 3-17 ＵＦ形継手の構造 

 

(2) 挿入に先立ち、さし口溝内にロックリングを預け、ロックリン

グの外面全周に鋼帯をかけて荷造用鋼帯締り器で鋼帯を締上げ、

ロックリングを完全にさし口溝内に圧着させた状態でロックリン

グ分割部（切れ目）の間隔を測定する。一方、セットボルトは、

受口溝の内面までねじ込んでおく。次に、ロックリング分割部を

コイル状に重ね合わせ、受口溝内に預け入れるが、その際、ロッ

クリングの分割部は、ねじ穴の間隔の最も狭い所の中間になるよ

うに注意する。ロックリングを受口に入れるときは、ロックリン

グ拡大器（ターンバックル）を用い受口溝内に全周が納まるよう

にしなければならない。 

(3) 管の芯出しをした後、さし口を受口に、（又は受口をさし口に）

挿入する。この際にさし口の先端がロックリングの部分を越える

ときには、ロックリング拡大器具は自動的に管内に押し出され、

さらに深くさし口を挿入すれば、ロックリングがさし口溝内に自

動的に落ち、さし口を抱く形となる。このとき、ロックリングが

さし口溝に完全に納まっていることを確認した後、セットボルト

を締付けなければならない。 

(4) セットボルトを締付ける順序は、ロックリング分割部を反対側

から順次分割部に向かってさし口を抱締めるようにし、その際に、

受口とさし口の隙間を全周ほぼ均等になるようセットボルトで調

整しなければならない。セットボルトを完全に締付けた後、受口

とさし口の隙間から除いて、ロックリング分割部の間隔を測り、

本項(２)で測定したものと同じか、又は小さい数値であればロッ

クリングは完全にさし口溝にかけ合わされたものとする。 

(5) さし口加工（切管部） 

ア さし口加工を行う場合は、特厚管（ＤＰＦ）を使用しなければ
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ならない。 

イ 他形式の受口と接合する場合のさし口突部、溝の寸法は、受口

の形式に合わせて行わなければならない。 

ウ 溝の寸法、位置は、図 3-18 及び表 3-12 によるものとする。 

エ 加工部の塗装は、管を挿入する前に、さし口端面までの外面及

び内面の破損部について、所定の防錆塗料により、補修しなけれ

ばならない。 

 

 
図 3-18 さし口加工の寸法 

 

表 3-12 さし口加工の寸法 

 
 

11. ＵＳ形継手 

(1)  接合方法は、本条 9 項Ｕ形継手及び 10 項ＵＦ形継手の規定に

よるもののほか、ロックリングの取付方法は、次によるものとす

る。 

 
図 3-19 ＵＳ形継手の構造（ビニルチューブ方式） 

 

 
図 3-20 ＵＳ形継手の構造（セットボルト方式） 

 

(2) ビニルチューブ方式 

ア ロックリングを完全にさし口外面に圧着させた状態で切断面の

間隔（a1）を測定しなければならない。 

イ 受口の位置決めは、ビニルチューブ取り出し口が必ず管頂付近

にくるようにしなければならない。 

ウ ビニルチューブは、受口の溝にねじれないように挿入しなけれ

ばならない。 

エ ロックリングのセットにあたっては、ロックリングの切断か所
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が必ず管底にくるようにしなければならない。 

オ さし口を受口に挿入する前に、受口内面奥に表 3-13 に規定する

胴付間隔に相当するディスタンスピースを置かなければならな

い。

なお、特別な理由で胴付間隔を変える場合は、その寸法のディ

スタンスピースを用いなければならない。

また、使用したディスタンスピースは、接合完了後必ず撤去し

なければならない。 

表 3-13 胴付間隔 

カ さし口を受口に挿入後、ロックリングがさし口に十分装着され

ているかを確認するため、ロックリング切断面の間隔（a2）を測

定しなければならない。 この時の間隔と本項(2)アで測定した間

隔とを比較し、a2≦a1＋3mm であれば正常であるものとする。

キ ビニルチューブへのモルタル充填に使用するモルタルの配合

は、水：セメント：砂＝1：2：0.7（質量比）とする。

なお、充填は水密機構部の接合が終わってから行わなけれ

ばならない。 

(3) セットボルト方式

ア 本項(2)ア、オ、カの規定によるもののほか、次の規定による。

イ セットボルトを受口溝の内面までねじ込む。

ウ ロックリングを受口溝内にあずける。この時ロックリングの分

割部はセットボルト用タップ穴の、間隔の最も狭いところの中間

になるようにしなければならない。

エ 規定胴付間隔は、表 3-13 のとおりとするものとする。

オ ロックリングをセットボルトで締付け、全部の締付け完了後ロ

ックリング内面が全周さし口外面に接触（部分的な 1mm 以内の隙

間のものは可とする）していることを確認しなければならない。

12. フランジ継手

(1) フランジ面、ガスケット溝、ガスケット及びボルト・ナットは

事前に清掃し、異物や塗料の塗りたまりを除去しておかなければ

ならない。

図 3-21 フランジ継手の構造 

(2) メタルタッチの場合は、ＧＦ形ガスケット１号をガスケット溝

（削除）
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に装着し、ボルト・ナットが片締めにならないよう全周を通じて、

均等に締付けなければならない。 

(3) ガスケットは、移動を生じないよう固定しながら両面を密着さ

せ、ボルトが片締めにならないよう全周を通じて均等に締め付け

なければならない。

13. 硬質塩化ビニル管の接合 3-2-16-2 水道用硬質ポリ塩化ビニル管の接合

１．一般事項

水道用硬質ポリ塩化ビニル管の配管及び接合については、塩化ビ

ニル管・継手協会発行の水道用硬質ポリ塩化ビニル管技術資料〈施

工編〉に準拠するもののほか、次によるものとする。

(1) 接合に先立ち、接合に必要な工具類を点検し、確認しておかなけ

ればならない。

(2) 接合に先立ち、挿し口部の外面、受口部の内面、ゴム輪などに付

着している砂、油、その他の異物を完全に取り除いておかなければ

ならない。

２．切断及び面取り 

(1) ゴム輪（RR）接合方式において、管の切断を行った場合、面取

機やディスクサンダーなどを使って管厚の 1/2（1/2 t）、約 15°

の面取りを行わなければならない。（図 3-3）

図 3-3 面取り 

(2) 接着（TS）接合方式において、管の切断を行った場合、面取器や

ヤスリなどを使って管外面の面取り（1～2mm）を行わなければなら

ない。

３．ＲＲロング管の接合 

RR ロング受口部には、図 3-4 に示すⅠ形とⅡ形がある。 

Ⅰ形 Ⅱ形 

図 3-4 RR ロング管の接合 

(1) 管の切断を行った場合、表 3-2 に示す ℓ1、ℓ2 の標線を、管の全

周にわたって油性ペンなどで記入すること。（図 3-5）

(2) 挿し口外面と受口内面を乾いたウエス等で清掃すること。

(3) ゴム輪及び挿し口に、硬質ポリ塩化ビニル管用の滑剤を塗布す

る。

(4) 管挿入は、挿入機（荷締機・レバーブロックなど）を使用し、

大きな伸縮余裕と曲げ余裕をとるため、管挿入位置を示す標線の

管種毎に記載（項目追加） 

追記 

追記 

追記 
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間で止めなければならない。 

(5) 管挿入後、全円周にわたってゴム輪が正常な状態かどうかチェッ

クゲージで確認しなければならない。 

 

  
図 3-5 標線と管の挿入位置 

 

 

表 3-2 標線長さ 単位：mm 

 
            

４．ＲＲ管の接合 

RR 受口部には、図 3-6 に示すⅠ形とⅡ形がある。 

 

 
Ⅰ形         Ⅱ形 

図 3-6 RR 管の接合 

 

(1) 管の切断を行った場合、表 3-3 に示す ℓ の標線を、管の全周に

わたって油性ペン等で記入すること。（図 3-7） 

(2) 挿し口外面と受口内面を乾いたウエス等で清掃すること。 

(3) ゴム輪及び挿し口に、硬質ポリ塩化ビニル管用の滑剤を塗布す 

る。 

(4) 接合にあたっては、挿入機（荷締機、レバーブロックなど）を

使用し、管挿入位置を示す標線の間で止めなければならない。 

(5) 管挿入後、全周にわたってゴム輪が正常な状態かどうかチェッ

クゲージで確認しなければならない。 
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図 3-7 標線と管の挿入位置 

表 3-3 標線長さ 単位：mm 

５．耐震金具及び離脱防止金具の装着 

耐震金具は、ベンド管等の接合部に装着するスラスト防護用離

脱防止金具ではない。なお、RR ロング管の接合部に耐震金具を適

用すれば、耐震性能を向上させることができ、RR ロング管と RR 管

のベンド等の異形管には、スラスト防護のために離脱防止金具を装

着すること。 

(1) 耐震金具の装着（RR ロング管）（図 3-8）

ア 挿し口用サドルを、取付け位置に仮止めすること。

イ 受口用サドルを装着する。

ウ アームをセットする。

エ 仮止めしたボルトは、トルクレンチを使用して所定のトルク

に締め付けなければならない。（表3-4）

図 3-8 耐震金具の装着 

(2) 離脱防止金具の装着（図 3-9）

ア 挿し口用サドルを仮止めする。

イ 受口用サドルを装着する。

ウ アームをセットする。

エ 仮止めしたボルトは、トルクレンチを使用して所定のトルク

に締め付けなければならない。（表3-4）

図 3-9 離脱防止金具の装着例 

追記 
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(１) ＴＳ接合 

ア 接合に先立ち、管体に挿入寸法（標線）をマジックインキ等

で表示した後、施工しなければならない。 

 
 

図 3-22 ＴＳ接合 

 

 

イ 接着剤塗布前に、管を継手に軽く挿入してみて、管が止まる

位置（ゼロポイント）が受口長さの３分の１から３分の２

の範囲であることを確認しなければならない。 

 

ウ 接着剤を標線以上にはみ出さないように刷毛で薄く塗り、接

着剤が乾燥しないうちに管を一気にまっすぐ挿入し、30～60

秒そのまま押さえ付けておかなければならない。 

エ 挿入は、原則としててこ棒又は挿入機等を使用し、たたき込

みは行ってはならない。また、作業中接着剤塗布面に泥、ほ

こり等が付かないように注意するとともに、はみ出した接着

剤及びこぼれた接着剤が、管に付着しないように取除かなけ

ればならない。 

オ 接合直後、接合部に曲げ応力等無理な力を加えてはならな

い。 

カ 陸継ぎをしながら布設する場合は、接合後、夏季は１時間、

冬季は２時間以上静置した後、溝内に卸さなければならない。 

なお、無理な曲げ配管は避けなければならない。 

キ 配管終了時には、管内に溜まっている溶剤蒸気をそのまま放

置することなく、できるだけ速やかに排出しなければならな

い。 

ク 接着剤の品質及び取扱いは、次の事項によらなければならな

い。 

 (ｱ) 接着剤は、JWWA S 101（水道用硬質塩化ビニル管の接着剤）

に規定するものを使用すること。 

 

(ｲ) 接着剤は、可燃物であるから火気のある場所に保管及び取

 

(3) 耐震金具及び離脱防止金具のボルト締付けトルクを表 3-4 に

示す。 

 

表 3-4 ボルト締付けトルク 

 単位：N・m 

 
 

６． ＴＳ接合 

(1) 管挿し込み標線は、受口長さを測り、管体に油性ペン等で記入す

ること。 

 
 

図 3-10 ＴＳ接合 
 

 

(2) 接着剤塗布前に、管を継手に軽く挿入し、管が止まる位置（ゼロ

ポイント）が受口長さの３分の１から３分の２の範囲であることを

確認しなければならない。 

(3) 継手内面及び管挿し口外面を乾いたウエス等で清掃すること。 

(4) 接着剤は、継手内面、管挿し口の順に、塗りムラや塗り漏らしの

ないように、円周方向に薄く均一に塗布しなければならない。 

(5) 接着剤を塗り終えたら、直ちに管を受け口にひねらず標線まで一

気に挿入し、そのまま 30～60 秒押さえる。たたき込みによる挿入

は行ってはならない。 

 

 

 

(6) 接合後、はみ出した接着剤は直ちにふき取り、その際接合部に無

理な力を加えないようにすること。 

 

 

 

(7) 接合後、通風などにより溶剤蒸気を排除すること。 

 

 

 

 

(8) 接着剤は、JWWA S 101（水道用硬質ポリ塩化ビニル管の接着

剤）に適合するものを使用すること。 

接着剤がゼラチン状のようになったものは使用しないこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現の適正化 
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扱いをしないこと。 

(ｳ) 使用後は密封し、冷暗所に保管すること。 

なお、保管にあたっては、「消防法」に適合するよう貯蔵

量等に十分注意すること。 

(ｴ) 接着剤が古くなり、ゼラチン状のようになったものは使用

しないこと。 

 

 

 (２) ゴム輪形接合 

ア ゴム輪は、フラップ部が受口の奥に向くようにして、ゴム輪

溝部に正確に装着しなければならない。 

 
図 3-23 ゴム輪形接合 

 

イ 管さし口及び継手のゴム輪に、刷毛又はウエス等で滑剤を

十分に塗布しなければならない。 

なお、滑剤は塩化ビニル管専用のものを使用しなければな

らない。 

ウ 滑剤を塗り終えた後、直ちに挿入機等で標線まで管を継手

に挿入しなければならない。 

なお、挿入後全円周にわたってゴム輪が正常な状態である

ことを十分に確認しなければならない。 

エ 切管をしたときは、さし口はヤスリ等で面取りをするとと

もに管端より受口長さを測り、管体にマジックインキ等で標

線を入れなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(9) 工事完成図として配管状況全体が確認できる配管施工図を作成

しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-2-16-3 水道配水用ポリエチレン管の接合 

１．水道配水用ポリエチレン管材料については、日本水道協会（JWWA）

規格品及び配水用ポリエチレンパイプシステム協会（POLITEC）規格

品並びにメーカー規格品であり、かつ、広島市水道局の承認品でな

ければならない。 

２．水道配水用ポリエチレン管の配管及び接合については、「水道配

水用ポリエチレン管及び管継手 施工マニュアル」（配水用ポリエチ

レンパイプシステム協会(POLITEC)）に準ずるもののほか、次による

ものとする。 なお、「施工マニュアル」は、配水用ポリエチレン

パイプシステム協会（POLITEC）ホームページよりダウンロードでき

る。 

(1) 施工に先立ち、配管工（第２編 3-2-14 規定の配管技能者）は、

配水用ポリエチレンパイプシステム協会（POLITEC）の会員による

現場配管指導を受けて施工すること。 

ただし、配水用ポリエチレン管の施工実績を有する配管工、又

は、配水用ポリエチレンパイプシステム協会（POLITEC）が開催す

る施工講習会の「受講証」を取得した配管工が施工する場合は、

この限りではない。 
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なお、その場合は、施工に先立ち施工実績報告書もしくは受講

証の写しを提出すること。 

(2) 管に傷がないかを点検し有害な傷がある場合は、その箇所を切

断除去すること。

(3) 管端から測って規定の差込長さの位置に標線を記入し、削り残

しや切削むらの確認を容易にするため、切削する面にマーキング

すること。

(4) スクレーパを用いて管端から標線までの管表面を切削（スクレ

ープ）すること。スピゴット継手類についても管と同様に取扱う

こと。

(5) 切削面と EFソケット内面の受口全体をエタノール又はアセトン

等を浸み込ませたペーパータオル等で清掃すること。清掃は、き

れいな素手で行い、軍手等手袋の使用は厳禁である。

(6) 切削、清掃した管に EF ソケットを挿入し、端面に沿って円周方

向に標線を記入すること。

(7) EF ソケットに双方の管を標線位置まで挿入し、固定クランプを

用いて管と EF ソケットを固定すること。

(8) EF ソケットに一定の電力を供給するには、コントローラを使用

すること。コントローラへの供給電源（発電機等）は、必要な電

圧と電源容量が確保されていることを確認し、電源を接続、コン

トローラの電源スイッチを入れる。共用タイプ以外のコントロー

ラは EF 継手とコントローラが適合していることを確認すること。

(9) EFソケットの端子にコントローラ出力ケーブルのコネクタを接続

し、コントローラに付属のバーコードリーダーで融着データを読み

込むこと。

(10) EF ソケットのインジケータが左右とも隆起していることを確

認すること。コントローラの表示が正常終了を示していること

を確認すること。

(11) 融着終了後、表 3-5 に示す規定の時間、静置し冷却するこ

と。冷却中は固定クランプで固定したままにし、接合部に外力

を加えてはなならない。

表 3-5 冷却時間 

品　種 呼び径 冷却時間

５０ ５分以上

７５～１５０ １０分以上

２００ １５分以上

ＥＦソケット
及び

片受受口

(12) 冷却終了後、固定クランプを取外して接合作業を終了する。

(13) 融着作業中のEF接合部では、水が付着することは厳禁である。

水場では十分なポンプアップ、雨天時にはテントによる雨よけな

どの対策を講じること。
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3-2-17 水圧試験

１．管路の水密性を確認するため、原則として管内に充水し、水圧試験

を行わなければならない。 

なお、水圧試験の方法については、監督職員の指示に従わなけれ

ばならない。 

２．管径 800mm 以上の鋳鉄管継手は、原則として監督職員立会いのう

え、各継手ごとに内面からテストバンドで水圧試験を行わなけれ

ばならない。 

(1) 試験水圧は、0.5Mpa で 5 分間経過後 0.1 Mpa の水圧低下までを

合格とする。もし、これを下った場合は、原則として接合をやり

直し、再び水圧試験を行わなければならない。

① 通電により発熱し、樹脂を溶融させる電熱線

② 通電されたことを示すインジケータ

③ 通電時間などを制御するコントローラ

図 3-11 ＥＦ接合 

(14) 水圧試験は 0.75MPaを上限とし、最後の EF 接合が終了しクランプ

を外せる状態になってから、１時間以上経過して行うこと。

なお、メカニカル継手による接合の場合は、接合完了後すぐに水

圧試験ができる。 

(15) 水圧試験は最大500mまでの区間で実施すること。

なお、詳細については「水道配水用ポリエチレン管及び管継手

施工マニュアル」（配水用ポリエチレンパイプシステム協会）を

参照すること。 

(16) 全ての接合か所について、点検表による接合管理を行い、工事

日報に点検表を添付して監督員に提出すること。なお、点検表は、

配水用ポリエチレンパイプシステム協会（POLITEC）ホームペー

ジよりダウンロードできる。

(17) 工事完成図として配管状況全体が確認できる配管施工図を作

成しなければならない。

(18) 工事完了時に「配管施工実績報告書」を提出すること。

3-2-17 水圧試験

１．一般事項

 管路の水密性を確認するため、設計図書で指定された区間及び継

手は、水圧試験を行わなければならない。 

なお、水圧試験の方法については次によるものとし、これ以外の

場合は監督員の指示に従わなければならない。 

２．水圧試験方法 

(1) テストバンドによる水圧試験

ア 管径 900mm 以上の鋳鉄管継手は、原則として監督員立会いのう

え、各継手に内面からテストバンドで水圧試験を行わなければな

らない。

イ 試験水圧は 0.5MPa とし、5 分間経過後 0.1MPa の水圧低下まで

を合格とする。もし、これを下回った場合は、原則として接合を

やり直し、再び水圧試験を行わなければならない。

内容を区分 

施工場所を明記 

表現の適正化 

語句の統一 

内容を区分 

水道実務必携にあわせ修正 

表現の適正化 
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(2) 水圧試験結果については、次に掲げる項目の報告書を作成し、

監督職員に提出しなければならない。 

ア 継手番号 

イ 試験年月日 

ウ 時分 

エ 試験水圧 

オ ５分後の水圧 

３．開発地等は、1.0Mpa の水圧で 24 時間経過後、0.2Mpa の低下までを

合格とする。また、このとき、自記録圧力計の表示は、一定の円で

なければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 水圧試験結果については、次に掲げる項目を監督員に報告する

こと。 

・継手番号 

・試験年月日 

・時分 

・試験水圧 

・５分経過後の水圧 

(2) 管路の水圧試験 

ア 管径 800mm 以下の鋳鉄管継手は、原則として管内に充水し、試

験開始水圧を 0.75MPa で行うこととする。 試験開始から水圧が

安定し、以降 24 時間低下しないことを確認し、開始水圧から

0.15MPa の低下までを合格とする。 

なお、水圧試験の開始時及び終了時は、原則として監督員が立

会うものとする。 

イ 水圧試験結果については、次に掲げる項目を監督員に報告する

こと。 

・水圧テスト路線図 

・試験開始、終了年月日 

・試験開始、終了時分 

・試験水圧 

・終了時の水圧 

 

3-2-17-2 既設管の撤去 

１．既設管の撤去にあたっては、埋設位置、管種、管径等を確認する

こと。 

また、管を撤去し再使用する場合は、継手の取外しを行い、管に

損傷を与えないよう慎重に撤去しなけれなばらない。 

２．異形管防護等のコンクリートは、壊し残しのないよう完全に撤去

すること。 

３．石綿セメント管の撤去にあたっては、「石綿障害予防規則」（平

成 17 年厚生労働省令第 21 号）及び廃棄物処理等関係法令に基づ

くとともに、「水道用石綿セメント管の撤去作業等における石綿

対策の手引き」（平成 17 年厚生労働省健康局水道課）に従うもの

のほか、次によるものとする。 

(1) 石綿セメント管撤去作業等を行うときは、あらかじめ作業計画

を定め、監督員に提出するとともに、この作業計画に則り、当該

作業を実施すること。 

(2) 石綿作業主任者技能講習を終了した者から、石綿作業主任者を

選任し、「有資格者（変更）使用届」（技能講習終了証明書を添付）

を監督員に提出すること。ただし、石綿作業主任者は、平成 18

年 3 月 31 日までに特定化学物質等作業主任者の技能講習を修了

した者からも選定できる。 

(3) 撤去作業に従事する作業者に特別教育を実施するとともに、作

業後、速やかに「実施報告書」（状況写真を添付）を監督員に提

出すること。 

(4) 撤去作業を行うときは、関係者以外の者が立ち入ることを禁止

するとともに、その旨を表示すること。 

(5) 石綿セメント管の切断等の作業を行うときは、作業員等に呼

語句の統一等 

 

 

 

 

 

表現の適正化 

 

 

管材（帽・栓）にあわせ、

試験水圧を 0.75MPa 
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3-2-18 断水作業

１．断水作業は、市民に多大の迷惑を及ぼすため、監督職員と十分協議

を行い、綿密な計画を立てるとともに広報の周知徹底に努め、でき

るだけ断水時間の短縮を図らなければならない。 

２．断水作業は、監督職員の指示に従って受注者が実施するものとし、

その施工に当たっては、事前に仕切弁、空気弁、消火栓、排水管等

の機能を点検するとともに、弁栓類の取扱いは、水衝の起こらない

よう、またスピンドルを損傷することのないよう慎重に操作しなけ

ればならない。万一、異常を発見した場合は、直ちに監督職員に報

告するとともに、適切な措置を講じなければならない。 

３．断水作業は、断水時間に制約されるので、円滑な作業ができるよう

十分な作業員を配置するとともに、配管資材、器材、器具等につき

必要な準備を整えたうえ、迅速、確実に施工しなければならない。 

４．既設管の切断に際しては、監督職員の指示、立会いのうえ、設計図

書に示された管であることを確認するとともに、管の切断機は管種

に適したものを使用しなければならない。 

なお、エンジン付ハンドカッターを使用する場合は、ガス管の確

認をし、事故防止に努めるとともに騒音等についても特別な配慮を

しなければならない。 

3-2-19 通水準備及び排水作業

１．充水に当たり、仕切弁、空気弁、消火栓、排水管等の開閉操作を行

い、異常の有無を確認し、特に空気弁のボールの密着度合を点検し

吸用保護具や専用の作業衣を使用させること。 

(6) 粉じんを伴う切断等は避け、継手部で取り外すようにし、や

むを得ず切断等を行う場合は、管に水をかけて湿潤な状態にし

て、さらに手動で切断する等石綿粉じんの発散を防止するこ

と。

また、撤去管は十分な強度を有するプラスチック袋等で二重に

こん包するなど、石綿粉じんの発散防止を行うとともに、アスベ

スト廃棄物である旨を表示すること。

(7) 撤去作業状況、注意看板等設置状況、保護具等の装着状況、撤

去管の梱包状況及び仮置場での保管状況写真（分別保管、シート

掛け状況）を撮影し、監督員に提出すること。

3-2-18 断水作業

１．断水作業は、市民に多大な迷惑を及ぼすため、監督員と十分協議を

行い、綿密な計画を立てるとともに広報の周知徹底に努め、できる

だけ断水時間の短縮を図らなければならない。 

２．断水作業は、監督職員の指示に従って受注者が実施するものとする。

断水作業にあたっては、事前に仕切弁、空気弁、消火栓、排水管等

の機能を点検するとともに、弁栓類の取扱いは、水衝の起こらない

よう、またスピンドルを損傷することのないよう慎重に操作しなけ

ればならない。万一、異常を発見した場合は、直ちに監督員に報告

するとともに、適切な措置を講じなければならない。 

３．連絡作業は、断水時間に制約されるので、円滑な作業ができるよう

十分な人員を配置するとともに、配管資材、器材等を準備し、迅速、

確実に施工しなければならない。 

４．既設管の切断に際しては、設計図書に示された管であることを監督

員に確認するとともに、管の切断機は管種に適したものを使用しな

ければならない。 

なお、動力源にエンジンを用いた切断機を使用する場合は、ガス管の

確認をし、事故防止に努めるとともに騒音等についても特別な配慮を

しなければならない。 

3-2-18-2 栓・帽の取外し

１．栓の取外しにあたっては、事前に水の有無、施工日、施工時間等

について監督員と十分協議しなければならない。 

２．栓止めした管の付近を掘削する前に、手前の仕切弁が全閉か確認

すること。 

３．既設管には、水の有無にかかわらず内圧がかかっている場合があ

るので、栓の正面には絶対に立たないこと。 

４．ボルト・ナットが腐食している可能性もあるので、必要に応じて

栓の抜け出し防護対策を行わなけれなばらない。 

５．栓の取外し及び防護の取壊しは、空気抜用ボルトを慎重に外して

空気及び水を抜くなどして、内圧がないことを確認した後、施工し

なければならない。 

3-2-19 通水準備及び排水作業

１．充水にあたり、仕切弁、空気弁、消火栓、排水管等の開閉操作を行

い、異常の有無を確認し、特に空気弁のボールの密着度合を点検し

語句の統一等 

表現の適正化 

語句の統一 

表現の適正化 

表現の適正化 

新規項目 

語句の統一 



- 31 -

ておかなければならない。さらに、全体の鉄蓋の開閉も確認し、ガ

タツキのないようにしなければならない。

なお、大口径管については可能な限り、内面から管内清掃の確認

を行うとともに、必要に応じて消毒を行わなければならない。 

２．管の洗浄にあたっては、適量の水を放出し十分な管内流速をつけ、

完全に洗浄しなければならない。また、濁度、色度等がなくなるま

で十分に行うとともに残留塩素についても、所定の数値が得られる

まで確実に洗浄排水を行わなければならない。 

３．洗浄排水に際しては、排水箇所付近及び下流を十分調査し、護岸施

設、住宅等に損傷を与えることのないよう注意しなければならない。

また、消火栓により排水する場合は、ホース等適当な器具を用いて

放流施設へ排水しなければならない。 

なお、洗浄排水は、その水量を確認し記録しなければならない。 

3-2-20 給水管取付替え

給水管取付け替え及び給水管取付けにあたっては、給水台帳と現地

とを十分照合し、布設管に平行又は交差し設置してある給水管は、布

設管から行うものとし、分水栓等の穿孔、管の接合、止水栓取付け、

土被り等は、給水装置工事の材料・工法その他工事施行上の条件に関

する規程及び給水装置等の設計施工事務取扱要綱により行うものとす

る。ただし、可撓式サドル付分水栓及び不断水丁字管の穿孔にあたっ

ては、全ての箇所について、水圧テスト（1.75Mpa、１分間以上）を行

った後、穿孔しなければならない。 

3-2-21 不断水丁字管取付け

１．取付け付近の管表面に付着している錆こぶ、土砂等を除去して平滑

にし、トルクレンチを使用して各部平均に締付けなければならない。 

２．取付け後は、穿孔口から内部を点検し、ゴムパッキンの異常の有無

を確かめて、分岐口にフランジ蓋を取付けて、工事場所の動水圧＋

0.55Mpa の水圧で加圧し、取付け部に水漏れのないことを確認してか

ら穿孔しなければならない。 

３．基礎工及び穿孔機仮受台を堅固に設置し、作業中不断水丁字管を移

動させてはならない。また、穿孔完了後は、不断水丁字管及び仕切

弁が移動しないよう保護工を設けなければならない。 

４．不断水丁字管の取出し部の管軸は、水平を原則とする。埋設物その

他の関係で水平にできないときは、監督職員の承諾を得て、適当な

勾配をつけなければならない。 

５．穿孔後、切り屑、切断片等は、完全に管外へ排出しなければならな

い。 

3-2-22 弁栓類の据付け

１．弁栓類の運搬、取扱いは、細心の注意を払い、損傷を与えないよう

にしなければならない。 

ておかなければならない。さらに、全体の鉄蓋の開閉も確認し、ガ

タツキのないようにしなければならない。

なお、大口径管については可能な限り、内面から管内清掃の確認

を行うとともに、必要に応じて消毒を行わなければならない。 

２．管の洗浄にあたっては、適量の水を放出し十分な管内流速をつけ、

完全に洗浄しなければならない。また、濁度、色度等がなくなるま

で十分に行うとともに遊離残留塩素についても、所定の数値が得ら

れるまで確実に洗浄排水を行わなければならない。 

３．洗浄排水に際しては、排水箇所付近及び下流を十分調査し、護岸施

設、住宅等に損傷を与えることのないよう注意しなければならない。

また、消火栓により排水する場合は、ホース等適当な器具を用いて

放流施設へ排水しなければならない。 

なお、洗浄排水は、その水量を確認し記録しなければならない。 

3-2-20 給水管取付替え及び給水管取付け

給水管取付替え及び給水管取付けにあたっては、給水台帳と現地を

十分照合し、給水装置工事の材料、工法その他工事施工上の条件に関

する規程及び給水装置等の設計施工事務取扱要綱により行うものと

する。 

3-2-21 不断水Ｔ字管取付け

１．取付け付近の管表面に付着している錆こぶ、土砂等を除去して平滑

にし、トルクレンチを使用して各部平均に締付けなければならない。 

２．取付け後は、穿孔口から内部を点検し、ゴムパッキンの異常の有無

を確かめる。水圧テストは、工事場所の動水圧＋0.55MPa まで加圧（メ

ーカー規格を上限）し１分間保持を行った後、取付け部に水漏れの

ないことを確認し、穿孔しなければならない。 

  なお、監督員が試験水圧を指示した場合は、その指示に従わなけれ

ばならない。 

３．基礎工及び穿孔機仮受台を堅固に設置し、作業中不断水Ｔ字管を移

動させてはならない。また、穿孔完了後は、不断水Ｔ字管及び仕切

弁が移動しないよう保護工を設けなければならない。 

４．不断水Ｔ字管の取出し部の管軸は、水平を原則とする。埋設物その

他の関係で水平にできないときは、監督員の承諾を得て、適当な勾

配をつけなければならない。 

５．穿孔後、切り屑、切断片等は、完全に管外へ排出しなければならな

い。 

3-2-22 弁栓類の据付け

１．弁栓類の運搬、取扱いは、細心の注意を払い、損傷を与えないよう

にしなければならない。 

２．弁栓類を損傷した場合には、必ず監督員に報告し、事後処置の指示

を受けなければならない。 

３．弁栓類等の付属設備は、設計図書及び水道工事設計標準図に基づき
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２．据付けにあたっては、次の事項に注意しなければならない。 

(1) 設計図づき、不等沈下、傾き等を生じないよう入念に施工するこ

と。 

(2) 据付け場所については、周囲の道路、家屋及び埋設物等を考慮し、

維持管理、操作等に支障のないよう監督職員と協議して定めるこ

と。 

 

 

 

 

 

(3) 据付け前には、機能の点検並びに損傷のないことを確認するこ

と。なお、仕切弁及びバタフライ弁の口径、型式、メーカー名、回転

方向及び回転数を確認すること。また、「工事完成図（配管工事）

作成要領」の 12.弁栓類位置寸法図・許可図に従って記入すること。 

 

 

 

 

 (4) 据付け位置及び深度については、監督職員と協議を行い、必要に

応じて補足管（フランジ短管）、継足金物等を使用し、機能上障

害を起こさないようにすること。 

(5) ボルトの締付けについては、3-2-16 管の接合の１項、12 項の規

定によるものとし、片締めにならないよう入念に行うこと。 

 

3-2-23 弁室その他構造物 

１．弁室その他導送配水管等の附属構造物は、設計図書及び水道工事設

計標準図に基づいて施工しなければならない。 

２．鉄蓋、土留側の据付けは、機能上及び道路交通に障害を起こさない

ように設置しなければならない。 

 

3-2-24 異形管防護工 

１．異形管防護工の施工か所、形状寸法、使用材料等については、設計

図書に基づいて行わなければならない。 

 

２．前項以外で、監督職員が必要と認めた場合は、その指示により適

切な防護を行わなければならない。 

３．異形管防護コンクリートの施工にあたっては、次によるものとする。 

(1) あらかじめ施工か所の地耐力を確認しなければならない。 

(2) 割栗石又は砕石基礎工は、管の据付前に施工しなければならない。 

(3) 防護コンクリートの打設にあたっては、管の表面をよく洗浄し、

型枠を設け、所定の配筋を行い、入念にコンクリートを打設しなけ

ればならない。 

(4) 基礎工、コンクリート工、型枠工及び支保工、鉄筋工については、

第１編第３章第４節基礎工、第１編第５章無筋・鉄筋コンクリート

の規定によるものとする。 

正確に据付けなければならない。 

 

４．据付けにあたっては、維持管理、操作等に支障のないように考慮す

ること。なお、具体的な据付け場所は次の事項に注意し、周囲の道

路、家屋及び埋設物等を調査のうえ、詳細は監督員と協議して定め

なければならない。 

(1) 仕切弁の据付け場所は、交通上極力安全な場所で、分岐箇所に近

いところを選定すること。歩車道の区分のある道路では、隅切りカ

ーブ、Ｌ型側溝にかからないようにすること。止むを得ず道路の中

央部に据付けなければならない場合は、片側に寄せ、弁操作中に片

側車線が確保できるように配慮すること。 

(2) 消火栓の据付け場所は、前号に準ずるものとするが、家屋の出入

ロ、店先、その他車の出入口、非常口等は避けること。 

(3) 据付け前には、機能の点検並びに損傷のないことを確認するこ

と。なお、弁栓類の適応管種、規格・寸法、形状、製作メーカー、

回転方向及び操作回転数を記録し、工事完成図を作成すること。 

 

(4) 弁栓類の据付けは、正確に芯出しを行い、管軸に対し垂直又は水

平に据付けること。また、据付けにあたっては、重量に見合ったク

レーン又はチェーンブロック等を用いて、開閉軸の位置を考慮して

方向を定め安全かつ確実に行うこと。 

(5) 据付け位置及び深度については、監督員と協議を行い、必要に応

じて補足管（フランジ短管）、継足金物等を使用し、機能上障害を

起こさないようにすること。 

 

 

 

3-2-23 弁室その他構造物 

１．弁室その他導送配水管等の付属構造物は、設計図書及び水道工事設

計標準図に基づいて施工しなければならない。 

２．鉄蓋、土留等の据付けは、機能上及び道路交通に障害を起こさない

ように設置しなければならない。 

 

3-2-24 管防護工 

１．管防護の施工か所、形状寸法、使用材料等については、設計図書に

基づいて施工しなければならない。なお、設計図書により難い場合

は、監督員と協議しなければならない。 

２．前項以外で、監督員が必要と認めた場合は、その指示により適切

な防護を行わなければならない。 

３．管防護コンクリートの施工にあたっては、次によるものとする。 

(1) あらかじめ施工か所の地耐力を確認しなければならない。 

(2) 割栗石又は砕石基礎は、管の据付け前に施工しなければならない。 

(3) 防護コンクリートの打設にあたっては、管の表面をよく洗浄し、

型枠を設け、所定の配筋を行い、入念にコンクリートを打設しなけ

ればならない。 

(4) 基礎工、コンクリート工、型枠工及び支保工、鉄筋工については、

第１編第３章第４節基礎工、第１編第５章無筋・鉄筋コンクリート

の規定によるものとする。 
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3-2-25 水路等の伏越工

１．施工に先立ち、関係管理者と十分協議し、安全確実な計画のもとに、

迅速に施工しなければならない。 

２．河川、水路等を開削で伏越す場合は、次によるものとする。 

(1) 伏越しのため、水路、その他を締切る場合は、氾濫の恐れのない

よう水樋等を架設し、流水の疎通に支障がないように施工しなけれ

ばならない。

また、鋼矢板等で仮締切りを行う場合は、止水を十分に行い、

作業に支障のないようにしなければならない。 

(2) 降雨による河川水位の増大に備えて、対策を事前に協議し、予備

資材等を準備しておかなければならない。

(3) その他締切工については、第１編 3-10-11 仮水路工の規定による

ものとする。

３．地下埋設物を伏越しする場合は、各関係者の立会いのうえ、指定さ

れた防護を行い、確実な埋戻しを行わなければならない。 

3-2-26 管明示工

埋設管の管明示は、口径 75～450mm については地下埋設管明示粘

着テープ、口径 500mm 以上については地下埋設管明示粘着シートで

行わなければならない。 

図 3-24 地下埋設管明示粘着テープの施工方法（口径 75mm～450mm 用） 

3-2-25 水路等の伏越工

１．施工に先立ち、関係管理者と十分協議し、安全かつ確実な計画の

もとに、迅速に施工しなければならない。 

なお、関係管理者の指示内容については、監督員へ報告するこ

と。 

２．河川、水路等を開削で伏越す場合は、次によるものとする。 

(1) 伏越しのため、水路、その他を締切る場合は、氾濫の恐れのない

よう水樋等を架設し、流水の疎通に支障がないように施工しなけれ

ばならない。

また、鋼矢板等で仮締切りを行う場合は、止水を十分に行い、

工事に支障のないようにしなければならない。 

(2) 降雨による河川水位の増大に備えて、対策を事前に協議し、予備

資材等を準備しておかなければならない。

(3) その他締切工については、第 1 編 3-10-11 仮水路工の規定による

ものとする。

３．地下埋設物を伏越しする場合は、関係管理者の立会いのうえ、指

定された防護を行い、確実な埋戻しを行わなければならない。 

3-2-25-2 軌道下横断工

１．工事に先立ち、当該軌道管理者と十分な協議を行い、安全かつ確

実な計画のもとに、迅速に施工しなければならない。 

２．当該軌道管理者から指示があった場合は、直ちに監督員に報告し

てその指示を受けること。 

３．工事中は、監視員等を配置し、車両の通過に細心の注意を払うこ

と。また、必要に応じ沈下計、傾斜計を設置し、工事の影響を常時

監視すること。 

４．軌道横断箇所においては、監督員が指定した埋設表示杭等を設置

しなければならない。 

3-2-26 管明示工

埋設管の管明示は、口径 75～450mm については地下埋設管明示

粘着テープ、口径 500mm 以上については地下埋設管明示粘着シート

で行わなければならない。 

図 3-12 地下埋設管明示粘着テープの施工方法（口径 75mm～450mm 用） 

表現の適正化 

補足 

表現の適正化 

表現の適正化 

新規項目 



- 34 -

図 3-25 地下埋設管明示粘着シートの施工方法（口径 500mm 以上用） 

[注記] 給水管分岐をさせない管(下記対象)を施工する場合、上記の管明示

工及び 3-2-28 のポリスリーブ被覆を行った後、ポリスリーブの上から天端

へ 1 条「非取出管用粘着テープ」を明示すること。  

・口径 250 ㎜以下の揚水管(配水管併用は除く)及び排水管

・配水管 2 条併設時の給水管分岐をさせない管(口径 250 ㎜以下)

3-2-27 仕切弁鉄蓋表示

仕切弁鉄蓋の色別表示は、次によるものとする。 

(1) 赤 色  締切仕切弁（仕切弁室内にＶＰを立て込む。）及び流

量調整仕切弁（排水管仕切弁を含む。） 

(2) 黄 色  配水本管仕切弁及び連絡仕切弁（口径 300mm 以上） 

(3) 黄白色  配水本管と配水支管との連絡仕切弁（本管側半分を 

黄色、分岐側白色） 

(4) 色表示なし  配水支管仕切弁（口径 250mm 以下） 

図 3-26 表示板の組合せ例 

[注記] 設置するにあたっては、監督職員と協議しなければならない。 

3-2-28 ポリスリーブ被覆工

１．鋳鉄管の埋設にあたっては、管、押輪、ボルト・ナット等の防食

を図るため、ポリスリーブで被覆をしなければならない。

２．施工方法は、図 3-27 によるものとし、その固定は地下埋設管明示

粘着テープで行うものとする。 

図 3-13 地下埋設管明示粘着シートの施工方法（口径 500mm 以上用） 

[注記] 給水管分岐をさせない管(下記対象)及び仮設管を施工する場合、上

記の管明示工及び第２編 3-2-28 のポリスリーブ被覆を行った後、給水管を

分岐させない管の場合は「非取出管用粘着テープ」、仮設管の場合は「仮

設管用粘着テープ」をポリスリーブの上から天端へ 1 条明示すること。 

・口径 250 ㎜以下の揚水管(配水管併用は除く)及び排水管

・配水管 2 条併設時の給水管分岐をさせない管(口径 250 ㎜以下)

3-2-27 仕切弁鉄蓋表示

仕切弁鉄蓋の色別表示は、次によるものとする。

1．赤 色  締切仕切弁、流量調整仕切弁及び排水管仕切弁 

(注) 仕切弁室内にＶＰを立て込むこと。 

2．黄 色  配水本管仕切弁及び連絡仕切弁（口径 300mm 以上） 

3．黄白色  配水本管と配水支管との連絡仕切弁 

4．色表示なし  配水支管仕切弁（口径 250mm 以下） 

図 3-14 表示板の組合せ例 

[注記] 設置するにあたっては、監督員と協議しなければならない。 

3-2-28 ポリスリーブ被覆工

１．鋳鉄管の埋設にあたっては、管、押輪、ボルト・ナット等の防食

を図るため、ポリスリーブで被覆をしなければならない。

２．施工方法は、図 3-15 によるものとし、その固定は地下埋設管明示

粘着テープで行うものとする。 

仮設管を追加し補足 

（仕様書 18(1)カ削除） 
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図 3-27 ポリスリーブ被覆図 

 

3-2-29 水管橋架設及び橋梁添架工 

１．架設にあたっては、関係官公署の許可条件を遵守し、設計図書によ

り施工すること。 

２．架設は、設計図書に基づき監督職員と協議のうえ、まず橋台、橋脚

高及び間隔を再測量し、支承台の位置を正確に定め、アンカーボル

トを埋込み堅固に固着すること。 

 

なお、固定支承、可動支承部は十分機能を果たさせるよう正確に据

付けること。 

３．伸縮継手は、正確に規定の間げきを持たせ、摺動形の伸縮継手につ

いては、ゴム輪に異物等をはさまないよう入念に取付けなければな

らない。 

４．足場は、堅牢安全なもので、かつ、河川の流水、船舶の運行等に支

障を与えてはならない。また、足場の撤去時期は、監督職員と協議

のうえ行うこと。 

５．護岸等の取壊し及び復旧は、関係官公署その他関係者の指示に従い

入念に施工すること。 

６．塗装仕様表示は、図 3-28 によるものとする。 

３．被覆は、ポリスリーブを管の外面にきっちりと巻き付け余分なポリ

スリーブを折りたたみ、管頂部に重ね部分がくるようにすること。 

４．管継手部の凸凹にポリスリーブがなじむように、十分たるませて

施工すること。 

５．管軸方向のポリスリーブの継ぎ重ね部分は、確実に重ね合わせ

ること。 

６．既設管、バルブ、分岐部等は、ポリスリーブを切り開いて、シ

ート状にして施工すること。 

７．やむを得ず破れや穴が開いた場合は、傷口より大きいポリスリ

ーブを当て、粘着テープで固定すること。 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-15 ポリスリーブ被覆図 

 

3-2-29 水管橋架設及び橋梁添架工 

１．架設にあたっては、関係官公庁及びその他関係機関の許可条件を遵

守し、施工すること。 

２．架設は、設計図書に基づき監督員と協議のうえ、事前に橋台、橋脚

の天端高及び支間を再測量し、支承の位置を正確に決め、アンカーボル

トを埋め込むものとする。アンカーボルトは水管橋の地震時荷重、

風荷重等に十分耐えるよう、堅固に取り付けなければならない。 

３．固定支承、可動支承部は各々の機能を発揮させるよう正確に据付け

ること。 

４．伸縮継手は、正確に規定の可撓性を持たせ、摺動形の伸縮継手につ

いては、ゴム輪に異物等をはさまないよう入念に取付けなければな

らない。 

５．仮設足場は、堅牢安全なもので、かつ、河川の流水、船舶の運行等

に支障を与えてはならない。また、足場の撤去時期は、監督員と協

議のうえ決定すること。 

６．護岸等の取壊し及び復旧は、関係官公庁及びその他関係機関の指示

に従い入念に施工すること。 

７．塗装仕様表示は、図 3-16 によるものとする。 

３～７追記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現の適正化 

 

語句の統一 

 

補足 

 

表現の適正化 

 

表現の適正化 

 

 

表現の適正化 

語句の統一 

表現の適正化 

表現の適正化 
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図 3-28 水管橋及び添架管の塗装仕様表示方法 

注記 

(ｱ) 口径 300mm 以上の水管橋及び添架管の塗装（塗り替えを含む。）

については、上図の様式で管塗装の上にペンキ書きで表示するも

のとする。

(ｲ) 口径 250mm 以下のものについては、横 2列にして表示すること。

色は本体の反対色とし、表示場所は原則として左岸側とする。

3-2-30 構造物を貫通する管の取付け工

１．コンクリート打設前に管を所定の位置に取付け、監督職員の確認を

受けなければならない。 

２．管が構造物を貫通する箇所は、監督職員の指示により周囲に補強鉄

筋を挿入し、管と鉄筋とは接触させないように注意しなければなら

ない。また、管はコンクリート打設時に振動、浮力により移動しな

いように固定しなければならない。 

３．コンクリート打設のときに管を取付けることができない場合は、監

督職員の承諾を受けて管又はつば部が十分挿入できるよう開口部を

設けなければならない。 

3-2-31 地下埋設物表示板

１．埋設管位置の真上路面に、地下埋設物表示板を設置しなければなら

ない。 

２．材質は、ポリエステル系合成樹脂とし、周囲は 105 ﾟＣで溶解する

接着剤を塗布し、発注者が指定した製品とする。 

図 3-29 地下埋設物表示板 

３．表示方法は、図 3-30、図 3-31 によるものとする。 

４．表示板の設置にあたっては、舗装前に関係者立会のうえ、取付位

置を確認し、正確に設置しなければならない。 

５．表層（アスファルト合材）の敷均しを行った後、表示板の表示高が

転圧後の高さになるよう埋設し、その周囲を手直ししたうえで、マ

カダムローラ及びタイヤローラ等で転圧しなければならない。

図 3-16 水管橋及び添架管の塗装仕様表示 

［注記］ 

1．口径 300mm 以上の水管橋及び添架管の塗装（塗り替えを含む。）

仕様表示は、上塗り塗膜の表面に塗料で上図の様式を筆等で書き

入れるほか、耐久性に優れたフィルム状の粘着シートに同様の内

容を印刷し、表示するものとする。 

2． 口径 250mm 以下のものについては、横 2 列にして表示すること。

色は本体の反対色とし、表示場所は原則として左岸側とする。 

3-2-30 構造物を貫通する管の取付け工

１．コンクリート打設前に管を所定の位置に取付け、監督員の確認を受

けなければならない。 

２．管が構造物を貫通する箇所は、監督員と協議を行い周囲に補強鉄筋

を挿入し、管と鉄筋とは接触させないように注意しなければならな

い。また、管はコンクリート打設時に振動、浮力により移動しない

ように固定しなければならない。 

３．コンクリート打設のときに管を取付けることができない場合は、監

督員の承諾を受けて管又はつば部が十分挿入できるよう開口部を設

けなければならない。 

3-2-31 地下埋設物標示板

１．埋設管位置の真上路面に、地下埋設物標示板を設置しなければなら

ない。 

２．材質は、ポリエステル系合成樹脂とし、周囲は 105 ﾟＣで溶解する

接着剤を塗布し、発注者が指定した製品とする。 

図 3-17 地下埋設物標示板 

３．表示方法は、図 3-18 によるものとする。 

４．標示板の設置にあたっては、舗装前に各占用者立会のうえ、取付位

置を確認し、正確に設置しなければならない。 

５．表層（アスファルト合材）の敷均しを行った後、標示板の表示高が

転圧後の高さになるよう埋設し、その周囲を手直ししたうえで、マ

カダムローラ及びタイヤローラ等で転圧しなければならない。

補足 

語句の統一 

表現の適正化 

語句の統一 

語句の統一 

図 3-31 削除 

語句の統一、表現の適正化 

語句の統一 
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図 3-30 地下埋設物表示板設置位置参考図① 

６．埋設管位置がインターロッキング舗装、区画線設置及び視覚障害者

誘導標示設置部の場合は、設置位置等について事前に監督員と協議

しなければならない。 

（5）標示板の形状

本管部  本管分岐部

図 3-18 地下埋設物標示板設置位置参考図 

追記 

図 3-31 給水内容は、給水装

置等の設計施工事務取扱要

綱に記載があるので削除。

図 3-31 の本管内容を本図

にとりまとめた。 

標示板  

標示板  
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図3-31 地下埋設物表示板設置位置参考図② 

第 3 節 鋼管溶接工事 

3-3-1 一般事項

受注者は、溶接方法、溶接順序、溶接機及び溶接棒の詳細について

は、施行計画書を作成し、監督職員の承諾を受けなければならない。 

（削除）

第 3 節 鋼管溶接工事 

3-3-1 一般事項

１．工事着手前に、溶接方法、溶接順序、溶接機及び溶接棒の詳細を施

工計画書に記載して監督員に提出しなければならない。 

２．溶接作業に先立ち、これに従事する溶接士の経歴書、写真及び資格

証明書を提出しなければならない。 

３．溶接作業にあたっては、火災、漏電等について十分な安全対策を行

わなければならない。 

４．溶接開始から塗覆装完了まで、接合部分が浸水しないようにしなけ

ればならない。 

５．溶接作業中は、管内塗装面を傷めないよう十分防護対策を施し、作

業者歩行についても十分注意させること。 

６．溶接作業中の溶接ヒュームは、適切な換気設備により十分な除去を

行わなければならない。 

７．施工計画書のとおり施工しているか段階的に確認を行い、監督員に

報告すること。また、必要に応じて監督員の立会いを求めなければ

ならない。 

８．溶接記録を作成し、監督員に提出しなければならない。 

９．鋼管の電食防止対策については、第 ２ 編 第 ３ 章 第 ５ 節 電気

防食工事の規定によるものとし、鉄骨や鉄筋など他の異種金属と

改訂前 3-3-3 

以下追記等 

改訂前 3-3-6 の 16(5) 
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3-3-2 仮置き及び配列

１．吊卸し作業に当たっては、塗覆装部を保護するため、ナイロンスリ

ング又はゴムで被覆したワイヤ－ロ－プを用い、卸した管を転がし

たり、横引きしたりしてはならない。

２．仮置き時の管は、当て傷、曲がり等による損傷が生じないよう管端

部及び塗覆装部の保護に万全を期すと同時に、内面への汚水等の侵

入と、管の変形を防止するため、次の事項に留意しなければならな

い。 

(1) 仮置場は第三者の立入りを防止するため、柵、ロ－プ等で囲いを

すること。

(2) 鋼管は輪木の上に並べ、転がり防止のため、歯止めを確実にする

こと。

(3) 原則として、積み重ねは行わないこと。

(4) 夏期の炎天下では、必要に応じて日覆いをすること。

(5) 火災防止に留意すること。

３．配列は、設計図に基づき（仕切弁、異形管等の位置に）注意して施

工しなければならない。 

また、管の据え付けには輪木、砂袋等を置き、がれき等による塗覆

装部の損傷を防止しなければならない。 

４．鋼管の取り扱いに際しては、下記の事項は絶対に行ってはならない。 

(1) 管を引きずること。

(2) 障害物につき当て、衝撃を与えること。

(3) ショベルなどの道具で塗覆部分をこじること。

(4) 管を移動させるため、裸のワイヤを直接管にかけること。

５．管の据え付けに先立ち、開先面の泥土、水分、油脂、錆等の異物

は、グラインダ、ワヤブラシ､布、溶剤等で完全に除去しなければな

らない。また、小口径の場合は内面に入っている異物を除去するた

め、圧縮空気等を使用して十分に清掃しなければならない。 

６．大口径の芯出し、仮り付け時には、接合箇所の内面にゴムシ－ト等

を敷き、塗装部を傷つけないようにしなければならない。 

７．掘削溝内で管の接合を行うときは、管の接合、塗覆装及び検査等が

確実に行えるよう会所堀りを行うとともに、接合部分が浸水しない

ようにしなければならない。 

3-3-3 溶接工等の資格

１．溶接に従事する溶接工は、JIS Z 3801（溶接技術検定における試験

方法並びにその判定基準）及び JIS Z 3841（半自動溶接技術検定に

おける試験方法及び判定基準）JIS Z 3821（ステンレス鋼溶接技術

検定における試験方法及び判定基準）におけるその種の溶接に最も適

する技能を有する溶接工又はこれと同等の資格を有する実務経験者

でなければならない。 

また、受注者は、溶接施工前に、当該工事に従事する者の職歴証明

書、溶接工の経歴書及び資格証明書を監督職員に提出して承認を受け

なければならない。 

接触することのないよう留意しなければならない。 

3-3-2 仮置き及び配列

１．吊下ろし作業にあたっては、塗覆装部を保護するため、ナイロンス

リング又はゴムで被覆したワイヤ－ロ－プを用い、下ろした管を転

がしたり、横引きしたりしてはならない。

２．仮置き時の管は、当て傷、曲がり等による損傷が生じないよう管端

部及び塗覆装部の保護に万全を期すと同時に、内面への汚水等の侵

入と、管の変形を防止するため、次の事項に留意しなければならな

い。 

(1) 仮置場は第三者の立入りを防止するため、柵、ロ－プ等で囲いを

すること。

(2) 鋼管は輪木の上に並べ、転がり防止のため、歯止めを確実にする

こと。

(3) 原則として、積み重ねは行わないこと。

(4) 夏期の炎天下では、必要に応じて日覆いをすること。

(5) 火災防止に留意すること。

３．配列は、設計図書に基づき（仕切弁、異形管等の位置に）注意して

施工しなければならない。 

また、管の据え付けには輪木、砂袋等を置き、がれき等による塗覆

装部の損傷を防止しなければならない。 

４．鋼管の取り扱いに際しては、下記の事項は絶対に行ってはならない。 

(1) 管を引きずること。

(2) 障害物につき当て、衝撃を与えること。

(3) ショベルなどの道具で塗覆部分をこじること。

(4) 管を移動させるため、裸のワイヤを直接管にかけること。

５．管の据え付けに先立ち、開先面の泥土、水分、油脂、錆等の異物は、

グラインダ、ワイヤブラシ､布、溶剤等で完全に除去しなければなら

ない。また、管内作業ができない場合は内面に入っている異物を除

去するため、圧縮空気等を使用して十分に清掃しなければならない。 

６．管内作業にあたっては、芯出し、仮り付け時に接合箇所の内面にゴ

ムシ－ト等を敷き、塗装部を傷つけないようにしなければならない。 

７．掘削溝内で管の接合を行うときは、管の接合、塗覆装及び検査等が

確実に行えるよう会所堀りを行うとともに、接合部分が浸水しない

ようにしなければならない。 

3-3-3 溶接士等の資格

溶接に従事する溶接士は、JIS Z 3801（手溶接技術検定における試験

方法及び判定基準）及び JIS Z 3841（半自動溶接技術検定における試

験方法及び判定基準）、JIS Z 3821（ステンレス鋼溶接技術検定におけ

る試験方法及び判定基準）におけるその種の溶接に最も適する技能を有

する溶接士、又はこれと同等の資格を有する実務経験者でなければならな

い。 

表現の適正化、語句の統一 

表現の適正化 

表現の適正化 

表現の適正化 

表現の適正化 

規格名称と整合 

3-3-1 一般事項の 2 へ移記 
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3-3-4 溶接棒

１．溶接棒は、JIS Z 3211（軟鋼用被覆ア－ク溶接棒）及び JIS Z 3221（ス

テンレス鋼覆ア－ク溶接棒）、JIS Z 3321（溶接用ステンレス鋼棒

及びワイヤ）に適合するもので、鋼材の種類、板厚、溶接姿勢及び

管の種類等に応じ適当な溶接棒を選択し、使用しなければならない。 

２．溶接棒は、常時乾燥状態を保ち適正な管理を行い、湿度の高い掘削

溝中に裸で持ち込むことは避けなければならない。特に、低水素系

の溶接棒は、恒温乾燥器中に 300℃～350℃で１時間以上保持した後、

適当な除湿容器に入れて作業現場に持ち込み、これより１本づつ取

り出して使用しなければならない。 

3-3-5 軟綱溶接用ワイヤ及び使用ガス

炭酸ガスアーク溶接に使用するワイヤについては、JIS Z 3312（軟

鋼及び高張力鋼マグ溶接用ソリッドワイヤ）の規定及び JIS Z 3313（軟

鋼及び 50 ｷﾛ高張力鋼アーク溶接用フラックス入りワイヤ）に準拠して

行うとともに、次の事項によらなければならない。 

(1) ワイヤは、JIS Z 3312 に適合するもので、次のいずれかを使用す

ること。

YGW 11,YGW 12,YGW 13,YGW 14,YGW 15,YGW 16,YGW 17

(2) フラックス入りワイヤ及びノ－ガス用ワイヤは、JIS Z 3313 に適

合するもので、次のいずれかを使用すること。

１種 YFW 11～14,２種 YFW 21～24

(3) ワイヤは、常時乾燥状態に保ち、水滴、錆、油脂、ごみその他有

害物が付着しないよう管理すること。

(4) 溶接に使用する炭酸ガスは、JIS K 1106（液化炭酸）の第２種又

は第３種とすること。

アルゴン又は酸素を使用するときは、 JIS K 1105（アルゴン）

又は JIS K 1101（酸素）を使用すること。 

なお、その他のガスを使用するときは、あらかじめ監督職員に報

告すること。 

3-3-6 ア－ク溶接

１．溶接作業に先立ち、材質、形状、寸法、塗覆装状態、キズの有無

等について監督職員の外観検査を受けなければならない。 

２．溶接作業時に管内塗装面がスパッタの飛散や溶接スラグにより損

傷することがないよう、あらかじめゴムシ－トを敷くなどの保護を

3-3-4（削除）

3-3-5 炭酸ガス・アーク半自動溶接

１．軟鋼溶接用ワイヤ及び使用ガス

炭酸ガス・アーク溶接に使用するワイヤについては、JIS Z 3312（軟

鋼及び高張力鋼及び低温用鋼用マグ溶接及びミグ溶接ソリッドワイヤ）

に準拠しなければならない。 

(1) ワイヤは、JIS Z 3312 に適合するもので、母材に合わせたも

のを使用すること。

(2) フラックス入りワイヤ及びノーガス用ワイヤは、 JIS Z 3313（軟

鋼、高張力鋼及び低温用鋼用アーク溶接フラックス入りワイヤ）

に適合するもので、母材に合わせたものを使用すること。

(3) ワイヤは、常時乾燥状態に保ち、水滴、錆、油脂、ごみ、その

他有害物が付着しないよう管理すること。

(4) 溶接に使用する炭酸ガスは、JIS K 1106（液化炭酸ガス）の第

２種又は第３種とすること。

アルゴン又は酸素を併用する場合は、JIS K 1105（アルゴン）

又は JIS K 1101（酸素）を使用すること。 

なお、その他のガスを使用する場合は、あらかじめ監督員に報

告すること。 

２．溶接 

溶接は、原則として、第２編 3-3-6 アーク溶接の 8 の規定による

もののほか、次によるものとする。 

(1) 炭酸ガス、アルゴン等のボンベは、作業上支障とならない場所

に垂直に置き、かつ、衝撃、火気等に十分注意して管理すること。 

(2) 溶接機の設置又は移動のときは、鋼管内面塗装を損傷しないよ

う十分注意すること。

(3) 溶接電流、アーク電圧、ガス流量等は、この種の条件に最適な

ものを使用すること。

(4) 溶接作業中は、溶接ヒュームの発生量が、アーク溶接より多い

ので、作業継続時間と換気には十分注意すること。

3-3-6 ア－ク溶接

１．溶接作業に先立ち、材質、形状、寸法、塗覆装状態、キズの有無

等について監督員の外観検査を受けなければならない。 

２．溶接作業時に管内塗装面がスパッタの飛散や溶接スラグにより損

傷することがないよう、あらかじめゴムシ－トを敷くなどの保護を

3-3-6 アーク溶接の 7 へ移

記

溶接項目に変更 

規格名称と整合 

規格名称を記載 

規格名称と整合 

表現の適正化 

語句の統一 

追記 

語句の統一 
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行わなければならない。 

３．雨天、風雪時又は厳寒時は、原則として溶接を行ってはならない。

ただし、完全な覆い設備をするとき、又は溶接前にあらかじめガス

バ－ナ又は適切な方法で予熱を行う場合は、監督職員と協議のうえ、

施工することができる。 

４．溶接部は十分乾燥し、赤錆その他有害なものは、ワイヤブラシ等

で完全に除去、清掃したうえで溶接しなければならい。 

５．溶接の際は、管の変形を矯正したうえ、過度の拘束を与えないよ

うに正確に据え付け、仮付け溶接は最小限度にとどめ、本溶接のと

き、これを完全にはつり取らなければならない。 

６．仮付け溶接は、直ちに本溶接することを原則とし、仮付け溶接の

みが先行するときは、連続３本以内にとどめなければならない。 

７．電源の電流は、直流及び交流のいずれかで、工事の性質上要求さ

れる適性電流を、安定したア－クで正常に発生供給し得るものを使

用し、溶接回路の電流を確かめる計器を用意しなければならない。 

８．屈曲箇所における溶接は、その角度に応じ管端を切断し、開先を

グラインダで規定寸法に正確に仕上げた後、施工しなければならな

い。中間で切管を使用のときも同様としなければならない。 

９．溶接作業は、部材の溶け込みが十分に得られるよう適切な溶接棒、

溶接電流及び溶接速度を選定し、欠陥のないように行わなければな

らない。 

10．本溶接は、溶接部での収縮応力や溶接ひずみを少なくするために、

溶接熱の分布が均等になるよう溶接順序に留意しなければならな

い。 

11．本溶接は、内外面ともひずみが生じないよう対称位置で同時に施

工しなければならない。 

12．両面溶接のときは、片側の溶接を完了し、反対側をガウジングに

より健全な溶接層まではつり取った後、溶接を行わなければならな

い。 

13．現場溶接は、原則として路線の一方向から逐次施工しなければなら

ない。 

14．溶接は、各層ごとにスラグ、スパッタ－等を完全に除去、清掃の

うえ、溶接しなければならない。 

15．ビ－ドの余盛りはできるだけ低くするように溶接しなければなら

ない。 

16．自動溶接にあたっては、本条の規定によるほか、次の事項によら

なければならない。 

(1) 溶接は、溶着金属がル－トギャップから流出しないように、裏当

金を取り付けて行わなければならない。

(2) 溶接作業にあたり、気温が 0℃以下の場合は、予熱（10℃～20℃） 

をしてから溶接を行わなければならない。

なお、この場合、塗覆装等に損傷を与えないよう注意しなければ

ならない。 

(3) 溶接は、溶接機を最適な条件に取り付けてから連続溶接を行わな

ければならない。

なお、やむを得ず溶接作業を中断した場合は、スラグ、ほこり等

を完全に除去し、清掃して再開しなければならない。 

行わなければならない。 

３．電源の電流は、直流及び交流のいずれかで、工事の性質上要求さ

れる適性電流を、安定したア－クで正常に発生供給し得るものを使

用し、溶接回路の電流を確かめる計器を用意しなければならない。 

４．本溶接は、内外面ともひずみが生じないよう対称位置で同時に施

工しなければならない。 

５．自動溶接にあたっては、本条の規定によるほか、次の事項によらな

ければならない。 

(1) 溶接は、溶着金属がル－トギャップから流出しないように、裏当

金を取り付けて行わなければならない。

また、銅製裏当金が必要な場合は、併用して取り付けること。 

(2) 溶接作業にあたり、気温が 0℃以下の場合は、予熱（10℃～20℃

まで）をしてから溶接を行わなければならない。

なお、この場合、塗覆装等に損傷を与えないよう注意しなければ

ならない。 

(3) 溶接は、溶接機を最適な条件に取り付けてから連続溶接を行わな

ければならない。

なお、やむを得ず溶接作業を中断した場合は、スラグ、ほこり等

を完全に除去し、清掃して再開しなければならない。 

8 溶接の(11)へ移記 

8 溶接の(1)へ移記 

8 溶接の(2)へ移記 

8 溶接の(15)へ移記 

8 溶接の(10)へ移記 

8 溶接の(12)へ移記 

8 溶接の(4)へ移記 

8 溶接の(7)へ移記 

8 溶接の(14)へ移記 

8 溶接の(6)へ移記 

8 溶接の(3)へ移記 

補足 
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(4) 自動溶接に替えて一部手溶接を行う場合は、開先部の角度をア－

クエアガウジング或いはグラインダ等で矯正しなければならない。

(5) 受注者は、溶接記録を監督職員の指示に従い作成し、提出しなけ

ればならない。

17．ティグ溶接にあたっては、本条の規定によるほか、次の事項によ

らなければならない。 

(1) 溶接は、初層から２層以上行わなければならない。

(2) バックシ－ルドについては、管内にガスを封入できるような治具

を用いて行わなければならない。

(3) 使用するアルゴンガス等のボンベについては、作業上支障となら

ない場所に垂直に置き、かつ、衝撃、火気等の影響を受けないよう

に管理しなければならない。

18．溶接部には、有害な次の欠陥があってはならない。 

(1) 割れ

(2) 溶け込み不足

(3) スラグ巻込み

(4) ブローホ－ル

(5) アンダカット

(6) 溶接ビ－ドの不揃い

(7) オ－バ－ラップ

(8) 融合不良

(9) スラグ、スパッタ－

(4) 自動溶接に替えて一部手溶接を行う場合は、開先部の角度をア－

クエアガウジング或いはグラインダ等で矯正しなければならない。

６．ティグ溶接にあたっては、本条の規定によるほか、次の事項によ

らなければならない。 

(1) 溶接は、初層から２層以上行わなければならない。

(2) バックシ－ルドについては、管内にガスを封入できるような治具

を用いて行わなければならない。

(3) 使用するアルゴンガス等のボンベについては、作業上支障となら

ない場所に垂直に置き、かつ、衝撃、火気等の影響を受けないよう

に管理しなければならない。

７．溶接棒 

(1) 溶接棒は、JIS Z 3211（軟鋼、高張力鋼及び低温鋼用被覆アー

ク溶接棒）に適合するもので、次のいずれかを使用しなければな

らない。

E4319（イルミナイト系）  、 E4303（ライムチタニア系） 

E4316（低水素系） 

(2) ステンレス鋼（管端ステンレス鋼付塗覆装鋼管を含む）及びス

テンレスクラッド鋼の場合は、JIS Z 3221（ステンレス鋼被覆ア

ーク溶接棒）、JIS Z 3321（溶接用ステンレス鋼溶加棒、ソリッ

ドワイヤ及び鋼帯）に適合するもので、母材に合わせて次のいず

れかを使用しなければならない。

これ以外の溶接棒を使用する場合は、監督員に協議すること。 

ES308、ES308L、ES316、ES316L、 

YS308、YS308L、YS316、YS316L 

(3) 溶接棒は、常時乾燥状態に保つよう適正な管理を行い、湿度の

高い掘削溝中に裸のままで持ち込まないこと。 溶接棒の標準乾燥

条件は、低水素系（E4316）の溶接棒は300℃～350℃で30分～60分間、

イルミナイト系（E4319）及びライムチタニア系（E4303）の溶接棒

は70℃～100℃で30分～60分間とし、恒温乾燥器中に保持した後、適

切な防湿容器に入れて作業現場に持ち込み、これより１本ずつ取り

出して使用しなければならない。

８．溶接 

(1) 溶接部は十分乾燥させ、錆その他有害なものは、ワイヤブラシ

その他で完全に除去し、清掃してから溶接を行わなければならな

い。

(2) 溶接のときは、管の変形を矯正し、管端に過度の拘束を与えな

3-3-1 一般事項の 8 へ移記

8 溶接の(13)へ移記 

改訂前 3-3-4 を修正 

改訂前 3-3-6 の 4 を修正 

改訂前 3-3-6 の 5 を修正 
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19． 既設管との連絡又は中間施工における連絡接合は、伸縮管で行

い程度で正確に据付けて、仮付け溶接を最小限度に行うこと。 

仮付け溶接も本溶接の一部であるから、ブローホール、割れなど

が認められる時は、その部分を完全に除去しなければならない。

なお、溶接に伴いスパッタが塗装面を傷つけないよう適切な防護

を行わなければならない。 

(3) ビードの余盛りは、なるべく低くするように溶接し、最大4mmを

標準とすること。

(4) 本溶接は、溶接部での収縮応力や溶接ひずみを少なくするため

に、溶接熱の分布が均等になるよう溶接順序に留意しなければな

らない。

(5) 溶接を開始後、その一層が完了するまで連続して行わなければ

ならない。

(6) 溶接は、各層ごとにスラグ、スパッタ等を完全に除去、清掃し

た後に行わなければならない。

(7) 両面溶接の場合は、片側の溶接を完了後、反対側をガウジング

により健全な溶接層まではつり取った後に溶接を行わなければ

ならない。

(8) ステンレス鋼管（管端ステンレス鋼付塗覆装鋼管を含む）の初

層及び2層目溶接はティグ溶接とし、3層目からの積層溶接は、ティ

グ溶接又は被覆アーク溶接としなければならない。

(9) ステンレス鋼管（管端ステンレス鋼付塗覆装鋼管を含む）の溶

接にあたっては、管内面側を不活性ガス（アルゴンガス又は同等

の性能を有する不活性ガス）にてバックシールドしなければなら

ない。

(10) 屈曲箇所における溶接は、その角度に応じて管端を切断した

後、開先を規定寸法に仕上げてから行うこと。中間で切管を使用

する場合もこれに準じて行わなければならない。

(11) 雨天、風雪時又は厳寒時は溶接をしない。ただし、適切な防

護設備を設けた場合又は溶接前にあらかじめガスバーナー等で

適切な予熱を行う場合は、監督員と協議のうえ、溶接をすること

ができる。

(12) 溶接作業は、部材の溶込みが十分に得られるよう、適切な溶

接棒、溶接電流及び溶接速度を選定し欠陥のないように行わなけ

ればならない。

(13) 溶接部には、検査において不合格となる次のような欠陥がな

いこと。

ア 割れ

イ 溶込み不足

ウ ブローホール

エ スラグ巻込み

オ 融合不良

カ アンダーカット

キ オーバーラップ

ク 極端な溶接ビードの不揃い

(14) 現場溶接は、通常一方向から逐次行うこと。

(15) 仮付け溶接後は、直ちに本溶接することを標準とし、仮付け

溶接のみが先行する場合は、連続３本以内にとどめること。

(16) 既設管との連絡又は中間施工における連絡接合は、伸縮管で行

改訂前 3-3-6 の 15 を修正 

改訂前 3-3-6 の 10 

改訂前 3-3-6 の 14 

改訂前 3-3-6 の 12 

改訂前 3-3-6 の 8 修正 

改訂前 3-3-6 の 3 修正 

改訂前 3-3-6 の 9 

改訂前 3-3-6 の 18 

改訂前 3-3-6 の 13 

改訂前 3-3-6 の 6 
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い、固定管で最後の溶接を行うことは避け、やむを得ず溶接する

ときは、管径より長い短管を連絡部にさし込み、一端は突合わせ

溶接を行い、他端は鋼継輪を用いてすみ肉溶接により接合しなけ

ればならない。 

3-3-7 検査

１．溶接部の検査は、外観によるもののほか、非破壊検査専門業者に

よる放射線透過試験を行わなければならない。 

なお、これにより難い場合は超音波探傷試験によるものとする。 

２．検査に従事する技術者は、JIS Z 3861（溶接部の放射線透過試験

の技術検定における試験方法及び判定基準）に合格した者、又は日

本非破壊検査協会（ＮＤＩ）の放射線透過試験２種技量認定者以上

の有資格者で、検査する溶接部及び放射線透過試験について十分な

知識と経験を有し、かつ、監督職員に経歴並びに資格証明書を提出

して、承諾を受けた者でなければならない。 

３．受注者はこれらの判定結果を監督職員に提出し、検査を受けなけ

ればならない。このときには溶接工を立会いさせなければならない。 

４．溶接部の外観検査は、次の事項について行わなければならない。 

(1) ビ－ド表面のピット(凹痕)

(2) アンダ－カット

(3) 余盛り高さ

(4) オ－バ－ラップ

(5) すみ肉溶接の脚長及びのど厚

(6) 溶接ビ－ドの不揃い

(7) ア－クストライク

(8) 割れ

５．放射線透過試験は、次の事項について行わなければならない。 

(1) 一般事項

ア 透過撮影は、監督職員が指示する箇所を撮影すること。

イ 透過写真のネガは、検査完了後、撮影位置及び管番号等を明示

して整理し、監督職員に提出すること。

(2) 判定基準

ア 透過写真による鋼溶接部の判定は、JIS Z 3104（鋼溶接部の放

射線透過試験方法）、JIS Z 3106（ステンレス鋼溶接部の放射線

透過試験方法）によるものとする。

イ 合否判定基準は、第１種、第４種及び第２種については２類以

上を合格とする。

６．超音波探傷試験は、次の事項について行わなければならない。 

い、固定管で最後の溶接を行うことは避け、やむを得ず溶接する

ときは、管径より長い短管を連絡部にさし込み、一端は突合わせ

溶接を行い、他端は鋼継輪を用いてすみ肉溶接により接合しなけ

ればならない。 

3-3-7 溶接検査

１．溶接部の監督員による検査は、外観によるもののほか、JIS Z 3104

（鋼溶接継手の放射線透過試験方法）によらなければならない。

なお、これにより難い場合は、JIS Z 3060（鋼溶接部の超音波探

傷試験方法）又は JIS Z 3050（パイプライン溶接部の非破壊試験

方法）により行うものとする。 

ステンレス鋼溶接部の検査は、JIS Z 3106（ステンレス鋼溶接

継手の放射線透過試験方法）によるものとする。 

２．溶接検査に従事する技術者は、JIS Z 3861（溶接部の放射線透過

試験の技術検定における試験方法及び判定基準）に合格した者、又

は日本非破壊検査協会（ＮＤＩ）の放射線透過試験２種技量認定者

以上の有資格者で、検査する溶接部及び放射線透過試験について十

分な知識と実務経験を有する者でなければならない。 

また、監督員に経歴書並びに資格証明書を提出しなければならな

い。 

３．これらの判定結果を監督員に提出し、検査を受けなければならない。

このときには溶接士を立ち会わせなければならない。 

４．溶接部の外観検査は、次の事項について行わなければならない。 

(1) ビ－ド表面のピット(凹痕)

(2) アンダ－カット

(3) 余盛り高さ

(4) オ－バ－ラップ

(5) すみ肉溶接の脚長及びのど厚

(6) 溶接ビ－ドの不揃い

(7) ア－クストライク

(8) 割れ

５．鋼溶接部放射線透過試験方法及び透過写真の等級分類方法（放

射線透過試験方法）は、次の事項について行わなければならない。 

(1) 溶接部は、外観及び透過写真（ネガ）によって発注者の検査を

受けなければならない。撮影口数は、現場溶接部の全口撮影する

ものとする。

(2) 透過撮影箇所は、設計図書によるもののほか、１口につき管径

900mm 以下は１箇所、管径 1000mm 以上は２箇所を標準とし、そ

の箇所は監督員と協議のうえ選定するものとする。

なお、監督員が必要と認めた場合は、撮影箇所を増すことがで

きる。また、管径 800mm 未満で人が入れない場合は、JIS Z 3050 

の二重壁片面撮影方法とすること。 

(3) 透過写真（ネガ）は、溶接検査完了後、撮影位置及び管番号等

を明示し、一括整理して監督員に提出する。

(4) 放射線透過試験の判定基準は、JIS Z 3104（鋼溶接継手の放射

線透過試験方法）及び JIS Z 3106（ステンレス鋼溶接継手の放

射線透過試験方法）の２類以上とする。

６． 鋼溶接部の超音波探傷試験方法及び試験結果の等級分類方法

表現の適正化 

補足 

表現の適正化等 

表現、語句の統一等 

補足、修正 

補足、修正 
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(1) 一般事項

ア 検査は、監督職員が指示する箇所を行うこと。

イ 検査作業に先立ち、検査方法、工程、報告書の作成様式につい

て、監督職員の承認を得なければならない。

(2) 判定基準

ア 現場溶接継手部の超音波探傷試験は、この基準で特に定めた事

項を除いて JIS Z 2344（金属材料のパルス反射法による超音波

探傷試験方法）、JIS Z 3060（鋼溶接部の超音波探傷試験方法）

によるものとする。

イ 合否の判定基準は、定められた試験結果の３類以上を合格とする。 

ウ 記録

試験を行った後、次の事項を記録し、監督職員に提出すること。 

(ｱ) 工事名称

(ｲ) 施工業者名

(ｳ) 探傷状態

検査年月日、検査場所、検査技術者名及び印（又は署名）、

検査対象物名、母材の材質・板厚、溶接方法、開先形状（裏当

金の有無も含む） 

(ｴ) 探傷器と接触子の仕様、性能及び点検月日

(ｵ) 探傷条件

使用試験片、探傷面部の状態（手入れ方法など）、接触媒質、

感度補正量、探触子走査範囲探傷感度、検出レベル、適用規格

（準拠規格）、合否判定基準、その他の特記事項（立会検査又

は抜取検査の方法、指定事項、協議事項） 

(ｶ) 探傷箇所の番号（又は記号）

(ｷ) きずエコ－の記録表示

最大欠陥エコ－高さの領域、きず指示長さ範囲、試験結果の

分類、合否判定、ビ－ム路程、溶接線方向の位置、接触子溶接

部距離、きず深さ 

７．検査の結果、不合格となった溶接部は全周検査を行い、不良個所

については入念に除去し、監督職員の検査を受けた後、再溶接を行

い再検査を受けなければならない。 

第４節 鋼管塗覆装工事 

3-4-1 一般事項

１．鋼管に使用する塗覆装は、表 3-14 によるものとする。

（超音波探傷試験方法）は、次の事項について行わなければなら

ない。 

(1) 検査箇所は、設計図書によるもののほか、１口につき２箇所を

標準とし、その箇所は監督員と協議のうえ選定するものとする。

また、１箇所の検査長さは 30cm を標準とする。ただし、監督

員が必要と認めた場合は、検査箇所及び検査長さを増すことがで

きる。 

(2) 検査作業に先立ち、検査方法、工程、報告書の作成様式につい

て、監督員の承諾を得た後、この作業にとりかかるものとする。

(3) 超音波探傷試験の判定基準は、Ｍ線を超える高さのきずエコー

を評価の対象とし（Ｍ検出レベル）、判定は、JIS Z 3060 の３類

以上とする。

(4) 試験を行った後、次の事項を記録し、監督員に提出しなければ

ならない。

ア 施工業者名

イ 工事名称

ウ 試験番号又は記号

エ 試験年月日

オ 検査技術者名及び資格者名

カ 母材の材質及び板厚

キ 溶接方法及び開先形状（余盛形状、裏当金密度を含む）

ク 探傷器名

ケ 探触子の仕様及び性能

コ 使用した標準試験片又は対比試験片

サ 探傷部分の状態及び手入れ方法

シ 探傷範囲

ス 接触媒質

セ 探傷感度

ソ 最大エコーの長さ

タ きず指示の長さ

チ きず位置（溶接線方向の位置、探触子－溶接部距離、ビー

ム路程）

ツ 試験結果の分類

テ 合否とその基準

ト その他の事項（立会い、抜き取り方法）

７．検査の結果、不合格となった溶接部は全周検査を行い、不良個所

については入念に除去し、監督員の検査を受けた後、再溶接を行い

再検査を受けなければならない。 

第４節 鋼管塗覆装工事 

3-4-1 一般事項

１．鋼管に使用する塗覆装は、表 3-6 によるものとする。

語句の統一 
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表 3-14  鋼管に使用する塗覆装 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．塗装方法、順序及び器具の施工計画書を作成し、監督職員の承諾

を受けなければならない。 

３．塗装及び塗覆装に従事する作業員は、鋼管作業の塗装について豊

富な経験を有する熟練工で、かつ、発注者に経歴並びに資格証明書

を提出して、承諾を受けた者でなければならない。 

 

４．塗覆装作業に当たっては、周囲の環境汚染防止に留意するととも

に「有機溶剤中毒防止規則」及び「特定化学物質等障害予防規則」

に基づき十分な安全対策を講じなければならない｡ 

 

 

 

 

 

3-4-2 アスファルト塗覆装 

１．作業に当たっては、JIS G 3491（水道用鋼管アスファルト塗覆装

方法）に規定する 塗覆装を行わなければならない。 

２．アスファルトプライマ－ 

(1) プライマ－の主成分は、針入度 20～40 のブロ－ンアスファルト

とし、ベンゾ－ルその他の有害物を含んでいないものとする。 

(2) プライマーの指触乾燥時間は３時間以内とする。 

(3) プライマ－は、原則としてその管の工場塗装に使用したものと同

じ製品でなければならない。 

３．アスファルト 

(1) 塗覆装に使用する塗料は、JIS G 3491 の規格に適合するブロ－ン

アスファルトで、原則としてその管の工場塗装に使用したものと同

じ製品でなければならない。 

(2) 塗料の針入度は、次の範囲で選ぶものとする。 

第１回 塗装 20～30、30～40、覆装 10～20 

４．覆装材 

覆装に用いる材料は、JIS G 3491 の規格に適合するものとする。 

５．塗覆装 

(1) プライマーは、可使時間内に使用しなければならない。 

(2) プライマー塗装時、鋼面に湿気のある場合は、赤外線ランプ、熱

風装置、その他の方法で乾燥させ、直ちに塗装しなければならない。 

(3) プライマ－は、刷毛塗り又はスプレ－塗りで行い、塗りすぎ、た

れ、塗残しがなく、特に溶接ビード部分は塗り溜まりがあってはな

らない。なお、工場塗装部の末端が汚れている場合には、この部分

を切り取った後、プライマーを塗装するものとする。 

内外面区分 使用する塗覆装 規格等 

鋼管内面 水道用液状エポキシ樹脂塗料 ＪＷＷＡ Ｋ１３５ 

鋼管外面 

水道用タールエポキシ樹脂塗料 ＪＷＷＡ Ｋ１１５ 

水道用鋼管アスファルト塗覆装 ＪＷＷＡ  Ｇ１１７ 

水道用ジョイントコート(現場溶接部) ＪＷＷＡ Ｋ１５３ 

水道用ポリウレタン被覆方法(直管・異形管) ＪＷＷＡ Ｋ１５１ 

水道用ポリエチレン被覆方法(直管) ＪＷＷＡ Ｋ１５２ 

表 3-6  鋼管に使用する塗覆装 

 

 

２．塗装方法、順序及び器具等の詳細を施工計画書に記載して監督員

に提出しなければならない。 

３．塗覆装施工に先立ち、これに従事する塗装工の経歴書を提出しな

ければならない。 

なお、塗装工は、この種の工事に豊富な実務経験を有する技能優

秀な者でなければならない。 

４．塗覆装作業にあたっては、周囲の環境汚染防止に留意するととも

に「有機溶剤中毒予防規則」及び「特定化学物質障害予防規則」 

に基づき十分な安全対策を講じなければならない｡ 

５．塗装作業のため、踏み台又は渡し板を使用する場合は、塗装を

傷めないよう適切な当てものをしなければならない。 

６．塗装面上を歩くときは、ゴムマットを敷くか、又はきれいなゴ

ム底の靴等を使用しなければならない。 

 

3-4-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内外面区分 使用する塗覆装 規格等 

鋼管内面 
水道用液状エポキシ樹脂塗料 ＪＷＷＡ Ｋ１３５ 

水道用無溶剤形エポキシ樹脂塗料 ＪＷＷＡ Ｋ１５７ 

鋼管外面 

水道用タールエポキシ樹脂塗料 ＪＷＷＡ Ｋ１１５ 

水道用ジョイントコート(現場溶接部) ＪＷＷＡ Ｋ１５３ 

水道用ポリウレタン被覆方法(直管・異形管) ＪＷＷＡ Ｋ１５１ 

水道用ポリエチレン被覆方法(直管) ＪＷＷＡ Ｋ１５２ 

 

 

 

水道用無溶剤形エポキシ樹

脂塗料を追加 

水道用鋼管アスファルト塗

覆装を削除 

 

 

 

 

資格証明書の提出を削除 

 

 

 

語句の統一 

 

 

追記 

 

追記 

 

 

廃止により削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 47 -

(4) プライマ－の塗装量は、工場塗装に再塗装する場合は３５～５５

g/㎡、劣化プライマ－を除去した場合は７０～１１０g/㎡としなけ

ればならない。

(5) プライマ－塗装後、アスファルトを塗装までの間隔は約４時間以

上とし、５日を超えたときは、プライマ－を最初の半量程度再塗装

しなければならない。

(6) プライマ－塗装後は、雨、ほこり、アスファルトの飛沫が付かな

いように塗装面を保護し、もしこれらが付着したときは、塗装する

前にプライマーを損傷しないように拭き取るか又はよく掻き取っ

ておかなければならない。

(7) アスファルトの溶融装置は、温度が均等に上昇し、かつ清掃しや

すい構造とし、原則として自気温度計、脱煙、脱臭装置を備え、移

動に便利なものでなければならない。

(8) アスファルトの溶融温度は、次によるものとする。

塗装温度 １７０～２３０℃、最高溶融許容温度 ２５０℃

ただし、各温度における加熱許容時間は表 3-15 の限度を超えな

いものとする。 

表 3-15 アスファルト加熱許容時間 

アスファルトの温度 加熱許容時間 

（℃） （ｈ） 

２００未満 ３６ 

２００以上 ２４ 

(9) アスファルトを再使用する場合で、溶融して残ったもの又は一度

塗装してはぎ取ったものを混入するときは、試験（軟化点・針入度・

比重・灰分）を行うものとする。

ただし、新しいアスファルトとの混合率が 30％以下であれば、

試験を省略することができるものとする。 

(10) 溶融層は、必要に応じ、空にして清掃し、そのときの内容物は

全部廃棄しなければならない。

(11) アスファルト塗装時、プライマー塗装面に湿気のある時は、プ

ライマーに無害な方法で乾燥させ、直ちにアスファルトを塗装しな

ければならない。

(12) アスファルトは、均一な厚さになるように手早く塗装し、その

後表面を加熱しながら平滑に仕上げるものとする。

(13) 塗装作業を、下向きで行う場合は、少量のアスファルトを流し

塗りし、こて又はへらで塗り広げ、所定の厚さになるように平滑に

仕上げなければならない。また、横向き又は上向きの場合は、刷毛

塗りは少なくとも２回行い、１塗りごとに塗膜を重ね合わせるよう

にしなければならない。

ただし、布設現場塗装部と工場塗装部との継ぎ目は、両者がよく

密着するよう工場塗装部をト－チランプなどで加熱しながら、塗膜

を重ね合わせ、表面をこてで平滑に仕上げるものとする。この際、

塗膜の表面は加熱し過ぎないように注意しなければならない。 

(14) 溶接部の塗装は、溶接ビ－ド部分の中心線を最高とし、なだら

かに仕上げなければならない。

(15) 外面塗覆装は、覆装材にアスファルトを含浸させ、これを管軸

（削除）
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にほぼ直角に入念に巻き付けるか、又は覆装材を巻き付けてからア

スファルトを注加するかのいずれかの方法によらなければならな

い。

(16) 塗覆装は、管によく密着し、実用上平滑で有害なふくれ、へこ

み、しわ、たれ、突起物、異物等の混入などがなく、塗り残し及び

ピンホールがあってはならない。

(17) アスファルト溶融槽から手塗り用容器にアスファルトを移すに

は、ひしゃくを用いるか、溶融槽に付けた注ぎ口から移し、溶融ア

スファルト中に容器を直接入れて汲み取らないようにしなければ

ならない。

3-4-3 ジョイントコ－ト

１．作業に当たっては、JWWA K 153（水道用ジョイントコ－ト）に規

定する塗装を行わなければならない。 

２．水道用塗覆装鋼管の現場溶接継手部外面防食に用いるジョイント

コ－トの種類は、３種類としゴム系１種類とプラスチック系２種類

とする。

３．ジョイントコ－トの防食材及び巻き付けの構成は、図 3-32、図

3-33 のとおりとする。

図 3-32 防食材の構成 

（削除）

3-4-3 ジョイントコ－ト

１．作業にあたっては、JWWA K 153（水道用ジョイントコ－ト）に準

拠して被覆を行わなければならない。 

２．水道用塗覆装鋼管の現場溶接継手部外面防食に用いるジョイント

コ－トは、プラスチック系ジョイントコートとし、熱収縮チュー

ブと熱収縮シートの２種類とする。

なお、各種衝撃強さによりⅠ形、Ⅱ形の２タイプとする。 

表 3-7 ジョイントコートのタイプと工場塗覆装の種類とタイプ 

３．プラスチック系ジョイントコートの巻付け構成は、図 3-19 のとお

りとする。 

語句の統一、表現の適正化 

ゴム系製造中止により削除 

補足 

図 3-32 削除 
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図 3-33 巻き付け構成 

４．ジョイントコートの種類、施工方法等に関しては着工前に施工計

画書を作成し、監督職員に承諾を得て施工しなければならない。 

５．鋼面の清掃は、次によらなければならない。 

(1) 鋼面は、清浄かつ乾燥した状態にしなければならない。

(2) スラグ、スパッタ及び溶接ビ－ド部分の塗装に有害な突部等を

電動サンダ、グラインダ、ワイヤブラシその他適当な器具で取り除

いて、鋼面をなるべく滑に仕上げなければならない。

(3) 鋼面に付着している油分、ほこりその他の異物は、ワイヤブラシ

等を用いて除去しなければならない。

(4) 工場塗装と現地塗り重ね部は、ディスクサンダ、サンドペ－パで

目荒らしを行い、表面を粗にするとともに、工場塗装端部はテ－パ

－をつけるものとする。

６．プラスチック系ジョイントコ－トの施工 

(1) 現場溶接継手部の前処理は、次によらなければならない。

ア 溶接による有害な突起物があるときは、サンダ、グラインダ等

によって平滑に仕上げなければならない。

イ ほこり、泥等付着しいるときは、きれいな綿布等で取り除き、

スケ－ル、さび、異物等は、ブラスト、サンダ等を用いて除去

し、清掃しなければならない。

図 3-19 ジョイントコート施工後の構成及び付属品 

４．ジョイントコートの種類、施工方法等の詳細を施工計画書に記載し

て監督員に提出しなければならない。 

５．被覆面の下地処理  

現場溶接継手部は以下の下地処理を行わなければならない。 

(1) 溶接によって生じたスラグ、スパッタ、仮付けピース跡、ビード部凹

凸などの有害な突起は、ディスクグラインダなどによって除去又は

滑らかに仕上げること。

(2) スケール、さび、熱影響を受けたプライマーなどは、カップワ

イヤーブラシ、ディスクサンダーなどで除去すること。

(3) ほこり、泥が付着しているときは、布などでふき取ること。

(4) 水分が付着しているときは、乾いた布などでふき取った後、鋼

面を十分に乾燥させること。

(5) 油分が付着しているときは、溶剤を含ませた布などでふき取る

こと。

６．熱収縮チューブの施工 

図からゴム系削除 

表現の適正化等 

区分見直し修正 

改訂前(1)は５下地処理へ

集約 
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ウ 水分が付着しているときは、乾いた綿布などで拭き取った後、

十分乾燥させなければならない。

エ 工場塗覆装がアスファルト塗覆装のときは、防食材によって被

覆される工場塗覆装部に塗られているホワイトウォッシュを除

去しなければならない。

オ 防食材によって、被覆される工場塗覆装部が損傷しているとき

はあらかじめ補修しなければなない。

(2) シ－リング材の施工に当たり、工場塗覆装の端面が 45°を越え

る場合は、図 3-34 示すように、あらかじめ管周に沿ってシーリ

ング材を装着しなければならない。

図 3-34 シ－リング材の施工 

(3) 管体は、専用バーナを用いて溶接部中央から左右に炎を当て、

60℃程度に予熱しなければならない。

(4) 熱収縮チュ－ブ及び熱収縮シ－トの取り付けは、次によらなけ

ればならない。

ア 熱収縮チューブの取り付けは、あらかじめ仮り置きにしておい

た熱収縮チューブを図 3-35 のように工場塗覆装部との重ね代が

熱収縮後も片側 50mm 以上確保できる位置まで戻し、はく離紙を

はがした後、上端部に適当な浮かしジグを挿入して、熱収縮チュ

ーブと鋼管の間隔を同程度にしなければならない。

図 3-35 熱収縮チュ－ブの取り付け 

イ 熱収縮シ－トの取り付けは、熱収縮シ－トを工場塗覆装部との

重ね代が熱収後も片側 50mm 以上になる位置に合わせた後、図

3-36 のようにはく離紙をはがしながら鋼管の表面に圧着するよ

うに取り付けるものとする。この場合、管の頂点から管軸を中心

に 45°の位置から取り付け始め、約７／８周の管頂まで巻き付

けが生じないように熱収縮シ－トをラップして取り付けるもの

とする。

(1) 工場被覆の端面の角度が 45°を超える場合は、45°以下に整形す

るか、図 3-20 のように、あらかじめ管周に沿ってシーリング材

を装着しなければならない。

図 3-20 シーリング材の施工 

(2) 専用バーナーを用いて、溶接部中央から左右に炎をあて、管体

を60℃程度に予熱しなければならない。

(3) あらかじめセットしておいた熱収縮チューブを被覆位置まで戻

す。熱収縮チューブと工場被覆との重ね長さは、両側とも50mm 以

上としなければならない。

(4) はく離紙をはがし、上端部に適当な浮かしジグを挿入し、熱収

縮チューブと鋼管との間隔が同程度となるようにすること。

(5) 熱収縮チューブの加熱収縮は、次によるものとする。

手順 1：熱収縮チューブの中央部を円周方向に 360°均一に収縮さ

せること。この時、管軸方向の加熱収縮は行わないこと。 

手順 2：熱収縮チューブの軸方向半幅に対し、熱収縮チューブ中央

部から側端部へ空気を追い出す要領で加熱収縮を行うこと。 

手順 3：軸方向半幅の加熱収縮がほぼ完了した後、他半幅の加熱収

縮を行うこと。 

手順 4：熱収縮チューブの収縮がほぼ完了した後、熱収縮チューブ

の端部から粘着材がはみ出る程度まで全体を均一に収縮させ

ること。 

手順 5：加熱収縮作業中及び完了後、必要に応じて、溶接ビード部、

工場被覆端部の段差をローラで整形すること。 

(6) 熱収縮チューブ（Ⅱ形）の場合は、前記(1)～(5)の施工後、次

の作業を行わなければならない。ポリエチレンシート P を、管の頂

点より 45°の位置から巻き始め、幅合わせをしながら巻き付けるこ

と。巻き終わったあと、図 3-19 のようにテープ又は固定バンドでポ

リエチレンシート P を固定すること。

７．熱収縮シートの施工 

(1) 工場被覆の端面の角度が45°を超える場合は、45°以下に整形す

 

区分見直し修正 
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図 3-36 熱収縮シ－トの取り付け 

ウ 接合用シ－トの施工は、図 3-37 に示すとおり熱収縮シ－トの

最終端部が中心に位置するように取り付け、専用バ－ナで加熱

し、熱収縮シ－トと接合用シ－トを接着しなければならない。

図 3-37 接合用シ－トの施工 

(5) 熱収縮チュ－ブ及び熱収縮シ－トは、専用バ－ナを用いて加熱

し、熱収縮チュ－ブ（又は熱収縮シ－ト）の端部から粘着材がは

み出るまで全体を均一に完全収縮させなければならない。

また、加熱手順については、次によるものとする。 

ア 図 3-38 に示すとおり専用バ－ナの炎を熱収縮チュ－ブ（又は

熱収縮シ－ト）に直角に当て、熱収縮チューブ（又は熱収縮シー

ト）中央部の円周方向をゆっくり移動させながら、360°均一に

収縮させなければならない。

図 3-38 加熱収縮法 

イ 加熱収縮は、中央部より一端へ空気を追出すように行い、ほぼ

片側全周を収縮したところで他端へ移動しなければならない。

ウ 収縮が完了した後、熱収縮チュ－ブ（又は熱収縮シ－ト）の端

部のめくれがないようにロ－ラなどで押さえながら、図 3-39 に

示すとおり粘着材がはみ出ていることを確認しなければならな

い。

るか、図 3-20のようにあらかじめ管周に沿ってシーリング材を

装着しなければならない。 

(2) 専用バーナーを用いて、溶接部中央から左右に炎をあて、管体

を60℃程度に予熱すること。

(3) 熱収縮シートのはり始め部の両端を切り除くこと。

(4) 熱収縮シートと工場被覆部との重ね長さは、両側とも50mm以上

とすること。

なお、熱収縮シートの円周方向の重ね長さは50mm以上としなけ

ればならない。 

(5) 熱収縮シートのはり始めは、はく離紙をはがしながら、ローラ

を用いて管の表面に圧着するようにはり付けること。

(6) 熱収縮シートのはり始めは、管の頂点から45°の位置とし、はり

始め部端部にシーリング材を圧着しなければならない。

(7) 熱収縮シートの末端をはる時は、しわが生じないように熱収縮

シートを軽く引張り、はり始め部にラップしてはり付けること。

(8) 熱収縮シートのはり付け後、接合用シートの幅方向中央と熱収

縮シート端部とが一致するように接合用シートをはり付けるこ

と。接合用シートは、はり付ける前に予め専用バーナーを用いて

接合用シートの接着面が軟化するまで加熱すること。接合用シー

トは、圧着むらが生じないように加熱しながら、ローラで十分に

均一に圧着しなければならない。

(9) 熱収縮シートの加熱収縮は、次によるものとする。

手順 １：熱収縮シートの中央部を円周方向に 360°均一に収縮させ

ること。この時、管軸方向の加熱収縮は行わないこと。 

手順 ２：熱収縮シートの軸方向半幅に対し、熱収縮シート中央部か

ら側端部へ空気を追い出す要領で加熱収縮を行うこと。 

手順 ３：軸方向半幅の加熱収縮がほぼ完了した後、他半幅の加熱収

縮を行うこと。 

手順 ４：熱収縮シートの収縮がほぼ完了した後、熱収縮シートの端

部から粘着材がはみ出る程度まで全体を均一に収縮させるこ

と。 

手順 ５：加熱収縮作業中及び完了後、必要に応じて溶接ビード部、

工場被覆端部の段差をローラで整形すること。 

(10) 熱収縮シート（Ⅱ形）の場合は、前記(1)～(9)の施工後、次の

作業を行わなければならない。

ポリエチレンシート P は、熱収縮シートのラップ部と逆方向の

管の頂点より 45°の位置から巻き始め、幅合わせをしながら巻き

付けなければならない。 

巻き終わったあと、図 3-19 のようにテープ又は固定バンドでポ

リエチレンシート P を固定しなければならない。

８．ゴム系外面防食材料の施工（参考） 

ゴム系外面防食材料は、火気が使用できない場合、通水管など鋼面

温度を 60℃以上に予熱できない場合に使用することができる。な

お、この施工は JWWA K 153（水道用ジョイントコート）、WSP 012

（水道用塗覆装鋼管ジョイントコート）に準拠して行わなければ

ならない。 

追記 
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図 3-39 加熱収縮完了 

(6) ポリエチレンシ－トＰ（タイプⅡの場合に実施）の取り付けは、

次によらなければならない。

ア ポリエチレンシ－トＰは、管の頂点から 45°の位置（防食材

が熱収縮シ－トの場合、熱収縮シ－トのラップ箇所と逆方向の

45°位置）から巻き始め、幅合わせをしながら巻き付けるものと

する。

イ ポリエチレンシ－トＰを巻き終わった後、図 3-40 に示すよう

にテ－プ又は固定バンドでポリエチレンシ－トＰを固定しなけ

ればならない。

図 3-40 ポリエチレンシ－トＰの施工 

７．ゴム系ジョイントコ－トの施工 

(1) 現場継手部の前処理は本条 6 項（1）によらなければならない。

(2) シ－リング材の施工に当たり、工場塗覆装部の端面が 30°以下

に仕上がっていることを確認し、30°を越える場合は図 3-41 の

ようにあらかじめ、管周に沿ってシ－リング材を装着しなければ

ならない。

図 3-41 シ－リング材の施工 

(3) 防食ゴムシ－トの取り付けに当たっては、次によらなければな

らない。

ア 取り付けは、管表面温度が 60°以下の状態で行うものとする。 

イ 湿度が高い場合及び雨天の場合などは、原則として取り付け作

業は行ってはならない。

（削除）

以降、ゴム系削除 
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ただし、止むを得ず作業を行う場合は、防水対策を完全に施し、

監督職員の承諾を得なければならない。 

ウ 取り付けに当たっては、図 3-42 に示すようにはく離紙をはが

しながら鋼管の表面に圧着しなければならない。この場合、管

の頂点から管軸を中心に 45°の位置から取り付け始め、約７／

８周の管頂部まで巻き付けなければならない。

また、取り付け始め部にシーリング材を圧着した後、シワなど

が生じないようにシートを引っ張り気味に巻き付けなければな

らない。 

図 3-42 防食ゴムシ－トの巻き付け 

エ 防食ゴムシ－トの取り付けに当たっては、密着状態をよくする

ためハンドロ－ラで圧着し、気泡を残さないように巻き付けな

ければならない。

(4) 保護ゴムシ－トの取り付けに当たっては、次によらなければな

らない。

ア 防食ゴムシ－トのラップ箇所と逆方向の 45°の位置から巻き

始め、幅合わせしながら巻き付けなければならない。

イ 保護ゴムシ－トを巻き終わった後、テ－プ又は固定バンドを図

3-43 に示す位置に保護ゴムシ－トを固定しなければならない。

図 3-43 保護ゴムシ－トの取り付け（タイプⅠの場合） 

(5) 保護ゴムシ－トとポリエチレンシ－トＲの取り付けに当たって

は、次によらなければならない。

ア 保護ゴムシ－トは、防食ゴムシ－トのラップ箇所と逆方向の

45℃の位置より巻き始め、幅合わせしながら巻き付けなければな

らない。

イ 保護ゴムシートを巻き終わった後、テープ又は固定バンドを図

3-44 に示す位置に掛けて保護ゴムシートを固定しなければなら

ない。

（削除）
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図 3-44 保護ゴムシ－トとポリエチレンシ－トＲの取り付け

（タイプⅡの場合） 

 

ウ ポリエチレンシ－トＲは、管径に応じた巻きやすい位置から巻

き始め、幅合わせしながら巻き付けるものとする。 

エ ポリエチレンシ－トＲを巻き終わった後、テ－プ又は固定バン

ドを図 3-44 に示す位置に掛けてポリエチレンシ－トＲを固定

しなければならない。 

８．ジョイントコ－ト施工状態は、次のことを確認しなければならな

い。 

(1) 防食材については、有害な傷、両端の大きなめくれ、両端から

50mm 以内のふくれ焼損がないこと｡ 

(2) 保護シ－ト、耐衝撃シ－トについては、有害な傷がなく、テ－

プ又は固定バンドできちんと固定されていること。 

(3) 防食材の被覆後の厚さは、1.5mm 以上あり、また工場塗覆装部と

の重ね代及び円周方向の重ね代が 50mm 以上あること。 

(4) 保護シ－トから防食材がはみ出さず、かつ保護シ－トの円周方

向の重ね代 50mm 以上あること。 

(5) 耐衝撃シ－トから防食材又は保護シ－トがはみ出さず、かつ耐

衝撃シ－トの円周方向の重ね代が 50mm 以上あること。 

(6) 食材にホリデ－ディテクタを用い、10～12kV の電圧をかけて、

ピンホ－ルがないこと。 

 

3-4-4 タ－ルエポキシ樹脂塗装                                   

１．作業に当たっては、JWWA K 115（水道用タ－ルエポキシ樹脂塗装

方法）に規定する塗装を行わなければならない。 

 

 

２．塗料に当たっては、次によらなければならない。 

(1) 受注者は、塗料製造業者から塗料性状の明示を受け、塗装管理に

当たるとともにその性状表を監督職員に提出しなければならな

い。 

(2) 塗料製造業者或いは塗装業者に対し、製造ロットごとに JWWA K 

115 に規定する試験方法により試験を行わせ、その成績表を監督職

員に提出しなければならない。 

３．塗装に当たっては、次によらなければならない。 

(1) 塗装の厚さは、JWWA K 115 に準拠しなければならない。 

(2) 塗料は、混合調整に先立ち塗料製造業者の指定する有効期限内に

あること及び塗装条件に適合することを確かめ、所定の混合比にな

るよう主剤と硬化剤とを攪拌機、へら等により十分撹拌しなければ
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3-4-4 タ－ルエポキシ樹脂塗装 

１．作業にあたっては、JWWA K 115（水道用タ－ルエポキシ樹脂塗料

及び塗装方法）に準拠して塗装を行わなければならない。 

なお、代替として JWWA K 135（水道用液状エポキシ樹脂塗料塗装

方法）を使用することができるものとする。 

２．塗料にあたっては、次によらなければならない。 

(1) 塗料製造業者から塗料性状の明示を受け、塗装管理にあたるとと

もにその性状表を監督員に提出しなければならない。 

 

(2) 塗料製造業者又は塗装業者に対し、製造ロットごとに JWWA K 115

に準拠する試験方法により試験を行わせ、その成績表を監督員に提

出しなければならない。 

３．塗装にあたっては、次によらなければならない。 

(1) 塗装の厚さは、JWWA K 115 に準拠しなければならない。 

(2) 塗料は、混合調整に先立ち塗料製造業者の指定する有効期限内に

あること及び塗装条件に適合することを確かめ、所定の混合比に

なるよう主剤と硬化剤とを攪拌機、へら等により十分撹拌しなけ
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ならない。 

(3) 混合した塗料は、指定された可使時間内に使用するものとし、こ

れを経過したものは使用してはならない。 

(4) 塗装作業は、刷毛塗り、ハンドスプレ－などを用いて、縦・横に

交差させながら行わなければならない。また、ハンドスプレ－で

塗装を行う場合は、被塗装物に適合したノズルのチップ角度を選

び、鋼面の吹き付け圧力が適正になるように鋼面とノズルとの距

離を保たなければならない。 

(5) 塗装は、異物の混入、塗りむら、ピンホ－ル、塗り漏れ等がなく、

均一な塗膜が得られるように行わなければならない。 

(6) 塗り重ねをする場合は、塗料製造業者の指定する塗装間隔（時間）

で塗装し、層間剥離が起きないようにしなければならない。この場

合、同一塗料製造業者の製品を重ね塗りすることを原則とする。 

(7) 工場塗装と現場塗装の塗重ね幅は 20mm 以上とし、工場塗装の表

面は、電動サンダ、シンナ拭き等で目荒らしにし、層間剥離の起

きないよう十分注意しなければならない。 

(8) 塗装作業は、原則として、気温５℃以下のとき相対湿度 80％以

上のとき、降雨、強風等のときは行ってはならない。 

(9) 塗り重ね部分以外の工場塗装面に塗料が付着しないように適切

な保護を講じなければならない。 

(10) 塗装作業終了から通水までの塗膜の養生期間は、原則として完

全硬化乾燥時間以上としなければならない。 

 

3-4-5 液状エポキシ樹脂塗装 

１．作業に当たっては、JWWA K 135（水道用液状エポキシ樹脂塗装方

法）に規定する塗装を行わなければならない。 

２．下地処理 

(1) 溶接によって生じた有害な突起があるときは、グラインダ、ディ

スクサンダ等の電動工具 を用いて平滑に仕上げなければならな

い。 

(2) ちり、ほこり、泥等が付着しているときは、きれいな綿布で除去

し清掃しなければならない。 

(3) 水分が付着しているときは、乾いた綿布で拭き取った後に乾燥さ

せなければならない。 

(4) 溶接部は、スパッタ、溶接部の熱影響によって生ずるヒ－トスケ

－ル及び溶接酸化物等をブラスト、サンダ等で除去し清掃しなけれ

ばならない。 

前処理の程度は、国際規格 ISO 8501-1（塗料及びその関連製品

の施工前の鋼材の素地調整－表面清浄度の目視評価）の Sa2 1/2 以

上としなければならない。 

 

 

(5) 付着した油分は、溶剤で布等を用いて完全に除去しなければなら

ない。 

(6) 溶接によって損傷した部分の塗装は、サンダ等により除去しなけ

ればならない。また、除去部分周辺の損傷を受けていない部分の塗

膜及び工場塗装部との重ね塗り部分は、幅 20mm 以上としなければ

ならない。 

ればならない。 

(3) 混合した塗料は、指定された可使時間内に使用するものとし、こ

れを経過したものは使用してはならない。 

(4) 塗装作業は、刷毛塗り、ハンドスプレ－などを用いて、縦・横に

交差させながら行わなければならない。また、ハンドスプレ－で

塗装を行う場合は、被塗装物に適合したノズルのチップ角度を選

び、鋼面の吹き付け圧力が適正になるように鋼面とノズルとの距

離を保たなければならない。 

(5) 塗装は、異物の混入、塗りむら、ピンホ－ル、塗り漏れ等がなく、

均一な塗膜が得られるように行わなければならない。 

(6) 塗り重ねをする場合は、塗料製造業者の指定する塗装間隔（時間）

で塗装し、層間剥離が起きないようにしなければならない。この

場合、同一塗料製造業者の製品を重ね塗りすることを標準とする。 

(7) 工場塗装と現場塗装の塗重ね幅は 20mm 以上とし、工場塗装の表

面は、電動サンダー、シンナー拭き等で目荒らしを行い、層間剥

離の起きないよう十分注意しなければならない。 

(8) 塗装作業は、原則として、気温５℃以下のとき、相対湿度 80％

以上のとき、降雨、強風等のときは行ってはならない。 

(9) 塗り重ね部分以外の工場塗装面に塗料が付着しないように適切

な保護を講じなければならない。 

(10) 塗装作業終了から通水までの塗膜の養生期間は、完全硬化乾燥

時間以上としなければならない。 

 

3-4-5 液状エポキシ樹脂塗装 

１．作業にあたっては、JWWA K 135（水道用液状エポキシ樹脂塗料塗

装方法）に準拠して塗装を行わなければならない。 

２．下地処理 

(1) 溶接によって生じた有害な突起があるときは、グラインダ、ディ

スクサンダー等の電動工具を用いて平滑に仕上げなければならな

い。 

(2) ちり、ほこり、泥等が付着しているときは、きれいな綿布で除去

し清掃しなければならない。 

(3) 水分が付着しているときは、乾いた綿布で拭き取った後に乾燥さ

せなければならない。 

(4) 溶接部は、スパッタ、溶接部の熱影響によって生ずるヒ－トスケ

－ル及び溶接酸化物等をロータリー式下地処理工具で除去し清掃

しなければならない。 

前処理の程度は、STEEL STRUCTURES PAINTING COUNCIL （ USA ） 

の規定する SSPC-SP11 （ Power Tool Cleaning to Bare Metal（動

力工具による鋼面清掃））（国際規格 ISO 8501-1（塗料及びその関

連製品の施工前の鋼材の素地調整－表面清浄度の目視評価）の Sa2

相当）（以下「SSPC-SP11」という。）としなければならない。 

(5) 付着した油分は、溶剤で布等を用いて完全に除去しなければなら

ない。 

(6) 溶接によって損傷した部分の塗装は、サンダー等により除去しな

ければならない。また、除去部分周辺の損傷を受けていない塗膜

及び幅 20 ㎜程度にわたる工場塗装部との重ね塗り部分は、サンダ

ー等で処理して表面を粗にし、層間剥離が起きないようにしなけ
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３．塗料の選定 

(1) 塗料は、JWWA K 135 の規定に適合したもので、発注者が承認し

た塗料を使用しなければならない。 

(2) 塗料は、塗装時の気温に対応し、標準型塗料は 10℃以上、低温

型は 5～20℃の範囲で使用しなければならない。 

４．塗料の配合調整 

(1) 塗料の配合調整に先立ち、塗料製造会社の指定する有効期間内に

あること及び条件に適合することを確認しなければならない。 

(2) 塗料は、主剤と硬化剤とを所定の配合比になるよう計量して、攪

拌機により混合しればならない。 

(3) 塗装作業時の気温や被塗装面の状態等により希釈が必要なとき

は、専用シンナを塗料製造会社の指定する範囲内で添加することが

できる。この場合、最適粘度となるよう粘度測定器を使用して粘度

調整を行わなければならない。 

ただし、専用シンナの添加量は、最大 10％（重量）を超えない

ようにしなければならない。 

(4) 配合調合された塗料は、塗料製造会社の指定するポットライフ

（時間）内に使用するものとし、これを経過したものにシンナを加

えて使用してはならない。 

５．塗装 

(1) 被塗装面の結露防止のため予熱する必要があるときは、赤外線、

熱風等により塗料製造会社の指定する温度まで均一な加熱を行わ

なければならない。 

(2) 塗装は、はけ、ハンドスプレ－ガン等によって行うものとする。 

(3) 塗料は、異物の混入、塗りむら、ピンホール、塗り漏れ等がなく、

均一な塗膜が得られるようにしなければならない。 

(4) 塗膜の厚さを確保するために、重ね塗りを行うときは、塗料製造

会社の指定する重ね塗り期間内に塗装しなければならない。この 

場合、同じ塗料製造会社の同一製品を使用しなければならない。 

なお、重ね塗りは、前条 3-4-4 タ－ルエポキシ樹脂塗装 3 項(6)

の規定によるものとする。 

(5) 重ね塗り部分以外の工場塗装面は、重ね塗り作業により塗料が付

着しないように保護をしなければならない。 

(6) 塗装作業は、製品に示されている最適気象条件で行わなければな

らない。 

６．塗膜の保護及び硬化促進 

(1) 塗膜は、指触乾燥までの間、ちり、ほこり、水分等が付着しない

ようにしなければならない。特に、水分は不完全硬化の原因とな

るので付着させてはならない。 

また、その後の硬化過程においても塗装を損傷させてはならな

い。 

(2) 塗膜は、溶剤が揮散しやすいように、大気中に開放しておかなけ

ればならない。なお、気象条件が不順な場合、又は早期に塗膜を硬

化する必要がある場合は、塗膜の硬化促進のため、赤外線、熱風等

により加熱することができるものとする。 

７．塗膜の厚さ 

硬化後の塗膜の厚さは、表 3-16 のとおりとする。 

ればならない。 

３．塗料の選定 

(1) 塗料は、JWWA K 135 の規定に適合したもので、監督員が承諾し

た塗料を使用しなければならない。 

(2) 塗料は、塗装時の気温に対応し、標準型塗料は 10℃以上、低温

型は 5～20℃の範囲で使用しなければならない。 

４．塗料の配合調整 

(1) 塗料の配合調整に先立ち、塗料製造会社の指定する有効期間内に

あること及び条件に適合することを確認しなければならない。 

(2) 塗料は、主剤と硬化剤とを所定の配合比になるよう計量して、攪

拌機により混合しればならない。 

(3) 塗装作業時の気温や被塗装面の状態等により希釈が必要なとき

は、専用シンナーを塗料製造会社の指定する範囲内で添加するこ

とができる。この場合、最適粘度となるよう粘度測定器を使用し

て粘度調整を行わなければならない。 

ただし、専用シンナーの添加量は、最大 10％（重量）を超えな

いようにしなければならない。 

(4) 配合調合された塗料は、塗料製造会社の指定するポットライフ

（時間）内に使用するものとし、これを経過したものにシンナー

を加えて使用してはならない。 

５．塗装 

(1) 被塗装面の結露防止のため予熱する必要があるときは、赤外線、

熱風等により塗料製造会社の指定する温度まで均一な加熱を行わ

なければならない。 

(2) 塗装は、はけ、ハンドスプレ－ガン等によって行うものとする。 

(3) 塗料は、異物の混入、塗りむら、ピンホール、塗り漏れ等がなく、

均一な塗膜が得られるようにしなければならない。 

(4) 塗膜の厚さを確保するために、重ね塗りを行うときは、塗料製造

会社の指定する重ね塗り期間内に塗装しなければならない。この

場合、同じ塗料製造会社の同一製品を使用しなければならない。 

なお、重ね塗りは、第２編 3-4-4 タ－ルエポキシ樹脂塗装 3 項

(6)の規定によるものとする。 

(5) 重ね塗り部分以外の工場塗装面は、重ね塗り作業により塗料が付

着しないように保護をしなければならない。 

(6) 塗装作業は、製品に示されている最適気象条件で行わなければな

らない。 

６．塗膜の保護及び硬化促進 

(1) 塗膜は、指触乾燥までの間、ちり、ほこり、水分等が付着しない

ようにしなければならない。特に、水分は不完全硬化の原因とな

るので付着させてはならない。 

また、その後の硬化過程においても塗装を損傷させてはならな

い。 

(2) 塗膜は、溶剤が揮散しやすいように、大気中に開放しておかなけ

ればならない。なお、気象条件が不順な場合、又は早期に塗膜を硬

化する必要がある場合は、塗膜の硬化促進のため、赤外線、熱風等

により加熱することができるものとする。 

７．塗膜の厚さ 

硬化後の塗膜の厚さは、0.3 ㎜以上とする。 
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表 3-16 硬化後の塗膜の厚さ 

 
 

８．通水までの塗膜の乾燥期間は、管両端が開放されてよく換気され

ている状態で 30 日以上としなければならない。これ以外の乾燥期間

とする場合は、監督職員の承諾を得て、塗膜の硬化促進のため、赤

外線、熱風等により乾燥することができるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８．通水までの塗膜の乾燥期間は、管両端が開放されてよく換気され

ている状態で30日以上としなければならない。これ以外の乾燥期間

とする場合は、監督員の承諾を得て、塗膜の硬化促進のため、赤外

線、熱風等により乾燥することができるものとする。 

 

3-4-5-2 無溶剤形エポキシ樹脂塗装 

１．一般事項 

無溶剤形エポキシ樹脂塗料及び塗装方法は、JWWA K 157（水

道用無溶剤形エポキシ樹脂塗料塗装方法）、WSP 072（水道用無溶

剤形エポキシ樹脂塗料塗装方法－現場溶接部の動力工具による

下地処理と手塗り塗装）に準拠して塗装を行わなければならな

い。 

２．塗装 

(1) 下地処理 

ア 溶接によって生じたヒュームは、溶接後速やかに乾いた布で

ふき取らなければならない。 

イ スラグ除去、及びビードの著しい凹凸の整形をグラインダ

によって行うこと。同時に、スパッタ、仮付けピース跡などの

塗膜に有害な突起もグラインダによって除去し、平滑に仕上げな

ければならない。 

ウ ほこり、泥が付着しているときは、布でふき取ること。水

分が付着しているときは、乾いた布でふき取った後、乾燥さ

せること。油分が付着しているときは、溶剤を含ませた布で

除去しなければならない。 

エ 工場無塗装部は、ロータリー式下地処理工具によって、

SSPC－SP11 の等級に仕上げること。 

オ 工場プライマー部において、現場溶接の溶接熱などによって焼損

した部分、発錆した部分、鋼面が露出した部分は、ロータリー

式下地処理工具によって、プライマーを除去し、SSPC－SP11 の

等級に仕上げること。 

カ 工場塗装部及び工場プライマー部（健全部）は、ディスクサ

ンダー処理によって表層のみ面粗しを行うこと。 

キ 工場塗装部の面粗し範囲は幅約 25 mm とし、端部はテーパ

をつけなければならない。 

注) SSPC－SP11：動力工具で粗さを残す又は粗さをつけながら鋼

面まで除錆する処理であり、 ISO 8501-1 の Sa2 相当（ブラス

ト処理）に位置付けられている。 

(2) 塗料の選定 

ア 塗料は、JWWA K 157 の箇条４に適合したものを使用しなけれ

ばならない。 

イ 現場プライマーは、JWWA K 135 の附属書 A によるものとす
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3-4-6 水管橋外面塗装 

１．塗装の仕様は、設計図書に基づき行わなければならない。 

２．塗装作業に当たっては、WSP 009 (水管橋外面塗装基準)の規定に

よらなければならない。 

３．次の施工条件の場合は、原則として塗装作業を行ってはならない。 

(1) 気温が 5℃以下のときや湿度が 85％以上のとき(無機ジンクリッ

チペンイトは 50％以下)。 

(2) 塗料の乾燥前に降雨雪またはその恐れのあるとき。 

(3) 強風などでほこりの多いときや炎天下で直射日光に曝されてい

るとき。 

る。 

(3) 塗料の配合調整 

ア 塗料は配合調整に先立ち、塗料製造業者の指定する有効期限

内にあることを確かめた後、清潔な容器を用い、塗料製造業者

の指定する混合比に従って主剤と硬化剤を丈夫なへら、攪拌機

などにより異物の混入防止に十分注意して完全に攪拌しなけ

ればならない。 

イ 調整した塗料は、塗料製造業者の指定する可使時間内に使用

しなければならない。 

(4) 塗装 

ア 塗料は、JWWA K 157 の 4.7 に示した有効期間内に使用しなけ

ればならない。 

イ 塗料の加温は、JWWA K 157 の 4.7 に示した温度範囲内とする

こと。 

ウ 下地処理後に、現場プライマーを塗装した後、塗料を塗装す

ること。プライマーと塗料、及び塗料相互の塗り重ね間隔を確

保しなければならない。 

エ 塗装作業は、はけ、へら、ローラなどによって行うこと。 

オ 工場塗装部との塗り重ね範囲は幅約 20mm とすること。 

カ 塗膜に異物の混入、塗りむら、ピンホール、塗り残しなどの

欠陥が生じないように塗装しなければならない。 

キ 塗り重ねは、JWWA K 157 の 4.7 に示した塗り重ね間隔で行う

こと。 

(5) 塗膜の養生 

ア 塗膜は、指触乾燥までの間に、ほこり、水分が付着しないよ

うに保護しなければならない。 

イ 塗膜は、自然乾燥とすること。 

(6) 塗膜の厚さ 

硬化後の塗膜の厚さは、0.3 ㎜以上（プライマーを含む）とす

る。 

ただし、協議により塗膜の厚さを増すことができるものとす

る。 

(7) 通水までの塗膜の乾燥期間 

塗装後、通水までの塗膜の乾燥期間は、塗膜性能及び通水後の

水質を考慮して、自然乾燥の場合 7 日間以上確保しなければなら

ない。なお、塗膜の硬化促進のために、JWWA K 157 の 4.7 に示し

た温度範囲内で加熱してもよいものとする。 

 

3-4-6 水管橋及び添架管外面塗装 

１．塗装の仕様は、設計図書に基づき行わなければならない。 

２．塗装作業にあたっては、WSP 009 (水管橋外面防食基準)に準拠し

て塗装を行わなければならない。 

３．次の施工条件の場合は、原則として塗装作業を行ってはならない。 

(1) 気温が 5℃以下のときや湿度が 85％以上のとき(無機ジンクリッ

チペンイトは 50％以下)。 

(2) 塗料の乾燥前に降雨雪又はその恐れのあるとき。 

(3) 強風などでほこりの多いときや炎天下で直射日光に曝されてい

るとき。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補足 

 

語句の統一、規格名称と整

合、表現の適正化 
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(4) 被塗面に湿気をおびているときや被塗面に結露する恐れのあると

き。 

４．作業用足場は、労働安全衛生法に基づいて適切な足場を架設し、

作業者の安全を図るとともに、第三者にも災害を起こさないよう防

護設備を施さなければならない。 

５．現地継手部の素地調整は、パワ－ツ－ル処理により行い、その除

錆度はＳｔ-3 以上とするが、次の事項について特に注意しなければ

ならない。 

(1) 溶接ビ－ド表面を滑らかにし、スパッタ－、スラグ等を除去する。 

 

(2) 赤さびや表面に付着した水分、油分等を除去する。 

(3) 工場塗膜の端部は、付着性を良くするため面粗しを行う。 

６．塗装は、原則として刷毛塗りとし、有害な欠陥がないように均等

かつ入念に行い、それぞれ塗料の塗装間隔に十分留意しなければな

らない。 

なお、現地の管理状況によってスプレ－塗装を行う場合は、監督

職員の承諾を得なければならない。 

７．工場塗膜の損傷部は補修しなければならない。この場合、表面に

付着した水分、油分、その付着物は、清浄なウエス等で入念に除去

しなければならない。 

８．工場塗膜上の現地塗装は、本条 6 項に準じて全面に塗装しなけれ

ばならない。 

９．塗装工事に当たっては、次の事項を記載した施工計画書を監督職

員に提出し、承諾を得なければならない。 

(1) 塗装工程表 

(2) 使用塗料名及び塗料製造会社（塗り板見本の提出） 

(3) 素地調整及び塗装方法 

(4) その他必要事項 

10． 塗装工事の管理は、次の項目により行わなければならない。 

(1) 塗料 

(2) 施工条件 

(3) 作業用足場 

(4) 現地継手部の塗装（素地調整・塗装方法） 

(5) 現場塗装（工場塗膜処理・工場塗膜上の塗装） 

(6) 塗膜状態 

(7) 塗膜厚 

 

3-4-7 検査 

１．受注者は、塗覆装、被覆、塗装等の各検査に当たり、塗装工を立

会いさせ、原則としてそれぞれの規格に規定する検査を受けなけれ

ばならない。 

なお、検査に必要なホリデ－デテクタ、電磁微厚計、テストハ 

ンマ、表面温度計等を事前に準備しなければならない。 

２．検査は、監督職員が指示する箇所を行わなければならない。 

３．検査順序 

(1) プライマー塗装前は、綱面の清掃状態、湿気の有無及び管の温度

について検査を行わなければならない。 

(2) 本塗装直前に、プライマ－塗装面の状態、湿気の有無及び管の温

(4) 被塗面に湿気をおびているときや被塗面に結露する恐れのあると

き。 

４．作業用足場は、労働安全衛生法に基づいて適切な足場を架設し、

作業者の安全を図るとともに、第三者にも災害を起こさないよう防

護設備を施さなければならない。 

５．現地継手部の素地調整は、パワ－ツ－ル処理により行い、その除

錆度はＳｔ-3 以上とするが、次の事項について特に注意しなければ

ならない。 

(1) 溶接ビ－ド表面を滑らかにし、スパッタ、スラグ等を除去するこ

と。 

(2) 赤さびや表面に付着した水分、油分等を除去すること。 

(3) 工場塗膜の端部は、付着性を良くするため面粗しを行うこと。 

６．塗装は、原則として刷毛塗りとし、有害な欠陥がないように均等

かつ入念に行い、それぞれ塗料の塗装間隔に十分留意しなければな

らない。 

なお、現地の管理状況によってスプレ－塗装を行う場合は、監督

員の承諾を得なければならない。 

７．工場塗膜の損傷部は補修しなければならない。この場合、表面に

付着した水分、油分、その他付着物は、清浄なウエス等で入念に除

去しなければならない。 

８．工場塗膜上の現地塗装は、本条 6 項に準じて全面に塗装しなけれ

ばならない。 

９．塗装工事にあたっては、次の事項を記載した施工計画書を監督員 

に提出しなければならない。 

(1) 塗装工程表 

(2) 使用塗料名及び塗料製造会社（塗り板見本の提出） 

(3) 素地調整及び塗装方法 

(4) その他必要事項 

10． 塗装工事の管理は、次の項目により行わなければならない。 

(1) 塗料 

(2) 施工条件 

(3) 作業用足場 

(4) 現地継手部の塗装（素地調整・塗装方法） 

(5) 現場塗装（工場塗膜処理・工場塗膜上の塗装） 

(6) 塗膜状態 

(7) 塗膜厚 

 

3-4-7 塗装等検査 

１．監督員による塗覆装、被覆、塗装等の各検査は、塗装工を立会い

させ、原則としてそれぞれの規格に規定する検査を受けなければな

らない。 

なお、検査に必要なピンホール探知器、電磁膜厚計、テストハ

ンマ、表面温度計等を事前に準備しなければならない。 

２．検査は、監督員が指示する箇所を行わなければならない。 

３．検査順序 

(1) プライマー塗装前は、綱面の清掃状態、湿気の有無及び管の温度

について検査を行わなければならない。 

(2) 本塗装直前に、プライマー塗装面の状態、湿気の有無及び管の温
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度について検査を行わなければならない。 

(3) 内面塗装 

ア 外観検査は、目視により塗装面の仕上がり状態を検査し、塗

装表面のたれ、ながれ、光沢平滑度並びに変色などについて有

害な欠陥がなく、また塗り残し及びピンホールのないことを確

認しなければならない。 

イ ピンホ－ル及び塗り残しは、ホリデ－デテクタにより塗膜面に

ついて行い、火花の発生があってはならない。この場合の電圧は、

表 3-17 によるものとする。 

 

表 3-17 試験電圧 

 
 

ウ 厚さは、電磁微厚計その他により、管の長さ方向に対し任意

の 3 箇所、その箇所の円周上任意の 4 点で測定するものとする。 

エ 密着についてつち打ち検査は、柄の長さ約 250mm、重量約 0.1kg

の鋼製のつちを用い、塗膜を軽くつち打ちして剥離の有無を調べ

るものとする。 

ただし、監督職員が必要と認めた場合は、はつり検査を行わな

ければならない。 

(4) 外面塗装 

ア 第１回塗装後の検査は、前項(3)内面塗装によるものとする。 

イ 外観検査は、塗装材の露出の有無、表面の平滑程度について

行うものとする。 

ウ ピンホ－ル検査の電圧は、10,000～12,000Ｖとする。 

ただし、タ－ルエポキシは、前項（3）内面塗装のイによるも

のとする。 

エ 密着については、前項(3)内面塗装のエによるものとする。 

４．水管橋外面塗装については、次の事項により行わなければならな

い。 

(1) 塗装着手前に各塗料は塗料の管理により、塗料製造業者の検査

成績書と照合して検査しなければならない。 

(2) 現場塗装終了後、次の事項による外観検査を行わなければなら

ない。 

ア 硬化乾燥後の状態で指定色の確認及び変色の有無の確認を

する。 

イ 硬化乾燥後の外観上、欠陥（塗りむら、ふくれ、割れ、しわ、

たれ、にじみ、白化、ピンホ－ル、穴、塗残し）がないことを

確認する。 

ウ 塗膜が硬化乾燥状態であるか否かを指触法により確認する。 

 

(3) 塗膜厚は、塗膜厚の管理により検査を行うものとするが、測定

個所については、原則として、継手部全数について円周上の 4 点

を行うものとする。（電磁微厚計による測定） 

 

度について検査を行わなければならない。 

(3) 内面塗装 

ア 外観検査は、目視により塗装面の仕上がり状態を検査し、塗

装表面のたれ、しわ、流れ、光沢、平滑度並びに変色などにつ

いて有害な欠陥がなく、また塗り残し及びピンホールのないこ

とを確認しなければならない。 

イ ピンホ－ル及び塗り残しは、ピンホール探知器により塗膜全

面について行い、火花の発生があってはならない。この場合の

電圧は、表 3-8 によるものとする。 

 

表 3-8 塗膜厚と試験電圧 

 
 

ウ 厚さは、電磁膜厚計その他により、管軸方向に対し任意の 3

箇所、その箇所の円周上任意の 4 点で測定するものとする。 

エ 密着についてつち打ち検査は、柄の長さ約 250mm、重量約 0.1kg

の鋼製のつちを用い、塗膜を軽くつち打ちして剥離の有無を調

べるものとする。 

ただし、監督員が必要と認めた場合は、はつり検査を行わな

ければならない。 

(4) 外面塗装 

ア 第１回塗装後の検査は、前項(3)内面塗装によるものとする。 

イ 外観検査は、塗装材の露出の有無、表面の平滑程度について

行うものとする。 

ウ ピンホ－ル検査の電圧は、10,000～12,000Ｖとする。 

ただし、タ－ルエポキシは、前項（3）内面塗装のイによるも

のとする。 

エ 密着については、前項(3)内面塗装のエによるものとする。 

４．水管橋及び添架管外面塗装については、次の事項により行わなけ

ればならない。 

(1) 塗装着手前に各塗料は塗料の管理により、塗料製造業者の検査

成績書と照合して検査しなければならない。 

(2) 現場塗装終了後、次の事項による外観検査を行わなければなら

ない。 

ア 硬化乾燥後の状態で指定色の確認及び変色の有無の確認をす

ること。 

イ 硬化乾燥後の外観上、欠陥（塗りむら、ふくれ、割れ、しわ、

たれ、にじみ、白化、ピンホ－ル、穴、塗残し）がないことを

確認すること。 

ウ 塗膜が硬化乾燥状態であるか否かを指触法により確認するこ

と。 

(3) 塗膜厚は、塗膜厚の管理により検査を行うものとするが、測定

箇所については、管軸方向に対し任意の３箇所以上、その各箇所

の円周上任意の４点で測定することとし、詳細は監督員と協議し

なければならない。 

 

 

 

補足、表現の適正化 
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５．検査の結果、不合格となった部分については、監督職員の承諾を

得て手直しを行い、再検査を受けなければならない。 

 

 

 

 

６．塗装工事終了後、監督職員が指示する箇所に塗装仕様を明記しな

けれならない。 

なお、水管橋及び添架管の塗装仕様の表示方法については、3-2-26

管明示工の規定によるものとする。 

 

第 5 節 電気防食工 

3-5-1 一般事項 

１．受注者は、電気防食工事の詳細を施工計画書に記載し、監督職員

に提出しなければならない。 

 

 

3-5-2 電食防止 

１．流電陽極方式による電気防食装置の施工については、次によるも

のとする。 

(1) 陽極は、常に乾燥状態で保管し、運搬の際は、リード線を引張ら

ないようにしなければならない。 

(2) ターミナルの取付位置は、原則として管溶接部とし、取付けに当

たっては、管の表面をヤスリ及びサンドペーパ等を使用して、十分

に研磨しなければならない。 

また、ターミナルは、管溶接部と同一の塗覆装を行わなければな

らない。 

(3) 陽極の埋設は、管と平行に行い、陽極を１か所に２個以上設置す

るときは、陽極相互の間隔 1.0ｍ以上離すものとする。 

なお、掘削時に管の塗覆装を傷つけてはならない。 

(4) ターミナルのリード線は、電線管等で保護しなければならない。 

(5) ターミナルリード線と陽極リード線は、ボルト・ナットで締め付

け、防食テープで被覆しなければならない。 

２．外部電源方式による場合は、「電気設備に関する技術基準」（通

商産業省令）の規定によるものとする。 

３．電食防止装置の設置完了後は、装置の計測及び作動を行い、その

結果報告書を作成し、監督職員に提出しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、管以外の測定位置、箇所数は監督員と協議しなければな

らない。（電磁膜厚計による測定） 

５．検査の結果、不合格となった箇所は、ナイフ又はへら等で塗膜を

入念に切り取り、鋼面の処理からやり直し、再び検査を受けなけれ

ばならない。ただし、欠陥が表面のみの場合は、監督員の指示によ

り手直しを行うこと。 

なお、水素ガスの発生に起因する欠陥は、微妙なものを除き、

鋼面より再塗装しなければならない。 

６．塗装工事終了後、監督員が指示する箇所に塗装仕様を明記しなけ

ればならない。 

なお、水管橋及び添架管の塗装仕様の表示方法については、第２

編 3-2-29 図 3-16 によるものとする。 

 

第 5 節 電気防食工事 

3-5-1 一般事項 

１．電気防食工事の施工にあたっては、詳細を施工計画書に記載し、

監督員に提出しなければならない。 

２．電食防止装置の設置完了後は、装置の計測及び作動を行い、その

結果報告書を作成し監督員に提出しなければならない。 

3-5-2 電食防止 

１．電食防止工事の施工にあたっては、次によらなければならない。 

(1) 管の塗覆装に傷をつけないように注意すること。 

(2) コンクリート建造物の鉄筋と管体が接触することのないよ

う、電気的絶縁に留意すること。 

(3) 水管橋支承部には、絶縁材を挿入して管と橋台の鉄筋が直

接接しないように施工すること。 

(4) 電気防食を行う管路に使用する推進用鋼管の鋼管と外装

管の間の絶縁抵抗は、1×１０５Ω以上確保すること。 

(5) 陽極は、常に乾燥状態で保管すること。 

(6) 陽極の運搬時は、リード線を引張らないようにすること。 

(7) 陽極設置後の埋戻しは、石等を取り除き、細かく砕いた良

質土で十分に行うこと。このとき、陽極リード線及び陰極リ

ード線は、適切な間隔にテープで固定し地上に立ち上げ、接

続箱設置位置まで配線しておくこと。 

(8) ターミナル取付け位置は、管溶接部を標準とする。取付けにあた

っては、管の表面をヤスリ、サンドペーパー等を使用して、十

分に研磨すること。 

(9) ターミナルは、管溶接部と同一の塗覆装を行うこと。 

(10) 接続箱内に立ち上げたリード線は、束ねて防食テープで固

定した後、地表面から約 20cm高くし、同一長さに切断するこ

と。 

(11) 測定用ターミナルリード線以外の各線は、ボルト・ナットで締

め付け防食テープで被覆すること。 

(12) 鋼管の電気防食については、WSP 050（水道用塗覆装鋼管の

電気防食指針）を準拠すること。 

２．流電陽極方式による電気防食装置の施工については、次によらな

ければならない。 

(1) 陽極埋設用の孔は、埋設管と平行に掘削するものとし、陽
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第６節 さや管推進工事 

3-6-1 一般事項 

１．受注者は、工事着手に際して施工計画書を提出し、監督職員の承

諾を受けなければならない。 

 

 

２．受注者は、推進工の施工に当たっては、3-8-1 一般事項の規定によ

るほか、「下水道推進工法の指針と解説」（下水道協会）を参考に

して、適切に行わなければならない。 

 

3-6-2 遠心力鉄筋コンクリ－ト管 

遠心力鉄筋コンクリ－ト管の品質、形状寸法、JSWAS A-2（下水道

推進工法用鉄筋コンクリ－ト管）に規定されているものでなければな

らない。 

 

3-6-3 さや管推進工 

１．受注者は、管の押し込みに当たっては、設計図書に基づき中心線

極を１箇所に２個以上設置する場合は、陽極相互の間隔を 

1.0ｍ以上離すこと。なお、掘削時に管の塗覆装を傷つけない

こと。 

(2) 配線材料は、次のものを使用すること。 

a)ケーブル：JIS C 3605 600V ポリエチレンケーブル 

b)保護管 ：JIS C 3653 電力用ケーブルの地中埋設の施工方

法の附属書１ 波付硬質合成樹脂管（FEP） 

JIS C 8430 硬質ビニル電線管（VE 管） 

(3) 陽極は埋設管から 200mm 以上の離隔を確保すること。 

(4) 陽極リード線の結線部（母線と子線等）は水が侵入しない

よう確実にシールし、リード線は保護管に入れて地表面に立

ち上げること。 

(5) 陽極リード線と埋設管からのリード線は、地上に設置したター

ミナルボックス内で接続すること。 

３．外部電源方式による電気防食装置の施工については、次によらな

ければならない。 

(1) 埋設管と電極は極力離すこと。 

(2) 配線工事は｢電気設備に関する技術基準を定める省令」（経産

業省令第 52 号）及び「電気設備の技術基準の解釈」（社団法人 日

本電気協会編）に準じること。 

(3) 電線の接続は、原則として所定の接続箱の中で行い、特に

（＋）側配線は電線被覆に傷がつかない様に注意すること。 

(4) 配線材料は、流電陽極方式と同様のものを用いるが、ケー

ブルは十分な容量を持つものを用いること。 

(5) 端子、接続部などは絶縁処置を施すこと。 

(6) 電極保護管は、次のものを使用すること。 

JIS K 6741 硬質ポリ塩化ビニル管 

JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管 

(7) 深理方式は、電極保護管のすき間にバックフィルを充填す

ること。 

 

第６節 さや管推進工事 

3-6-1 一般事項 

１．さや管推進工事の施工にあたっては、あらかじめ施工場所の土質、

地下埋設物、周囲の状況など工事に係わる諸条件を調査したうえで、

施工方法及び順序等を十分に検討し、工事が安全で円滑に進捗する

ように計画を行い、監督員に施工計画書を提出しなければならない。 

２．推進工の施工にあたっては、「下水道推進工法の指針と解説」（下

水道協会）を参考にして、適切に行わなければならない。 

 

 

3-6-2 さや管 

さや管は、設計図書によるもののほか、JSWAS－A2（下水道推進工

法用鉄筋コンクリート管）に規定されているものでなければならな

い。 

 

3-6-3 さや管推進工 

１．一般事項 
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及び勾配に常に注意し、一本推進するごとに中心線測量及び水準測

量を実施し、誤差を生じないように施工しなければならない。 

２．管の押し込みに先立ち、押し込みに十分絶え得る堅固な支圧壁並

びに山留めを施工しなければならない。 

３．推進管埋設後に管の継ぎ手から漏水することのないよう施工には

万全を期さなければならない。 

４．刃口はの構造については、土質及び施工条件等を考慮し、作業性

が良く安全確実な施工ができる構造としなければならない。 

５．セミシ－ルド機の構造については、外圧、掘削能力、土質等を十

分考慮し、安全確実で能率的な施工ができる構造としなければなら

ない。 

６．小口径管推進工法の先端機械については、位置・傾きを正確に測

定でき、かつ、容易に方向修正が可能な機械を備え、土質に対応し

て変形及び摩耗の少ない堅牢な構造のものとしなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 推進管の運搬、吊下ろしは、現場の状況に適応した安全な方法

により管に衝撃を与えないように行うこと。 

また、管等と荷台との接触部、特に管端部にはクッション材等

を挟み、受口や挿し口が破損しないような措置を講じなければな

らない。 

     (2) 接合部はウエス等で清掃した後、さや管を接合しなければなら

ない。 

また、カラー内面及びゴム輪に滑剤を塗布し、シール材やゴム    

輪にめくれなどの異常がないかを確認してから行うこと。 

(3) 掘進路線上（地上）に沈下測定点を設け、掘進前、掘進中及び

掘進後の一定期間、定期的に沈下量を測定し、その記録を監督員

に提出しなければならない。 

(4) 掘削土砂等の処分にあたっては、第 1 編 1-1-19 建設副産物、

第 1 編 3-10-12 残土受入れ施設工、第 1 編 4-3-7 残土処理工の

規定によるものとする。 

(5) 可燃性ガス発生の予備調査として、既存土質調査、周辺の工事

実績、地中ガス関係文献等の資料を収集し整理を行い、可燃性ガ

ス調査を行わなければならない。 

２．坑口設備 

(1) クレーン等の設置及び使用については、関係法令の定めに従い

適切に行なわなければならない。 

(2) 坑口（発進及び到達）の構造は、設計図書に定めたものを除き、

土質、上載荷重、推進用設備等を考慮して決定しなければならな

い。 

(3) 支圧壁の構築は、土留背面地盤の変動による異常な荷重及び管

押込みによる推力に十分耐え、変形や破壊が生じないようにしな

ければならない。 

(4) 支圧壁を土留に十分密着させ、推進計画線に直角かつ平坦に支

圧壁面を仕上げなければならない。 

(5) 発進坑口は、滑材、裏込材、地下水等が漏出しないように堅固

な構造にしなければならない。 

(6) 発進用受け台及び推進台は、推進管の計画線を正確に確保でき

るよう、堅固な構造にしなければならない。 

(7) 鏡切りは、地山の崩壊や地下水の流入等を防止するための適切

な措置を講じた後、行わなければならない。 

３．推進（共通事項） 

(1) 推進管の据付けは、設計図書に示す高さ及び勾配に従って推進

管を据え付けるものとし、1 本据え付けるごとに中心線及び管底

高、注入孔の位置等を確認しなければならない。 

(2) 計画線の維持に努め、管の蛇行、屈曲等が生じないよう測量を

行い、計画線を逸脱しないように施工すること。 

また、計画線をはずれた場合は、速やかに修正しなければなら

ない。 

(3) 推進中に切羽面、搬出土質、管外周の空隙、地表面の変化等に

注意し、状況の変化に対して適切な対応措置を講じなければなら

ない。 

(4) 推進地盤の土質に応じ、切羽、推進管及び支圧壁の安定を図り

ながらジャッキ推進を慎重に行わなければならない。 
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(5) 管の強度を考慮し、管の許容抵抗力以下で推進しなければなら

ない。 

(6) 押し込み中に推力が急激に上昇した場合は、直ちに推進を中止

して、その原因を調査し、安全を確認した後でなければ再開して

はならない。 

(7) 推進作業中に異常を発見した場合は、直ちに推進作業を中止し

て、最適と思われる応急措置を講じるとともに、直ちに監督員に

報告しなければならない。 

４．刃口式 

(1) 刃口を地山に貫入した後、管の先端部周囲の地山を緩めないよ

うに注意して掘削しなければならない。なお、先掘りは行わない

こと。 

(2) 管内等を傷めないようゴムシートを敷くなどの防護措置を講じ

て、掘削、発生土処分等の管内作業を行わなければならない。 

(3) 推進作業を中断する場合は、必ず切羽面に仮土留を施さなけれ

ばならない。 

５．密閉型推進 

(1) 推進機は方向修正用のジャッキを有し、安全な構造のものを使

用しなければならない。 

(2) カッター機構は、十分な切削能力を有するものとし、施工現場

の土質に対して変形及び摩擦が少なく堅牢な構造としなければな

らない。 

(3) 推進機に関する諸機能等の詳細図、仕様及び応力計算書を監督

員に提出しなければならない。 

(4) 熟練した技術者に推進機の運転操作を行わせること。 

(5) 常に掘削土量を監視し、所定の掘削土量を上回る土砂の取込み

が生じないよう適切な運転管理を行わなければならない。 

(6) 土質等に適した掘進速度を維持し、掘進中はできる限り機械を

停止させないこと。 

なお、やむを得ない理由により機械を停止させる場合には、再

掘進時に支障を来さないよう必要な措置を講じなければならな

い。 

(7) 切羽の安定、送排泥の輸送等に必要な容量の送排泥ポンプ、排

泥管等の設備を設置すること。 

(8) 送排泥管に流体の流量を測定できる装置を設け、掘削土量、切

羽の逸水等を監視すること。 

(9) 送排泥ポンプの回転数、送泥水圧及び送排泥流量を監視し、十

分な施工管理を行わなければならない。 

６．泥水式 

(1) 推進機は、前面にカッターを装備し、その後方に隔壁を設け、

切羽と隔壁との間にカッターチャンバーを設けた推進機を使用す

ること。 

また、カッターチャンバー内に地下水圧及び土圧に対抗する泥

水を送り、切羽の安定を図りながらカッターを回転させて掘削及

び推進を行う機構を備えたものとすること。 

(2) 切羽の状況、推進機、送排泥設備、泥水処理設備等の運転状態

を十分確認しながら、掘削を行わなければならない。 

(3) 事前に掘進位置の土質と地下水圧とを十分把握して、泥水の配
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合及び泥水圧を最も適したものとすること。 

(4) 掘削土の性状、掘削土量、作業サイクル、立地条件等を十分考

慮して泥水処理設備を設置しなければならない。 

(5) 泥水処理設備を常に監視し、泥水の処理に支障を来さないよう

維持管理を行わなければならない。 

(6) 泥水処理設備の管理及び処理にあたって、周辺の路上等の環境

保全に必要な対策を講じなければならない。 

７．泥濃式 

(1) 推進機は、前面にカッターを装備しその後方に隔壁を設け、切

羽と隔壁との間にカッターチャンバーを設けた推進機を使用する

こと。 

また、カッターチャンバー内に地下水及び土圧に対抗する高濃

度泥水を圧送充満し、切羽の安定を図りながら、カッターを回転

させ掘削及び推進を行う機構を備えたものとすること。 

(2) 切羽の状況、推進機、送排泥設備等の運転状態を十分確認しな

がら、掘削を行わなければならない。 

(3) 事前に掘進位置の土質と地下水圧とを十分把握して、高濃度泥

水の配合及び高濃度泥水圧を最も適したものとすること。 

(4) 掘削した土砂を、推進機内の排土バルブを開閉し、切羽を安定

させながら間欠的に真空力により坑外へ排土し、汚泥吸排車によ

り運搬処分すること。 

(5) 掘削土の性状、掘削土量、作業サイクル、立地条件等を十分考

慮して排土貯留槽を設置しなければならない。 

(6) 排土貯留槽を常に監視し、排土の処理に支障を来さないよう維

持管理を行わなければならない。 

(7) 排土貯留槽の管理及び処理にあたって、周辺の路上等の環境保

全に必要な対策を講じなければならない。 

８．泥土圧式 

(1) 推進機は、前面にカッターを装備しその後方に隔壁を設け、切

羽と隔壁との間にカッターチャンバーを設けた推進機を使用する

こと。 

また、カッターチャンバー内において、切削土を均一な塑性流

動性や不透水性を持つように混合攪拌でき、ジャッキ推進力の加

圧により発生する泥土圧を切羽全体に作用させ、切羽の安定を図

りながらスクリューコンベア等で排土しつつ掘削及び推進を行う

機構を備えたものとすること。 

(2) 切羽の状況、推進機、送排泥設備等の運転状態を十分確認しな

がら、掘削を行わなければならない。 

(3) 事前に掘進位置の土質と地下水圧とを十分把握して、添加剤の

配合及び泥土圧を最も適したものとすること。 

(4) 掘削土の性状、掘削土量、作業サイクル、立地条件等を十分考

慮して発生土搬出設備を設置しなければならない。 

(5) 発生土搬出設備を常に監視し、排土の処理に支障を来さないよ

う維持管理を行わなければならない。 

(6) 発生土搬出設備の管理及び処理にあたって、周辺の路上等の環

境保全に必要な対策を講じなければならない。 
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3-6-4 滑材及び裏込注入 

１． 受注者は、管と地山の摩擦抵抗を減少させ、地山の緩みを防ぐた

め、監督職員と協議のうえ土質条件に適合した滑材を注入しなけれ

ばならない。 

２． 裏込注入に当たっては、監督職員と協議のうえ土質や施工条件等

に最も適合した注入材料と充填方法で、推進完了後速やかに行い、

管と地山に生じた空隙を完全に充填し、地山の崩壊及び地盤沈下等

を防止しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３． 受注者は、上記に記載するもののほか、注入の施工に当たっては、

3-8-5 裏込め注入の規定によるものとする。 

 

3-6-5 さや管内の配管 

さや管内の配管に当たり、鋳鉄管の接合は、第２節管布設工事、

鋼管の接合及び塗覆装は、第３節鋼管溶接工事、第４節鋼管塗覆装工

事の規定によらなければならない。 

 

 

 

 

3-6-6 押込み完了後の処置 

１．押し込み完了後、支圧壁は、管布設工事に支障のないよう直ちに

取壊わなければならない。 

２．さや管の継手部はシ－リングを行った後、モルタルを充填しなけ

ればならない。 

３．さや管内に布設管を挿入後は、さや管の両端を閉塞したうえ、モ

ルタル等を設計図書に従い、間げきに入念に注入しなければならな

い。 

 

 

 

第 7 節 鉄管推進工事 

3-7-1 一般事項 

１．受注者は、工事着手に際して施工計画書を提出し、監督職員の承

諾を受けなければならない。 

２．施工に当たっては、設計図書によるもののほか、第 6 節さや管推

進工事の規定によるものとする。 

 

3-7-2 推進工法用ダクタイル鋳鉄管及び推進用鋼管 

ダクタイル鋳鉄管及び鋼管の品質、形状寸法は、JDPA G1029（推進

3-6-4 滑材及び裏込注入 

１．推進力の低減を図り地山の緩みを防ぐため、管推進中に滑材の同 

時注入を行うこと。 

なお、滑材注入設備は、速やかに注入できる構造としなければなら

ない。 

２．土質、掘削状況等により、必要に応じて滑材を追加注入しなけれ

ばならない。 

３．土質その他の施工条件を十分考慮して、裏込注入材の選定、配合

等を行わなければならない。 

４．注入量及び注入圧に対し余裕のある注入用設備を使用するととも

に、圧力計はできる限り注入コックの近くに設置すること。 

５．裏込注入材の注入圧力に偏圧が生じないよう注意し、できる限り

低圧で行うこと。 

なお、管と地山の間隙が飽和状態になった場合は、一時圧力を上

げて注入し、残留地下水、滑材等を排除して間隙を裏込材で完全に

充填しなければならない。この場合においても、圧力は必要以上に

上げ過ぎてはならない。 

６． 上記に記載するもののほか、注入の施工にあたっては、第２編

3-8-5 裏込め注入の規定によるものとする。 

 

3-6-5 さや管内の配管 

１．さや管内の配管にあたり、鋳鉄管の接合は、第２編第３章第２節

管布設工事、鋼管の接合及び塗覆装は、第２編第３章第３節鋼管溶

接工事、第２編第３章第４節鋼管塗覆装工事の規定によらなければ

ならない。 

２．配管に先立ち、さや管内を完全に清掃しなければならない。 

３．配管は、台車又はソリ等を用いて行うこと。 

 

3-6-6 押込み完了後の処置 

１．押し込み完了後、支圧壁は、管布設工事に支障のないよう直ちに

取壊わさなければならない。 

２．さや管の継手部はシ－リングを行った後、モルタル等を充填しな

ければならない。 

３．さや管内に布設管を挿入後は、さや管の両端を閉塞したうえ、モ

ルタル等を設計図書に従い、間隙が残らないよう注入しなければな

らない。 

４．充填をエアミルク又は流動化充填材で行う場合は、浮き上がり防

止措置等を講じなければならない。 

 

第 7 節 鉄管推進工事 

3-7-1 一般事項 

１．工事着手に際して監督員に施工計画書を提出しなければならない。 

 

２．施工にあたっては、設計図書によるもののほか、第２編第３章第

６節さや管推進工事の規定によるものとする。 

 

3-7-2 推進工法用ダクタイル鋳鉄管及び推進用鋼管 

ダクタイル鋳鉄管及び鋼管の品質、形状寸法は、JWWA G 113（水道

補足、追記 
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工法用ダクタイル鋳鉄管）及び WSP 018（水道用推進鋼管設計基準）に

規定されているものでなければならない。 

 

 

3-7-3 推進工 

１．推進工の施工に当たっては、3-6-3 さや管推進工の規定によるも

のとする。 

２．推進工法用ダクタイル鋳鉄管の接合は、第２節管布設工事の規定

によるもののほか、次によらなければならない。 

(1) 管の接合に当たっては、受口に挿し口を所定の位置まで挿入し、

受け口端面とフランジ部を植め込みボルトで表 3-18 フランジとナ

ットの標準間隔になるよう均等に締め付けなければならない。 

(2) Ｕ形管の接合完了後は、所定の継手胴付間隔を必ず測定し、推進

中は既に接合を完了した他の継手の胴付間隔も定期的に測定しな

ければならない。 

 

表 3-18 フランジとナットの標準間隔（X） 

 
 

 

 
 

図 3-45 推進工法用ダクタイル管の構造 

 

３．推進用鋼管の接合は、第３節鋼管溶接工事、第４節鋼管塗覆装工

事の規定によるほか、次の事項によらなければならない。 

 

(1) 推進完了後、到達口内の推進鋼管端部（プレエンド側）は、グラ

インダ等を用いて所定の開先形状に仕上げなければならない。 

(2) 溶接継手部の内面塗装は、推進作業中の塗膜の損傷を避けるた

め、推進作業が完了した後に一括して行わなければならない。 

(3) Ｉ型管外装部の接合は、次によらなければならない。 

ア 外装は、継輪溶接時の熱による本管外面の塗覆装の損傷を防止

するため、本管外面塗覆装部を包み込むようにして、断熱材、亜

用ダクタイル鋳鉄管）、JDPA G 1029（推進工法用ダクタイル鋳鉄管）

及び WSP 018（水道用推進鋼管設計基準）に準拠しているものでなけれ

ばならない。 

 

3-7-3 推進工 

１．推進工の施工にあたっては、第２編 3-6-3 さや管推進工の規定に

よるものとする。 

２．推進工法用ダクタイル鋳鉄管の接合は、第２編第３章第２節管布

設工事の規定によるもののほか、次によらなければならない。 

(1) 管の接合にあたっては、受口に挿し口を所定の位置まで挿入し、

受け口端面とフランジ部を植め込みボルトで表 3-9 フランジとナ

ットの標準間隔になるよう均等に締め付けなければならない。 

(2) Ｕ形管の接合完了後は、所定の継手胴付間隔を必ず測定し、推進

中は既に接合を完了した他の継手の胴付間隔も定期的に測定しな

ければならない。 

 

表 3-9 フランジとナットの標準間隔（X） 

 
 

 

 
 

図 3-21 推進工法用ダクタイル管の構造 

 

３．推進用鋼管の接合は、第２編第３章第３節鋼管溶接工事、第２編

第３章第４節鋼管塗覆装工事の規定によるほか、次の事項によらな

ければならない。 

(1) 推進完了後、到達口内の推進鋼管端部（プレーンエンド側）は、

グラインダ等を用いて所定の開先形状に仕上げなければならない。 

(2) 溶接継手部の内面塗装は、推進作業中の塗膜の損傷を避けるた

め、推進作業が完了した後に一括して行わなければならない。 

(3) Ｉ型管外装部の接合は、次によらなければならない。 

ア 外装は、継輪溶接時の熱による本管外面の被覆の損傷を防止す

るため、本管外面被覆部を包み込むようにして、断熱材、亜鉛鉄
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鉛鉄板で完全に被覆しなければならない。 

イ 外装管の継手部は、2 分割された継輪を確実に取り付け、外面か

ら片面溶接を完全に行わなければならない。 

(4) Ⅱ型管外装部の接合は、次によらなければならない。 

ア 本管外面塗装後、外装管の継手部にセグメントをボルトで確実

に組み立てなければならない。 

イ セグメントボルト締め付け部のチャンネル部は、厚さ 3.2mm の

鋼板を当てがい、周辺を溶接して蓋をし、セグメント表面を平滑

にしなければならない。 

ウ 外装管とセグメントの間げきには、推進中におけるセグメント

の移動、ガタツキを防止するため、鋼製のくさびを打ち込んで溶

接し、固定しなければならない。 

４．鋼管推進工事の場合、グラウトホ－ルの穴は充填材で完全に充填

を行い、グラウトホ－ルについては、プラグで栓を行い、締め付け

後全周溶接をしなければならない。 

 

 

3-7-4 検査 

１．ダクタイル鋳鉄管に当たっては、次の事項によらなければならな

い。 

(1) 管の接合完了後は、各継手ごとの胴付間隔を測定しなければなら

ない。 

(2) 規程間隔の保持が困難な場合は、締め付けトルクを調べ、3-2-16

管の接合９項Ｕ形継手の表 3-11 の規定の値であることを確認しな

ければならない。 

(3) Ｔ形継手は、接合完了後、測定治具を用い、ゴム輪が正しい位置

にあることを確認しなければならない。 

(4) 水圧検査は、3-2-17 水圧試験の規定によるものとする。 

(5) 継手部の充填モルタルは、目視によるモルタルのひび割れ、平滑

度及びハンマリングによるモルタルの浮きについて行うものとす

る。 

なお、検査の結果、機能上有害な欠陥があってはならない。 

２．鋼管に当たっては、次の事項によらなければならない。 

(1) 溶接及び塗覆装の検査は、3-3-7・3-4-7 の各検査の規定による

ものとする。 

(2) 管内面塗装部は、工場塗装部を含めた全面について行わなければ

ならない。 

 

第 8 節 シ－ルド工事 

3-8-1 一般事項 

１．受注者は、シ－ルド工事の施工に当たっては、あらかじめ施工場

所の土質、地下埋設物、周囲の状況など工事に係わる諸条件を調査

したうえで、施工方法及び順序等を十分に検討し、工事が安全で円

滑に進捗するように計画を行い、監督職員に施工計画書を提出し、

承諾を得て施工しなければならない。 

２．シ－ルド工事の施工については、設計図書によるほか、「トンネ 

ル標準示方書シ－ルド編」（土木学会）を参考にして、適切に行わな 

ければならない。 

板で完全に被覆しなければならない。 

イ 外装管の継手部は、2 分割された継輪を確実に取り付け、外面

から片面溶接を完全に行わなければならない。 

(4) Ⅱ型管外装部の接合は、次によらなければならない。 

ア 本管外面被覆後、外装管の継手部にセグメントをボルトで確実

に組み立てなければならない。 

イ セグメントボルト締め付け部のチャンネル凹部は、厚さ 3.2mm

の鋼板を当てがい、周辺を溶接して蓋をし、セグメント表面を平

滑にしなければならない。 

ウ 外装管とセグメントの間隙には、推進中におけるセグメントの

移動、ガタツキを防止するため、鋼製のくさびを打ち込んで溶接

し、固定しなければならない。 

４．鋼管推進工事の場合、外装部のグラウトホ－ルの穴は充填材で完

全に充填を行い、グラウトホ－ルについては、プラグで栓を行い、

締め付け後全周溶接をしなければならない。 

 

 

3-7-4 接合検査 

１．ダクタイル鋳鉄管にあたっては、次の事項によらなければならな

い。 

(1) 管の接合完了後は、各継手の胴付間隔を測定しなければならな

い。 

(2) 胴付間隔の保持が困難な場合は、締め付けトルクが規定の値であ

ることを確認しなければならない。 

 

(3) Ｔ形継手は、接合完了後、測定治具を用い、ゴム輪が正しい位置

にあることを確認しなければならない。 

(4) 水圧検査は、第２編 3-2-17 水圧試験の規定によるものとする。 

(5) 継手部の充填モルタル検査は、目視によるモルタルのひび割れ、

平滑度及びハンマリングによるモルタルの浮きについて行うもの

とする。 

なお、検査の結果、機能上有害な欠陥があってはならない。 

２．鋼管にあたっては、次の事項によらなければならない。 

(1) 溶接及び塗覆装の検査は、第２編 3-3-7、第２編 3-4-7 の各検査

の規定によるものとする。 

(2) 管内面塗装部は、工場塗装部を含めた全面について行わなければ

ならない。 

 

第 8 節 シ－ルド工事 

3-8-1 一般事項 

１．シ－ルド工事の施工にあたっては、あらかじめ施工場所の土質、地

下埋設物、周囲の状況など工事に係わる諸条件を調査したうえで、施

工方法及び順序等を十分に検討し、工事が安全で円滑に進捗するよう

に計画を行い、監督員に施工計画書を提出しなければならない。 

 

２．シ－ルド工事の施工については、設計図書及び第２編第３章第６節

さや管推進工事の規定によるもののほか、「トンネル標準示方書[シ

－ルド工法編]・同解説」（土木学会）を参考にして、適切に行わな
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3-8-2 シ－ルド掘進等 

１．共通 

(1) 掘進開始に当たっては、監督職員と協議しなければならない。 

(2) 掘進中など坑内で作業を行う場合には、常に坑内の排水、換気及

び照明等に十分注意し、現場の状況に応じて必要な設備を施さなけ

ればならない。特に、火災及び酸素欠乏症等の事故防止に努めなけ

ればならない。 

(3) 掘進に先立ち、その方向及び勾配を十分に測定し、誤差を生じな

いように施工しなければならない。 

なお、掘進の方向を調整する場合でも急激な変化を与えるような

無理な施工は行ってはならない。 

(4) 切羽前面に開放して掘削する場合には、余掘り、肌落ちのないよ

うに常に注意して施工しなければならない。特に切羽からの湧水に

対しては、肌落ちを誘発しないよう適切な処置を施すとともに、シ

－ルド底部の地盤を緩めないよう十分注意しなければならない。 

(5) 掘進に当たっては、道路舗装、地下埋設物及びその他の築造物に

支障の無いよう細心の注意を払わなければならない。 

(6) 曲線部の施工に当たっては、定められた曲率を遵守しながら掘進

しなければならい。 

(7) シ－ルド機の運転に当たっては、熟練した専任の技術者を配置す

るとともに、常に切羽等の安定を十分に図りながら、適切な操作を

行わなければならない。 

(8) シ－ルドの掘進速度について、機種、工法及び土質等に適した範

囲を維持しなければならない。 

(9) シ－ルド掘進当初には、立坑躯体が直接反力を受けるので、操作

には十分注意しなければならない。 

(10) シ－ルド掘進中は、各種ジャッキ、山留め等を十分監視するとと

もに、シ－ルドの掘進長及び推力等を毎日記録して、監督職員に適

宜報告しなければならない。 

(11) セグメント及びシ－ルド機に加わる外圧を測定するよう監督職

員から指示された場合は、速やかにこれを測定し、その結果を監督

職員に報告しなければならない。 

(12) 掘進中異常を発見した場合は、直ちに最適と思われる応急措置

を講ずるとともに、監督職員に報告しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ければならない。 

また、「シールドトンネル工事に係る安全対策ガイドライン」（厚生

労働省）の記載事項に配慮して施工すること。 

 

3-8-2 シ－ルド掘進等 

１．共通 

(1) 掘進開始にあたっては、監督員と協議しなければならない。 

(2) 掘進中など坑内で作業を行う場合には、常に坑内の排水、換気及

び照明等に十分注意し、現場の状況に応じて必要な設備を施さなけ

ればならない。特に、火災及び酸素欠乏症等の事故防止に努めなけ

ればならない。 

(3) 掘進に先立ち、その方向及び勾配を十分に測定し、誤差を生じな

いように施工しなければならない。 

なお、掘進の方向を調整する場合でも急激な変化を与えるような

無理な施工は行ってはならない。 

(4) 切羽前面に開放して掘削する場合には、余掘り、肌落ちのないよ

うに常に注意して施工しなければならない。特に切羽からの湧水に

対しては、肌落ちを誘発しないよう適切な処置を施すとともに、シ

－ルド底部の地盤を緩めないよう十分注意しなければならない。 

(5) 掘進にあたっては、道路舗装、地下埋設物及びその他の築造物に

支障の無いよう細心の注意を払わなければならない。 

(6) 曲線部の施工にあたっては、定められた曲率を遵守しながら掘進

しなければならない。 

(7) シ－ルド機の運転にあたっては、熟練した技術者を配置するとと

もに、常に切羽等の安定を十分に図りながら、適切な操作を行わな

ければならない。 

(8) シ－ルドの掘進速度について、機種、工法及び土質等に適した範

囲を維持しなければならない。 

(9) シ－ルド掘進当初には、立坑躯体が直接反力を受けるので、操作

には十分注意しなければならない。 

(10) シ－ルド掘進中は、各種ジャッキ、山留め等を十分監視するとと

もに、シ－ルドの掘進長及び推力等を毎日記録して、監督員に適宜

報告しなければならない。 

(11) セグメント及びシ－ルド機に加わる外圧を測定するよう監督員

から指示された場合は、速やかにこれを測定し、その結果を監督員 

に報告しなければならない。 

(12) 掘進中異常を発見した場合は、直ちに最適と思われる応急措置

を講ずるとともに、監督員に報告しなければならない。 

２．坑内外測量 

(1) 坑内測量は、坑内基準点の点検及びシールド位置の測量など入念

かつ高頻度で行うこと。 

(2) トンネルの位置を確認するため、必要がある場合は、シールドの

通過前又は後、路面上よりボーリングを行い占用位置を確認するこ

と。 

なお、圧気シールドの場合、漏気又は噴発を防止する十分な手

段を講じておかなければならない。 

３．掘進管理測量 

(1) 掘進に際しては、シールド位置を把握するため、組立てたセグメ

 

補足 

 

 

 

 

語句の統一 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

語句の統一 

 

語句の統一 

 

語句の統一、「専任」削除 
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２．泥水式シ－ルド工法 

(１) 切羽水圧、泥水濃度、送排泥水量等については、土質や地下水

圧等の現場条件に最も適したものとし、適切な施工管理を行うとと

もに、地下水汚濁など泥水が周囲に悪影響を与えないようにしなけ

ればならない。 

(２) 掘進に当たっては、切羽の状況、掘進機、送排泥設備及び泥水

処理設備等の運転状況を十分確認しながら慎重に行わなければな

らない。また、上記の機械にはそれぞれ専任の技術者をつけ、常に

監視しなければならない。 

(３) 泥水処理設備については、掘削する地山の土質に適合した処理

設備とし、容量は計画に対して、十分余裕のあるものとしなければ

ならない。 

３．泥土圧式シ－ルド工法 

(１) 泥土圧、泥土の性状等については、地山の土質や地下水圧等の

現場条件に最も適したものとし、適切な施工管理を行わなければな

らない。 

(２) 掘進に当たっては、掘削土量を常に監視することにより所定の

量を上回る掘削土の取り込みが生じないよう、適切な施工管理を行

わなければならない。 

(３) 掘進に当たっては、切羽の状況、掘進機、送泥設備等の運転状

況を十分確認しながら慎重に行わなければならない。 

また、上記の機械にはそれぞれ専任の技術者をつけ、常に監視し

なければならない。 

(４) チャンバ－内の土圧を入念に監視し、できるだけ地山の土を均

一に攪拌し、排出する際、止水壁の代わりとなるよう十分な施工管

理を行わなければならない。 

 

3-8-3 セグメント及びシ－ルド機の製作等 

１．セグメントの製作に当たっては、土圧及びシールド掘進圧力等に十

分耐え得るもので、日本下水道協会規格（JSWAS）に準じて設計する

ものとし、監督職員の承諾を得て、同協会の認定工場で製作しなけ

ればならない。 

２．シ－ル材の使用に当たっては、弾力性に優れた水膨張性のものを

使用するものとし、あらかじめ監督職員の承諾を得なければならな

い。 

３．シ－ルド機の製作に当たっては、外圧、掘進能力、土質等を十分

ントに対するシールド機の相対位置、シールド自体のピッチング・

ローリング等の測定を行うこと。 

(2) 掘進管理測量は、適切な器具を用いて短時間に十分なデータがと

れるように努めなければならない。 

４．沈下測定 

(1) シールド掘進路線上（地上）に沈下測定点を設け、シールド掘進

前、掘進中及び掘進後の一定期間、定期的に沈下量を測定し、その

記録を監督員に提出しなければならない。 

(2) 路線沿いの地上、地下埋設物については、その変状に対し常時監

視を行うこと。特に、ガス供給施設、鉄道については、当該施設管

理者から指示があった場合、管理者指定の観測装置等を設けること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-8-3 セグメント及びシ－ルド機の製作等 

１．セグメントの製作 

セグメントの製作については、次によらなければならない。 

(1) セグメントの規格については、設計図書に定めるほか、 JSWAS A-3

（下水道シールド工事用鋼製セグメント）及び JSWAS A-4（下水道

シールド工事用コンクリート系セグメント）によること。 

(2) セグメントの製作については、構造計算書、製作図及び製作要領

書を監督員に提出すること。 

２．シールド機の製作 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６節さや管推進工事に統

合 
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製作図等の提出を明記 
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に考慮し、安全確実で能率的な構造及び設備を有するものとし、そ

の設計製作の仕様については、監督職員の承諾を得なければならな

い。 

 

４．シ－ルド機の掘削機械については、土質に適合し、耐久性に富ん

だものとし、補修ができる構造のものとしなければならない。 

５．テ－ルシ－ルの材質、形状及び構造については、裏込め注入圧及

び泥水圧等に十分耐えられ、施工中摩擦等により破損の生じないも

のとしなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

3-8-4 一次覆工 

１．セグメントの組み立てに当たっては、１ストロークのシールド掘

進完了後、直ちに着手しなければならない。 

なお、セグメントは正しく円形に組み立てるものとし、シールド

の掘進により狂いが生じないよう常にその保持に留意しなければな

らない。 

２．セグメントの組み立てに当たっては、組み立て前に十分清浄した

うえでシ－ル材を施さなければならない。 

３．セグメントが変形及び破損しないように丁寧に取り扱うとともに、

運搬及び組み立ての途中で変形又は破損が認められた場合は使用し

てはならない。 

４．セグメントの組み立て及び接合に当たっては、組み立てボルトを

均一に締め付けるものとし、シ－ルドの掘進により生ずるボルトの

緩みは必ず締め直さなければならない。 

 

3-8-5 裏込め注入 

１．注入工の施工計画書については、3-9-4 施工計画書の規定により作

成するものとし、監督職員の承諾を得なければならない。 

２．裏込め注入に当たっては、監督職員と協議のうえ、土質や施工条

件等に最も適合した注入材料と充填方法で、１ストロ－ク掘進と同

時に又は直後に行い、セグメントと地山に生じた空隙を完全に充填

し、地山崩壊及び地盤沈下等を防止するようにしなければならない。 

３．裏込め注入に当たっては、できるだけ低圧で偏圧が生じないよう

下方より上方に向かって左右対称に行い、注入材が空隙の隅々まで

行渡るようにしなければならない。 

 

 

４．注入に当たっては、注入液が地表面及び他の構造物並びに地下水

等に悪影響を与えないように施工しなければならない。 

 

3-8-6 坑内配管 

１．一次覆工の施工完了後は、坑内縦断測量を行わなければならない。 

シールド機の製作については、次によらなければならない。 

(1) シールド機の製作は、地山の条件、外圧及び掘削能力を考慮し、

堅牢で安全確実かつ能率的な構造及び設備とし、その製作図、諸機

能の仕様、構造計算書等を監督員に提出すること。 

(2) 掘削機構は、土質に適合し耐久性に富んだものとし、適宜補修が

できるようにすること。 

(3) テールシールについては、裏込め注入圧、泥水圧等に耐え、掘進

反力による圧縮に十分耐える弾力性及び復元性を有し、施工中摩耗

等により破損の生じない材質、形状及び構造のものとすること。 

(4) 受注者は、シールド機の工場組立時及び現場組立時に検査をしな

ければならない。 

  なお、シールド機製作中、監督員が必要と認めた場合は、品質検

査、作動試験等について立会い調査をすることとする。 

３．シールド工の施工に使用する材料については、施工前に監督員に品

質証明書を提出しなければならない。 

 

3-8-4 一次覆工 

１．セグメントは、組立て前に各部を点検し、特に継手面は入念に清

掃しなければならない。 

２．セグメントの組立ては、シールドが１ストローク掘進完了後直ち

に正確かつ確実に行い、シールドの掘進反力による狂い、ボルトの

緩み、漏水等のないよう留意しなければならない。 

３．セグメントは、軸方向に対してリング継手位置が交互になるよう

配列すること。 

４．ボルト・ナットの緩みについては再点検すること。 

５．セグメントに異常な荷重がかかり、変形やひび割れが生じた場合は、

直ちに工事を中止し、監督員に報告及び適切な措置を行わなければ

ならない。 

 

 

 

3-8-5 裏込め注入 

１．注入工の施工計画書については、第２編 3-9-4 施工計画書の規定に

より作成し、監督員に提出しなければならない。 

２．裏込注入は、シールド掘進と同時または直後に行わなければなら

ない。 

３．裏込注入は、モルタル等を地山の土質状態に適合した配合で、加

圧式のコンクリートポンプを使用して行うこと。 

４．裏込注入は、一般に下方より上方に向って左右対象に行い、偏圧

の生じないようできるだけ低圧で、セグメント背面の空隙を十分充

填しなければならない。 

５．シールドに流入防止装置を設け、注入された裏込材の坑内流入を防

止すること。 

６．注入にあたっては、注入液が地表面及び他の構造物並びに地下水

等に悪影響を与えないように施工しなければならない。 

 

3-8-6 坑内配管 

１．一次覆工の施工完了後は、坑内縦断測量を行わなければならない。 
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２．配管計画書は、設計図書及び測量結果に基づき作成し、監督職員

の承諾を得なければならない。 

３．配管作業に先立ち、セグメントボルトの締め直しを完全に行わな

ければならない。 

４．管の吊り降し及び使用する機械及び材料等の強度は、管の重量に

対し十分な余裕のあるものとし、運搬に当たっては、台車に確実に

固定しなければならない。 

５．配管作業に当たっては、3-6-5 さや管内の配管の規定により施工し

なければならない。 

６．芯出し及び継手作業の完了した管を固定する場合は、アンカ－バ

ンド等によって行わなければならない。 

 

3-8-7 モルタル等充填 

１．シールド管内に布設管を挿入後は、管の両端を閉塞したうえ、モ

ルタル等を設計図書に従い、間げきに入念に注入しなければならな

い。  

２．セグメントの内面及び管の外面については、水洗い及びブラシ類

等により付着不純物を除去するとともに、溜水は完全に拭き取らな

ければならない。 

３．モルタル等を充填するに当たり、浮力等により管が移動しないよ

う防護処置を講じなければならない。 

 

第 9 節 地盤改良工 

3-9-1 目的 

地盤改良工は、土粒子の隙間にグラウト等を注入し、地盤の安定化或

いは止水性の向上を図り、工事の施工を容易かつ安全にするとともに、

他の工作物等への工事による影響等を防止するために行うものである。 

 

 

 

 

 

 

3-9-2 注入責任技術者 

施工に当たっては、注入工事に関する技術と施工経験を有する者を

注入責任技術者として定め監督職員に届け出るとともに、この者を現

場に常駐させ注入作業の施工管理に当たらさなければならない。 

 

3-9-3 調査 

工事に先立ち注入工事に必要な基礎資料を得るため、土質状況及び

地下埋設物状況を調査するとともに、試験注入により効果測定を行わ

なければならない。また、次の事項について調査し、監督職員に報告

しなければならない。 

(1) 土質調査（透水性、力学的物理的性質） 

(2) 地下埋設物、構造物（種類、構造、形式、位置、土被り） 

(3) 地下水（水位、水質、流れの方向） 

(4) 井戸等の有無（注入現場から概ね１００ｍ以内） 

(5) 井戸等の水質、位置、深さ、形状、利用の目的及び状況。 

２．配管計画書は、設計図書及び測量結果に基づき作成し、監督員に

提出しなければならない。 

３．配管作業に先立ち、セグメントボルトの締め直しを完全に行わな

ければならない。 

４．管の吊り下ろし及び使用する機械及び材料等の強度は、管の重量

に対し十分な余裕のあるものとし、運搬にあたっては、台車に確実

に固定しなければならない。 

５．配管作業にあたっては、第２編 3-6-5 さや管内の配管の規定により

施工しなければならない。 

６．芯出し及び継手作業の完了した管を固定する場合は、アンカ－バ

ンド等によって行わなければならない。 

 

3-8-7 モルタル等充填 

１．シールド管内に布設管を挿入後は、管の両端を閉塞したうえ、モ

ルタル等を設計図書に従い、間隙に入念に注入しなければならない。  

 

２．セグメントの内面及び管の外面については、水洗い及びブラシ類

等により付着不純物を除去するとともに、溜水は完全に拭き取らな

ければならない。 

３．モルタル等を充填するにあたり、浮力等により管が移動しないよ

う防護処置を講じなければならない。 

 

第 9 節 地盤改良工事 

3-9-1 一般事項 

１．硬化材料又は注入材料を現場へ搬入した場合、監督員に立会を求

め材料搬入検収を受けなければならない。 

２．硬化材料又は注入材料の飛散、もれ、盗難、火災等が起きないよ

うに保管しなければならない。 

３．注入工事の施工にあたっては、事前に施工場所の地下埋設物を関

係機関の資料、試験掘等により確認しなければならない。また、地

下埋設物保護のため、必要に応じてガイドパイプを設置しなければ

ならない。 

 

3-9-2 注入責任技術者 

施工にあたっては、注入工事に関する技術と施工経験を有する者を

注入責任技術者として定め監督員に届け出るとともに、この者を現場

に配置させ注入作業の施工管理にあたらさなければならない。 

 

3-9-3 調査 

１．工事に先立ち注入工事に必要な基礎資料を得るため、土質状況及

び地下埋設物状況を調査するとともに、現場試験注入により効果測

定を行わなければならない。また、次の事項について調査し、監督

員に報告しなければならない。 

(1) 土質調査（透水性、力学的物理的性質） 

(2) 地下埋設物、構造物（種類、構造、形式、位置、土被り） 

(3) 地下水（水位、水質、流れの方向） 

(4) 井戸等の有無 

(5) 井戸等の水質、位置、深さ、形状、利用の目的及び状況。 

語句、表現の統一 
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一般事項に修正 
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表現の適正化、語句の統一 

 

 

 

表現の適正化 

語句の統一 

 

 

 

 

概ね表記を削除 

 



 

- 73 - 

なお、水質調査は公的機関又はこれと同等の能力及び信用を有す

る機関に委託すること。 

(6) 周辺樹木等の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-9-4 施工計画書 

１．受注者は、前条の調査結果に基づき施工計画書を作成するとともに、

監督職員に提出し承諾を受けなければならない。 

２．施工計画書には、次のことを記載するものとする。 

(1) 工事概要 

(2) 工事目的 

(3) 土質概要 

(4) 選定理由 

(5) 施工方法 

(6) 注入材の選定 

(7) 注入材の配合 

(8) 施工数量 

(9) 施工管理 

(10) 安全管理 

(11) 使用機械の諸元 

(12) 写真管理 

(13) 工程表 

(14) その他発注者が必要と認めるもの 

 

 

なお、水質検査は、公的機関及びそれに準ずる公的資格を有する

資格者のいる検査機関で行わなければならない。 

(6) 周辺樹木等の状況 

２．現場注入試験 

(1) 注入工事に先立ち、使用する注入材の適性、その配合決定及び

注入工法に関する資料を得るために、現場注入試験を行わなけれ

ばならない。 

ただし、仮締切欠損部の止水等小規模な注入工事で監督員の承

諾を得た場合は、この試験を省略することができるものとする。 

(2) 現場注入試験に先立ち、現場試験計画書を監督員に提出しなけ

ればならない。 

現場注入試験は、注入箇所又はこれと同等の地盤で行い、次の

測定結果を監督員に報告しなければならない。 

ア ゲルタイム 

イ 注入圧、注入量、注入時間、単位吐出量 

ウ P－Q 管理図 

エ 注入有効範囲（ボーリング、掘削による観測） 

オ ゲル化の状態（ボーリング、掘削による観測） 

(3) 現場注入試験後、監督員の指示により必要に応じて次の試験を

行い、その結果を監督員に報告すること。 

ア 水質試験 

イ 土質試験 

ウ 標準貫入試験 

エ 現場透水試験 

オ 一軸圧縮試験 

カ 間隙率 

キ 粘着力 

 

3-9-4 施工計画書 

１．第２編 3-9-3 の調査結果に基づき施工計画書を作成するとともに、

監督員に提出しなければならない。 

２．施工計画書には、次のことを記載するものとする。 

(1) 工事概要 

(2) 工事目的 

(3) 土質概要 

(4) 選定理由 

(5) 施工方法 

(6) 注入材の選定 

(7) 注入材の配合 

(8) 施工数量 

(9) 施工管理 

(10) 安全管理 

(11) 使用機械の諸元 

(12) 写真管理 

(13) 工程表 

(14) その他監督員が必要と認めるもの 
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3-9-5 品質管理 

受注者は、工事着手前に使用する材料の次の項目について、監督職員

に報告しなければならない。 

(1) 材料名 

(2) 購入メ－カ－及び流通経路 

(3) 品質証明 

 

3-9-6 施工管理 

受注者は、工事の施工に際し、次の項目について管理しなければなら

ない。また、これらの項目以外については、監督職員と協議のうえ定め

るものとする。 

(1) 注入孔位置のマ－キング 

(2) 事前調査 

(3) プラント設置 

(4) 削孔作業 

(5) 注入作業 

(6) 材料検収 

(7) 効果測定及び確認 

 

3-9-7 提出書類 

受注者は、次の書類を作成し、監督職員に提出しなければならない。 

(1) 注入日報 

(2) 工事写真 

(3) 品質規格表等 

(4) 検査成績報告書等 

(5) 納品伝票計量表 

(6) 水質管理表 

(7) 材料受払い簿 

(8) 注入記録チャ－ト紙 

(9) 施工位置図 

(10) 注入配置図 

(11) 注入写真管理図 

(12) 施工計画・実施数量比較表 

(13) 排泥処理一覧表 

(14) 効果確認報告書 

 

3-9-8 その他 

改良工の施工に当たっては、「薬液注入工法による建設工事の施工

に関す暫定指針」及び「薬液注入工事に係る施工管理等について」 

（平成２年９月 18 日 建設省大臣官房技術調査室長通達）を遵守しな

ければならない。 

 

第 10 節 管更生工事（パイプリバース工法） 

3-10-1 掘削位置の決定 

平面位置及び土被りは、設計図書によるもののほか、3-2-2 試掘調 

査の規定によるものとする。 

また、被パイプリバース管（以下本節において「既設管」という。）

については、異形管等を確認できる範囲とし、試掘調査完了後、監督 

3-9-5 品質管理 

工事着手前に使用する材料の次の項目について、監督員に報告しな

ければならない。 

(1) 材料名 

(2) 購入メ－カ－及び流通経路 

(3) 品質証明 

 

3-9-6 施工管理 

工事の施工に際し、次の項目について管理しなければならない。ま

た、これらの項目以外については、監督員と協議のうえ定めるものと

する。 

(1) 注入孔位置のマ－キング 

(2) 事前調査 

(3) プラント設置 

(4) 削孔作業 

(5) 注入作業 

(6) 材料検収 

(7) 効果測定及び確認 

 

3-9-7 提出書類 

次の書類を作成し、監督員に提出しなければならない。 

(1) 注入日報 

(2) 工事記録写真 

(3) 品質規格表等 

(4) 検査成績報告書等 

(5) 納品伝票計量表 

(6) 水質管理表 

(7) 材料受払い簿 

(8) 注入記録チャ－ト紙 

(9) 施工位置図 

(10) 注入配置図 

(11) 注入写真管理図 

(12) 施工計画・実施数量比較表 

(13) 排泥処理一覧表 

(14) 効果確認報告書 

 

3-9-8 その他 

改良工の施工にあたっては、「薬液注入工法による建設工事の施工

に関す暫定指針」及び「薬液注入工事に係る施工管理等について」 

（平成２年９月 18 日建設省大臣官房技術調査室長通達）を遵守しな

ければならない。 

 

第 10 節（削除） 
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職員と協議のうえ、掘削位置を決定しなければならない。 

 

3-10-2 使用材料 

１．本節の材料は、ポリエチレンパイプ、特殊短管Ｌ型（Ｌ１号・Ｌ

２号）及びステンレスコアとし、形状寸法は、設計図書によるもの

とする。 

２．材料の規格は、寸法を除き JIS K 6762（水道用ポリエチレン管）

の規定によるものとし、使用前に材料試験データ及び見本品等を監

督職員に提出して承諾を得なければならない。 

 

3-10-3 クリーニング工一般 

１．クリーニングの工法については、設計図書によるもののほか施工 

場所、工程、試掘による配管状態及び交通状況等を考慮し、事前に 

監督職員と協議して決定しなければならない。 

２．クリーニング工は、既設管内の錆その他異物を取除き、監督職員の

検査を受けなければならない。 

 

3-10-4 けん引式クリーニング 

けん引用クリーナーをワイヤロープに接続し、ウインチでけん引す

る方法で、けん引しながら錆を落とすものとする。 

また、管内の錆の状態を確認しながらポリエチレンパイプが挿入で

きるまで繰り返さなければならない。 

 

3-10-5 回転式クリーニング 

１．回転式クリーナーを鋼棒で連絡しながら動力で回転させ、クリー

ニングを行うが、危険防止のため回転台を設置する場所については、

保護柵等を設け作業員以外の立入りを禁止するものとする。 

また、回転軸棒には、ビニルパイプ等さし入れ、振止めを行って

おかなければならない。 

２．施工途中で回転が止まったときは、その原因を確認し、監督職員

の指示に従って適切な措置を講じなければならない。 

３．クリーニング完了後、既設管内の錆等を圧力水で排出しなければ

ならない。 

 

3-10-6 ポリエチレンパイプの挿入工 

１．挿入の一工程は、設計図書によるものとする。また、挿入延長を

設計図書より変更するときは、監督職員の承諾を受けなければなら

ない。 

２．挿入に先立ち、ポリエチレンパイプの先端に誘導金具を接続し、

これにワイヤロープを取付け、ウインチ等でけん引しなければなら

ない。 

３．けん引速度は、10m/min 以下とし、途中で衝撃を与えてはならな

い。 

４．ワイヤーロープは、事前にけん引重量を確認し、途中で切断しな

い強度のあるものを使用しなければならない。 

５．けん引中にポリエチレンパイプが傷つかないよう挿入口等にころ

を取付け、ポリエチレンパイプが直接、土砂や既設管の鋭角部に接

しないよう注意するとともに、途中でけん引不能になった場合は、 
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監督職員に報告し、その指示に従って適切な措置を講じなければなら

ない。 

６．既設管に極度の勾配があるときは、高い方から低い方に向かって

挿入しなければならない。 

７．けん引に際しては、無線機等で緊密に連絡を取りながら行わなけれ

ばならない。 

 

3-10-7 ポリエチレンパイプの接合 

１．溶着機の台にポリエチレンパイプを正しく取付け、接合面から 30

㎝の部分の内外面を乾燥した清浄な布で拭い、さらにアセトン液を

浸した布で接合面を清掃しなければならない。 

２．芯合わせに当たっては、ポリエチレンパイプの両接合面を仕上機

により直角に加工しなければならない。 

また、芯合わせの段差は、肉厚の 10％以内とし、最大値が１㎜以

上あってはならない。 

３．接合作業については、現場で試験を行い、加熱温度、加熱時間、

圧着力、圧着時間及び冷却時間を確認し、監督職員の承諾を受けて

決定しなければならない。 

４．熱板は、危険防止及び保温のため保温箱に入れておくものとし、

直接外気にさらして加熱してはならない。使用に際しては、附属の

温度調整器を確認するとともに、溶着時には、デジタル式温度計で

温度を再確認しなければならない。 

５．接合後、ビートの厚さはポリエチレンパイプの管厚以上とし、そ

の他接合状態に異常がないかを十分確認しなければならない。 

 

3-10-8 ステンレスコアの取付工 

１．ポリエチレン挿入完了後、既設管の両側に特殊短管Ｌ１を取り付

けるものとする。 

２．ポリエチレンパイプは、ステンレスコアの取付が円滑に行えるよ

う留意して直角に切断し、その切断面は電気カンナで面取りを行

い、ステンレスコア及び特殊短管Ｌ２号を取り付けるものとする。 

 

3-10-9 漏水試験工 

両端の特殊短管Ｌ２号に継ぎ輪及びＫ栓を取り付け、一端の空気抜

きより自記録圧力計（空気圧用）に接続し、管内 0.1MPa の空気圧でポ

リエチレン管内の漏えい試験を行い漏水試験とする。空気圧保持時間

は、監督職員の指示に従い、試験完了後の記録紙は監督職員に提出し

なければならない。 

 

3-10-10 セメントミルク注入工 

１．セメントミルク注入に当たり、事前にポリエチレンパイプ内は、

水圧 0.1MPa の加圧状態にするとともに、ポリエチレンパイプと既

設管との間げきに、セメントミルク注入口から水を充水しておかな

ければならない。 

２．セメントミルク注入は、自然流下方式で行うものとし、注入口で

の圧力は 0.1MPa 以下で行わなければならない。 

３．セメントミルクを注入することにより、水はセメントミルク排出

口から順次排出されセメントミルクが流出しはじめたら、いったん
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注入を中止し、セメントミルクを沈殿させなければならない。注入

を停止して 20～30 分程度経過後、再び注入を開始し、セメントミル

クと分離した水を排出しなければならない。 

また、排出口でのセメントミルクが所定の濃度（比重 1.66）にな

るまで注入を繰り返し、監督職員の確認を受け完了するものとす 

る。 

４．セメントミルクの配合は、セメント：水：メトローズ＝100：70：

0.3（重量比）とし、均一にかくはんした後、注入しなければなら

ない。 

５．注入は、原則として１スパンごとに区切って行わなければならな

い。 

 

第 11 節 道路復旧工事 

3-11-1 一般事項 

道路の復旧は、道路法施行令第17条並びに各道路占用規則の規定に

よるもののほか、道路管理者の指示により施行するものとし､市道につ

いては、「復旧工事施行基準（広島市）」の規定によるものとする。 

 

 

3-11-2 道路表示物の復旧 

横断白線、停止線及び速度制限等の道路表示物は、舗装完了後、各関

係機関の指示に従い、原形に復旧しなければならない。 

また、仮舗装の場合も同様とする。 

 

3-11-3 地下埋設物の表示 

地下埋設物の表示は、3-2-31 地下埋設物表示板の規定によるものと

する。 

 

第４章 構造物築造工事 

第１節 適用 

１．本章は、構造物築造工事における、仮設工、土工、コンクリート事、

型枠及び支保、鉄筋、伸縮継目、ＰＣタンク、内面保護工、場内配管

工事、場内整備工事、その他これらに類する工種について適用するも

のとする。 

２．本章に特に定めのない事項については、第１編共通編の規定による

ものとする。 

 

第２節 仮設工 

4-2-1 一般事項 

本節は、仮設工として測量、遣方、仮囲い、工事用諸設備、水替工

その他これらに類する工種について定めるものとする。 

 

4-2-2 測量 

１．測量については、次によるほか第１編 1-1-39 工事測量の規定によ

るものとする。 

２．受注者は、着工に先立ち工事に必要な測量を実施し、監督職員に

報告してその確認を受けなければならない。 

３．基準点は、工事中変位しないよう保護するとともに、埋没し、又
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第 11 節 道路復旧工事 

3-11-1 一般事項 

道路の復旧は、道路法施行令第 17条、各道路占用規則及び広島市が

管理する道路は「復旧工事施行基準（広島市）」の規定によるものの

ほか、道路管理者の指示により施工するものとし、疑義が生じた場合

は、監督員に確認を求めなければならない。 

 

3-11-2 路面標示物の復旧 

横断歩道、停止線、速度制限等の道路標示及び区画線等は、舗装完了

後、各関係機関の指示に従い、原形に復旧しなければならない。 

また、仮舗装の場合も同様とする。 

 

3-11-3 地下埋設物の標示 

地下埋設物の標示は、第２編 3-2-31 地下埋設物標示板の規定による

ものとする。 

 

４章 構造物築造工事 

第１節 適用 

１．本章は、構造物築造工事における、仮設工、土工、コンクリート工事、

型枠及び支保、鉄筋、伸縮継目、ＰＣタンク、内面保護工、場内配管

工事、場内整備工事、その他これらに類する工種について適用するも

のとする。 

２．本章に特に定めのない事項については、第１編共通編の規定による

ものとする。 

 

第２節 仮設工 

4-2-1 一般事項 

本節は、仮設工として測量、丁張、仮囲い、工事用諸設備、水替工

その他これらに類する工種について定めるものとする。 

 

4-2-2 測量 

１．測量については、次によるもののほか第１編 1-1-39 工事測量の規

定によるものとする。 

２．着工に先立ち工事に必要な測量を実施し、監督員に測量成果表を

提出してその確認を受けなければならない。 

３．基準点は、工事期間中、点検し変位しないよう保護するとともに、
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は除去されるおそれのある点は、工事に影響なく、かつ、容易に元

の点を求めるよう引照点を設置し、その位置を記帳しておかなけれ

ばならない。 

 

4-2-3 遣方 

１．受注者は、遣方その他施工の基準となる仮標識を設置した後（監

督職員の指示するものは検査を受けた後）、工事に着手しなければな

らない。 

 

２．遣方等は、時々点検し、正常な状態に保たなければならない。 

 

4-2-4 仮囲い 

１．工事場所の周囲には、工事期間中必要に応じて仮囲いを設置する

ものとし、特に工法、範囲等について指定された場合には、異議な

くそれに従わなければならない。 

 

２．仮囲いの中に車両を出入りさせる場合は、交通誘導員を配置し、

安全を確保しなければならない。 

 

4-2-5 工事用諸設備 

１．工事に必要な電気、機械、給排水、排気等の諸設備は、余裕のあ

る規模のもので、施工に支障のないものを設置しなければならない。 

２．工事に必要な設備は、関係法令及び供給規定に従い、設置するも

のとする。 

 

4-2-6 水替工 

１．水替工については、次の各項のほか第１編 3-10-7 水替工の規定に

よるものとする。  

２．工事場所には、必要に応じて仮排水設備を設けなければならない。 

３．排水設備は、余裕のあるもので、工事の進行に支障のない場所及

び方法を選び、施工しなければならない。 

４．排水設備の要所には、砂だめを設け、土砂の流失防止を図り、ま

た河川等に放流するときは、水質汚濁による影響及び放流地点の洗

掘がされないよう、適切な措置を講じなければならない。 

５．地下水を排水するときは、影響が予測される範囲内にある民家、

工場等の地下水利用状況の調査を行い、その調査資料を提出しなけ

ればならない。特に指示されたときは、観測井等を設置し、工事期

間中地下水位を測定しなければならない。 

６．工事場所付近に地下水利用者があるときは、地下水の排水には特

に注意し、利用者に支障が生じないようにしなければならない。万

一、支障が生じるおそれのあるときは、直ちに監督職員と協議し、

適切な措置を講じなければならない。 

 

第３節 土工 

4-3-1 一般事項 

１．本節は、次によるほか、第１編 3-3-3 作業土工、第１編第４章土

工の規定によるものとする。 

２．施工に当たっては、設計図書に基づきあらかじめ地質、工期、気

埋没又は除去されるおそれのある点は、工事に影響なく、かつ、容

易に元の点を求めるよう引照点を設置し、その位置を記録しておか

なければならない。 

 

4-2-3 丁張 

１．丁張その他施工の基準となる仮標識を設置した後、工事に着手し

なければならない。 

なお、施工の基準となる主要な丁張は、監督員の検査を受けなけ

ればならない。 

２．丁張等は、時々点検し、正常な状態に保たなければならない。 

 

4-2-4 仮囲い 

１．工事場所の周囲には、工事期間中必要に応じて仮囲いを設置する

ものとし、特に工法、範囲等について指定された場合には、指定の

規格、寸法、彩色を有するさく又は塀を設置し、周囲と区別しな

ければならない。 

２．仮囲いの中に車両を出入りさせる場合は、標識等を設置すると

ともに交通誘導警備員を配置し、安全を確保しなければならない。 

 

4-2-5 工事用諸設備 

１．工事に必要な電気、機械、給排水、排気等の諸設備は、余裕のあ

る規模のもので、施工に支障のないものを設置しなければならない。 

２．工事に必要な設備は、関係法令及び供給規定に従い、設置するも

のとする。 

 

4-2-6 水替工 

１．水替工については、次によるもののほか第１編 3-10-7 水替工の規

定によるものとする。  

２．工事場所には、必要に応じて仮排水設備を設けなければならない。 

３．排水設備は、余裕のあるもので、工事の進行に支障のない場所及

び方法を選び、施工しなければならない。 

４．排水設備の要所には、砂だめを設け、土砂の流失防止を図り、ま

た河川等に放流するときは、水質汚濁による影響及び放流地点の洗

掘がされないよう、適切な措置を講じなければならない。 

５．地下水を排水するときは、影響が予測される範囲内にある民家、

工場等の地下水利用状況の調査を行い、その調査資料を提出しなけ

ればならない。特に指示されたときは、観測井等を設置し、工事期

間中地下水位を測定しなければならない。 

６．工事場所付近に地下水利用者があるときは、地下水の排水には特

に注意し、利用者に支障が生じないようにしなければならない。万

一、支障が生じるおそれのあるときは、直ちに監督員と協議し、適

切な措置を講じなければならない。 

 

第３節 土工 

4-3-1 一般事項 

１．本節は、次によるもののほか、第１編 3-3-3 作業土工、第１編第

４章土工の規定によるものとする。 

２．施工にあたっては、設計図書に基づきあらかじめ地質、工期、気

表現の適正化 
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象その他を考慮して、使用する機械器具、工法、工程等を詳細に定

めなければならない。 

 

4-3-2 伐開・除根 

１．受注者は、伐開作業前にその範囲及び伐開発生物の処理について

監督職員と協議しなければならない。 

２．転石又は伐採掘起こし後の凹部は、良質な砂質土をもって埋め、

在来地盤となじみよく突固めなければならない。 

３．用地外の立木の根又は枝が用地内に広がっているときは、監督職員

と協議し、適切な措置を講じなければならない。 

 

第４節  コンクリ－ト工事  

4-4-1 一般事項  

１．本節は配水池等の水密構造物を施工するコンクリート工事

について定めるものとする。  

２．受注者は、配水池等の水密構造物を施工する場合は、土木

学会コンクリート標準示方書の規定によらなければならな

い。  

３．本節に特に定めのない事項については、第１編第５章無筋・

鉄筋コンクリートの規定によるものとする。  

４．主要な施工段階の区切りには監督職員の確認を受けなけれ

ばならない。  

 

4-4-2 コンクリート工  

１．水密コンクリートは、その材料配合、打込み、締固め、養

生等について、適切な処置をとらなければならない。  

２．水セメント比は、 55％以下を標準としなければならない。  

３．混和剤として膨張材等を用いるときは、配合報告書を監督

職員に提出し承諾を受け、試験練りを行い、品質を確認しな

ければならない。  

４．コンクリートは、特に材料の分離を最小にするよう取扱い、

欠陥ができないよう十分に締固めなければならない。  

５．養生は、第１編 5-6-9 養生の湿潤養生日数よりできるだけ

長くしなければならない。  

 

4-4-3 打継目  

１．施工継目は、特に指示された場合のほか、水平継目とし、

設計図書に明示されていない場合は、次の各項によらなけれ

ばならない。  

(1) 打継目の位置、コンクリートの余盛り、コンクリート打

設後の養生日数等は、監督職員と協議して決定すること。  

(2) 打継目は、表面のレイタンス、品質の悪いコンクリート、

緩んだ骨材などを完全に取り除かなければならない。  

(3) 旧コンクリートの打継目の処理方法については監督職員

と協議しなければならない。  

(4) コンクリート打ち込み前には、再度清掃し、散水して十

分吸水させ、凹部に水たまりができたときは、適切な方法

で完全に除去すること。  

象その他を考慮して、使用する機械器具、工法、工程等を詳細に定

めなければならない。 

 

4-3-2 伐開・除根 

１．伐開作業前にその範囲及び伐開発生物の処理について監督員と協

議しなければならない。 

２．転石又は伐採掘起こし後の凹部は、良質土をもって埋め、在来地

盤となじみよく突固めなければならない。 

３．用地外の立木の根又は枝が用地内に広がっているときは、監督員 

と協議し、適切な措置を講じなければならない。 

 

第４節  コンクリ－ト工事  

4-4-1 一般事項  

１．本節は配水池等の水密構造物を施工するコンクリート工事

について定めるものとする。  

２．配水池等の水密構造物を施工する場合は、土木学会コンク

リート標準示方書の規定によらなければならない。  

 

３．本節に特に定めのない事項については、第１編第５章無筋・

鉄筋コンクリートの規定によるものとする。  

４．主要な施工段階の区切りには監督員の確認を受けなければ

ならない。  

 

4-4-2 コンクリート工  

１．水密コンクリートは、その材料配合、打込み、締固め、養

生等について、適切な処置をとらなければならない。  

２．水セメント比は、 55％以下を標準としなければならない。  

３．混和剤として膨張材等を用いるときは、配合報告書を監督

員に提出し承諾を受け、試験練りを行い、品質を確認しなけ

ればならない。  

４．コンクリートは、特に材料の分離を最小にするよう取扱い、

欠陥ができないよう十分に締固めなければならない。  

５．養生は、第１編 5-6-9 養生の湿潤養生日数よりできるだけ

長くしなければならない。  

 

4-4-3 打継目  

１．施工継目は、特に指示された場合のほか、水平継目とし、

設計図書に明示されていない場合は、次によるものとする。  

 

(1) 打継目の位置、コンクリートの余盛り、コンクリート打

設後の養生日数等は、監督員と協議して決定すること。  

(2) 打継目は、表面のレイタンス、品質の悪いコンクリート、

緩んだ骨材などを完全に取り除かなければならない。  

(3) 旧コンクリートの打継目の処理方法については監督員と

協議しなければならない。  

(4) コンクリート打ち込み前には、再度清掃し、散水して十

分吸水させ、凹部に水たまりができたときは、適切な方法

で完全に除去すること。   
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２．スラブ及びはりは、原則として打ち継目を設けてはならな

い。ただし、やむを得ない場合は、監督職員の承認を得て、

適切な方法で行わなければならない。  

 

4-4-4 表面仕上げ  

１．コンクリートの表面は、入念に仕上げ、構造物の床版及び

低版は、打設後一定時間内に金ごてで、表面を平滑に仕上げ

なければならない。  

２．コンクリート表面の木コン跡は、接着剤を塗り、固練りモ

ルタル（無収縮セメント）・樹脂バテ・樹脂モルタルでコン

クリートと一体になるよう打ち込み、鉄線、釘等は、表面に

でないところで切断し、木コン後仕上げに準じて施工しなけ

ればならない。  

 

4-4-5 仕上げ面の不具合の処置  

１．受注者は、仕上げ面の不具合を補修する場合は、補修か所

を監督職員に報告するとともに、補修方法を検討し施工計画

書を監督職員に提出すること。  

２．せき板に接する面の表面状態が良好でない場合には、必要

に応じて適切な補修を行なわなければならない。  

３．工事が終了するまでに発生したひび割れは、必要に応じて

適切な補修を行なわなければならない。  

また、補修の検討に際しては、日本コンクリート工学協会

「コンクリートのひびわれ調査、補修・補強指針」の規定に

よるものとする。  

 

第５節  型枠及び支保  

4-5-1 一般事項  

１．本節は、次の各項のほか第１編第５章第８節型枠・支保の

規定によるものとする。  

２．主要な施工段階の区切りには、監督職員の確認を受けなけ

ればならない。  

３．重要な構造物の型枠及び支保工については、あらかじめ強

度及び変形の計算を行い、計画図を作成して監督職員の承諾

を得なければならない。  

４．組立てに先立ち、所要の墨出しを行い、主要な墨出しは監

督職員の確認を受けなければならない。  

５．型枠の清掃に便利なように、適切な位置に一時的に開口部

を設けなければならない。  

６．型枠及びその支保工とコンクリート打設用足場とは、完全

に分離させなければならない。  

 

4-5-2 組立て及び取外し  

１．せき板の締付方法は、止水板付セパレーターを使用しなけ

ればならない。ただし、軽微な工事で監督職員の承諾を得た

場合は、この限りではない。  

なお、締付材は型枠取除き後、コンクリート表面に残して

おいてはならない。  

２．スラブ及びはりは、原則として打ち継目を設けてはならな

い。ただし、やむを得ない場合は、監督員と協議の上、適切

な方法で行わなければならない。  

 

4-4-4 表面仕上げ  

１．コンクリートの表面は、入念に仕上げ、構造物の床版及び

低版は、打設後一定時間内に金ごてで、表面を平滑に仕上げ

なければならない。  

２．コンクリート表面の木コン跡は、接着剤を塗り、固練りモ

ルタル（無収縮セメント）・樹脂バテ・樹脂モルタルでコン

クリートと一体になるよう打ち込み、鉄線、釘等は、表面に

でないところで切断し、木コン後仕上げに準じて施工しなけ

ればならない。  

 

4-4-5 仕上げ面の不具合の処置  

１．仕上げ面の不具合を補修する場合は、補修か所を監督員に

報告するとともに、補修方法を検討し施工計画書を監督員に

提出しなければならない。  

２．せき板に接する面の表面状態が良好でない場合には、必要

に応じて適切な補修を行なわなければならない。  

３．工事が終了するまでに発生したひび割れは、必要に応じて

適切な補修を行なわなければならない。  

また、補修の検討に際しては、日本コンクリート工学会「コ

ンクリートのひびわれ調査、補修・補強指針」の規定による

ものとする。  

 

第５節  型枠及び支保  

4-5-1 一般事項  

１．本節は、次によるもののほか第１編第５章第８節型枠・支

保の規定によるものとする。  

２．主要な施工段階の区切りには、監督員の確認を受けなけれ

ばならない。  

３．重要な構造物の型枠及び支保工については、あらかじめ強

度及び変形の計算を行い、計画図を作成して監督員の承諾を

得なければならない。  

４．組立てに先立ち、所要の墨出しを行い、主要な墨出しは監

督員の確認を受けなければならない。  

５．型枠の清掃に便利なように、適切な位置に一時的に開口部

を設けなければならない。  

６．型枠及びその支保工とコンクリート打設用足場とは、完全

に分離させなければならない。  

 

4-5-2 組立て及び取外し  

１．せき板の締付方法は、止水板付セパレーターを使用しなけ

ればならない。ただし、軽微な工事で監督員の承諾を得た場

合は、この限りではない。  

なお、締付材は型枠取除き後、コンクリート表面に残して

おいてはならない。  
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２．スパンの大きい部材の型枠及び支保工には、適切な上げ越

しを付けなければならない。  

３．型枠及び支保工の取外し時期は、コンクリート強度試験の

結果を確認して決定しなければならない。  

 

4-5-3 繊維型枠の使用  

１．コンクリート表面のあばたの発生を防止し、耐久性の向上

を図るため、配水池等水密性を要する壁面の内部表面保護施

工の範囲について、繊維型枠を使用するものとする。  

２．繊維の取付方法は、たるみがなく、型枠の裏側まで回し、

コンクリート打設の際にずれたり、剥離したりすることのな

いように堅固に固定しなければならない。  

 

4-5-4 型枠の再使用  

１．取外した型枠（繊維型枠を含む）を再使用するときは、監

督職員の承諾を得なければならない。  

２．再使用する型枠はよく清掃し、ボルト孔等は補修し、たわ

み、ひずみのないもにしなければならない。  

 

4-5-5 支保工  

１．支保工は、十分な支保力を有し、振動等で狂いが生じない

よう堅固に設置しなければならない。  

 

２．基礎地盤が軟弱な場合は受台等を設け、沈下を防ぐものと

する。  

３．支保工は、くさび、ジャッキ等で支え、振動、衝撃等を与

えなくても取外しができるようにしなければならない。  

４．スパンの大きいコンクリ－ト部材の支保工には、適切な上

げ越しをつけなければならない。  

 

 

 

 

 

4-5-6 はく離剤  

せき板内面には、原則として水性のはく離剤を塗布しなけれ

ばならない。はく離剤は、汚色を残さずコンクリートに悪影響

を与えないもので、監督職員の承諾を得たものとし、塗布に際

しては、鉄筋に付着しないように特に注意しなければならない。 

 

第６節  鉄筋  

4-6-1 一般事項  

１．本節は、次の各項のほか第１編第５章第７節鉄筋工の規定

によるものとする。  

２．主要な施工段階の区切りには、監督職員の確認を受けなけ

ればならない。  

３．使用する鉄筋は、設計図書によるものとし、すべて JIS に

適合したものでなければならない。  

２．スパンの大きい部材の型枠及び支保工には、適切な上げ越

しを付けなければならない。  

３．型枠及び支保工の取外し時期は、コンクリート強度試験の

結果を確認して決定しなければならない。  

 

4-5-3 繊維型枠の使用  

１．コンクリート表面のあばたの発生を防止し、耐久性の向上

を図るため、配水池等水密性を要する壁面の内部表面保護施

工の範囲について、繊維型枠を使用するものとする。  

２．繊維の取付方法は、たるみがなく、型枠の裏側まで回し、

コンクリート打設の際にずれたり、剥離したりすることのな

いように堅固に固定しなければならない。  

 

4-5-4 型枠の再使用  

１．取外した型枠（繊維型枠を含む）を再使用するときは、監

督員の承諾を得なければならない。  

２．再使用する型枠はよく清掃し、ボルト孔等は補修し、たわ

み、ひずみのないもにしなければならない。  

 

4-5-5 支保工  

１．支保工は、十分な支保力を有し、振動等で狂いが生じない

よう堅固に設置するもので、必要に応じて、その構造図及び

計算書を監督員に提出しなければならない。  

２．基礎地盤が軟弱な場合は受台等を設け、沈下を防ぐものと

する。  

３．支保工は、くさび、ジャッキ等で支え、振動、衝撃等を与

えなくても取外しができるようにしなければならない。  

４．スパンの大きいコンクリ－ト部材の支保工には、適切な上

げ越しをつけなければならない。  

５．支保工の取外し時期については、監査員と協議しなければ

ならない。  

６．鋼管支柱（パイプサポート）を用いる場合は、 JIS A 8651

（パイプサポート）に準拠しなければならない。  

 

4-5-6 はく離剤  

せき板内面には、原則として水性のはく離剤を塗布しなけれ

ばならない。はく離剤は、汚色を残さずコンクリートに悪影響

を与えないもので、監督員の承諾を得たものとし、塗布に際し

ては、鉄筋に付着しないように特に注意しなければならない。  

 

第６節  鉄筋  

4-6-1 一般事項  

１．本節は、次によるもののほか第１編第５章第７節鉄筋工の

規定によるものとする。  

２．主要な施工段階の区切りには、監督員の確認を受けなけれ

ばならない。  

３．使用する鉄筋は、設計図書によるものとし、すべて JIS に

適合したものでなければならない。  
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4-6-2 鉄筋のかぶり  

鉄筋のかぶりは、設計図書によるものとし、これらに明示し

ていない場合は、原則 50mm 以上としなければならない。  

 

第７節  伸縮継目  

4-7-1 一般事項  

１．本節は、配水池等の水密構造物の打継ぎに設ける伸縮継目

について定めるものとする。  

２．伸縮継目の位置、構造、材料等は、設計図書によるものと

する。  

 

 

３．止水板の取扱いには、十分注意し、破損したものは使用し

てはならない。止水板は、屋内に貯蔵し、直射日光にさらさ

れたり、油脂、はく離剤等が付着しないようにしなければな

らない。  

 

 

 

 

4-7-2 伸縮継目  

１．止水板は、伸縮継目をはさむ両側のコンクリート中に、板

幅の半分が正確に埋込まれるように設置し、止水板の周囲に

コンクリートが十分密着するよう施工しなければならない。 

 

２．止水板の取付けに当たっては、釘等で傷つけないようにし

なければならない。また、一方の側のコンクリートを打設し、

他方のコンクリート打設までに外傷を与えないよう保護し

なければならない。  

 

 

 

３．止水板の接合方法は、すべて溶着継手にしなければならな

い。また、現場接合は直線部分のみとし、その他の接合は工

場接合としなければならない。  

４．伸縮目地材は、先打ちコンクリート面を清掃し、コンクリ

ート打ち込みに際し、脱落しないよう十分注意して取付けな

ければならない。  

 

５．伸縮目地材の施工箇所は、コンクリートの凹凸をなくし、

レイタンス、砂、ゴミ等の除去を完全に行うとともに、完全

乾燥後プライマーを塗布し、適切な時間をおいて目地材が完

全にコンクリート面に接着するよう丁寧に施工しなければ

ならない。  

 

第８節  ＰＣタンク  

4-8-1 一般事項  

 

4-6-2 鉄筋のかぶり  

鉄筋のかぶりは、設計図書によるものとし、これらに明示し

ていない場合は、監督員と協議しなければならない。  

 

第７節  伸縮継目  

4-7-1 一般事項  

１．本節は、配水池等の水密構造物の打継ぎに設ける伸縮継目

について定めるものとする。  

２．伸縮継目の位置、構造、材料等は、設計図書によるものと

する。  

  なお、伸縮目地材は、十分な伸縮性及び接着性等を有し、

高温時に溶けないものを用いなければならない。  

３．止水板の荷下ろし及び運搬のときは、止水板に損傷を与え

ないようにしなければならない。  

４．止水板の保管は、雨水、直射日光を避け屋内で保管し、油

脂、はく離剤等が付着しないようにしなければならない。  

５．止水板の現場接合にあたっては、接合作業者の技量、天候、

季節、作業環境等に十分配慮しなければならない。  

６．現場での止水板加工は、原則として行わないこと。  

 

4-7-2 伸縮継目  

１．止水板は、伸縮継目をはさむ両側のコンクリート中に、板

幅の半分が左右均等に埋込まれるように設置し、止水板の周

囲にコンクリートが十分密着するよう施工しなければなら

ない。また、止水板には、一切、釘等は打たないこと。  

２．止水板の取付けにあたっては、釘等で傷つけないようにし

なければならない。また、一方の側のコンクリートを打設し、

他方のコンクリート打設までに外傷を与えないよう保護し

なければならない。  

３．止水板は、型枠に取り付けた後、鉄筋を用いて、一定間隔

に保持し、著しい「たれ」が起きないようにしなければなら

ない。  

４．止水板の接合方法は、すべて溶着継手にしなければならな

い。また、現場接合は直線部分のみとし、その他の接合は工

場接合としなければならない。  

５．伸縮目地板は、先打ちコンクリート面を清掃し、コンクリ

ート釘、接着剤等を用いて取付け、コンクリート打ち込みに

際し、脱落しないよう十分注意して施工しなければならな

い。  

６．伸縮目地材の施工箇所は、コンクリートの凹凸をなくし、

レイタンス、砂、ゴミ等の除去を完全に行うとともに、完全

乾燥後プライマーを塗布し、適切な時間をおいて目地材が完

全にコンクリート面に接着するよう丁寧に施工しなければ

ならない。  

 

第８節  ＰＣタンク  

4-8-1 一般事項  
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１．本節は、配水池等の水密構造物をＰＣ工法にて施工する場

合について定めるものとする。  

２．受注者は、ＰＣタンクの施工にあたっては、日本水道協会

「水道用プレストレストコンクリートタンク設計施工指針・

解説」の規定によらなければならない。  

 

4-8-2 ＰＣタンク  

１．ＰＣ鋼材は、第１編 2-7-10 プレストレストコンクリート用

鋼材の規定によるものとし、施工にあたっては、あらかじめ

使用材料・施工方法等の施工計画書を監督職員に提出するこ

と。  

２．受注者はシ－スの施工については、コンクリ－トの打設時

の振動、締固めによって、その位置及び方向が移動しないよ

うに組み立てなければならない。  

３．ＰＣ鋼材またはシ－スが設計図書で示す位置に確実に配置

できるよう受注者の責任により支持間隔を定めるものとす

る。  

４．ＰＣ鋼材をシ－スに挿入する前に清掃し、油、土及びごみ

等が付着しないよう、挿入作業をするものとする。  

５．シ－スの継手部はセメントぺ－ストの漏れのない構造で、

コンクリ－ト打設時も圧力に耐える強度を有し、また、継手

箇所が少なくなるようにするものとする。  

６．定着具は支圧面をＰＣ鋼材と垂直になるように配置しなけ

ればならない。また、ねじ部分は緊張完了するまでの期間、

さびたり、損傷を受けたりしないように保護するものとす

る。  

７．プレストレッシング時のコンクリ－ト圧縮強度が、プレス

トレッシング直後にコンクリ－トに生じる最大圧縮応力度

の 1.7 倍以上であることを確認するものとする。  

なお、圧縮強度の確認は、構造物と同様な養生条件におか

れた供試体を用いて行うものとする。  

８．プレストレッシング時の定着部付近のコンクリ－トが、定

着により生じる支圧応力度に耐えうる強度以上であること

を確認すること。  

９．プレストレッシングに先立ち、受注者の費用負担により次

の調整及び試験を行うものとする。  

(1) 引張装置のキャリブレ－ション  

(2) ＰＣ鋼材のプレストレッシングの管理に用いる摩擦係数

及びＰＣ鋼材の見かけのヤング係数を求める試験。  

10．プレストレスの導入に先立ち、上記の試験に基づき、監督

職員に緊張管理計画書を提出するものとする。   

11．緊張管理計画書に従ってプレストレスを導入するように管

理するものとする。  

12．緊張管理計画書で示された荷重計の示度と、ＰＣ鋼材の抜

出し量の測定値との関係が許容範囲を超える場合は、原因を

調査し、適切な措置を講ずるものとする。  

13．プレストレッシングの施工については、順序、緊張力、Ｐ

Ｃ鋼材の抜出し量、緊張の日時及びコンクリ－ト強度等を整

１．本節は、配水池等の水密構造物をＰＣ工法にて施工する場

合について定めるものとする。  

２．ＰＣタンクの施工にあたっては、日本水道協会「水道用プ

レストレストコンクリートタンク設計施工指針・解説」の規

定によらなければならない。  

 

4-8-2 ＰＣタンク  

１．ＰＣ鋼材は、第１編 2-7-10 プレストレストコンクリート用

鋼材の規定によるものとし、施工にあたっては、あらかじめ

使用材料・施工方法等の施工計画書を監督員に提出しなけれ

ばならない。  

２．シ－スの施工については、コンクリ－トの打設時の振動、

締固めによって、その位置及び方向が移動しないように組み

立てなければならない。  

３．ＰＣ鋼材またはシ－スが設計図書で示す位置に確実に配置

できるようにしなければならない。  

 

４．ＰＣ鋼材をシ－スに挿入する前に清掃し、油、土及びごみ

等が付着しないよう、挿入作業をするものとする。  

５．シ－スの継手部はセメントぺ－ストの漏れのない構造で、

コンクリ－ト打設時も圧力に耐える強度を有し、また、継手

箇所が少なくなるようにするものとする。  

６．定着具は支圧面をＰＣ鋼材と垂直になるように配置しなけ

ればならない。また、ねじ部分は緊張完了するまでの期間、

さびたり、損傷を受けたりしないように保護するものとす

る。  

７．プレストレッシング時のコンクリ－ト圧縮強度が、プレス

トレッシング直後にコンクリ－トに生じる最大圧縮応力度

の 1.7 倍以上であることを確認するものとする。  

なお、圧縮強度の確認は、構造物と同様な養生条件におか

れた供試体を用いて行うものとする。  

８．プレストレッシング時の定着部付近のコンクリ－トが、定

着により生じる支圧応力度に耐えうる強度以上であること

を確認すること。  

９．プレストレッシングに先立ち、受注者の費用負担により次

の調整及び試験を行うものとする。  

(1) 引張装置のキャリブレ－ション  

(2) ＰＣ鋼材のプレストレッシングの管理に用いる摩擦係数

及びＰＣ鋼材の見かけのヤング係数を求める試験。  

10．プレストレスの導入に先立ち、上記の試験に基づき、監督

員に緊張管理計画書を提出するものとする。   

11．緊張管理計画書に従ってプレストレスを導入するように管

理するものとする。  

12．緊張管理計画書で示された荷重計の示度と、ＰＣ鋼材の抜

出し量の測定値との関係が許容範囲を超える場合は、原因を

調査し、適切な措置を講ずるものとする。  

13．プレストレッシングの施工については、順序、緊張力、Ｐ

Ｃ鋼材の抜出し量、緊張の日時及びコンクリ－ト強度等を整
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備・保管し、監督職員の要請があった場合は遅滞なく提示す

るとともに、検査時に提出しなければならない。  

14．プレストレッシング終了後、ＰＣ鋼材の端部をガス切断す

る場合は、定着部に加熱による有害な影響を与えないように

するものとする。  

15．緊張装置の使用については、ＰＣ鋼材の定着部及びコンク

リ－トに有害な影響を与えるものを使用してはならない。  

16．ＰＣ鋼材を順次引張る場合には、コンクリ－トの弾性変形

を考えて、引張りの順序及び各々ＰＣ鋼材の引張力を定める

ものとする。  

17．グラウトに用いるセメントは JIS R 5210 に適合するを標準

ものとする。  

18．グラウトの水セメント比は、 45％以下とするものとする。

また、グラウト材令２８日における圧縮強度は、 20.0N/ｍ 2

以上とするものとする。  

19．グラウト用混和剤は、ＰＣ鋼材などに悪い影響を与えない

ようなものを用いるものとする。  

20．グラウトの膨張率は、 10％以下とするものとする。  

 

21．グラウトのブリ－ディング率は、3％以下とするものとする。 

 

22．グラウト内の全塩化物イオン量は、 0.3kg/ｍ 3 以下とする

ものとする。  

23．受注者は、使用するグラウトについて事前に次の試験及び

測定を行い、設計図書に示す品質が得られる事を確認しなけ

ればならない。ただし、この場合の試験及び測定は、現場と

同一条件で行うものとする。   

(1) コンシステンシ－試験  

(2) ブリ－ディング率及び膨張率試験  

(3) 圧縮強度試験  

(4) 塩化物含有量の測定  

24．グラウトの施工については、シ－ス内を水洗いした後、ゆ

っくり行うものとし、排出口のグラウト濃度が注入口のもの

と同一であることを確かめてから、グラウトが充満した排出

口グラウトホースの先端を閉じる。また、排出口を閉じた後、

ポンプ圧力を最終圧力程度に上げて注入口を閉じる。  

 

第９節  内面保護工  

4-9-1 一般事項  

１．本節は、内面保護工について、下地コンクリートの処理、

内面保護工その他これらに類する工種について定めるもの

とする。  

２．内面保護工については、設計図書で定められた材料、工法

で施工すること。  

      

 

 

 

備・保管し、監督員の要請があった場合は遅滞なく提示する

とともに、検査時に提出しなければならない。  

14．プレストレッシング終了後、ＰＣ鋼材の端部をガス切断す

る場合は、定着部に加熱による有害な影響を与えないように

するものとする。  

15．緊張装置の使用については、ＰＣ鋼材の定着部及びコンク

リ－トに有害な影響を与えるものを使用してはならない。  

16．ＰＣ鋼材を順次引張る場合には、コンクリ－トの弾性変形

を考えて、引張りの順序及び各々ＰＣ鋼材の引張力を定める

ものとする。  

17．グラウトに用いるセメントは JIS R 5210 に適合するものを

標準とする。  

18．グラウトの水セメント比は、 45％以下とするものとする。

また、グラウト材令２８日における圧縮強度は、 30.0N/ｍ 2

以上とするものとする。  

19．グラウト用混和剤は、ＰＣ鋼材などに悪い影響を与えない

ようなものを用いるものとする。  

20．グラウトの膨張率は、-0.5％～ 0.5％の範囲内とするものと

する。  

21．グラウトのブリ－ディング率は、0.3％以下とするものとす

る。  

22．グラウト内の全塩化物イオン量は、 0.3kg/ｍ 3 以下とする

ものとする。  

23．使用するグラウトについて事前に次の試験及び測定を行い、

設計図書に示す品質が得られる事を確認しなければならな

い。ただし、この場合の試験及び測定は、現場と同一条件で

行うものとする。   

(1) コンシステンシ－試験  

(2) ブリ－ディング率及び膨張率試験  

(3) 圧縮強度試験  

(4) 塩化物含有量の測定  

24．グラウトの施工については、シ－ス内を水洗いした後、ゆ

っくり行うものとし、排出口のグラウト濃度が注入口のもの

と同一であることを確かめてから、グラウトが充満した排出

口グラウトホースの先端を閉じる。また、排出口を閉じた後、

ポンプ圧力を最終圧力程度に上げて注入口を閉じる。  

 

第９節  内面保護工  

4-9-1 一般事項  

１．本節は、内面保護工について、下地コンクリートの処理、

内面保護工その他これらに類する工種について定めるもの

とする。  

２．内面保護工については、設計図書で定められた材料、工法

で施工すること。  

３．施工については、本節のほか JWWA K 143（水道用コンクリ

ート水槽内面エポキシ樹脂塗料）に基づいて施工しなければ

ならない。  

 

語句の統一 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現の適正化 

 

 

コンクリート標準示方書 

【施工編】2017 の改訂 

 

 

コンクリート標準示方書 

【施工編】2017 の改訂 

コンクリート標準示方書 

【施工編】2017 の改訂 

 

 

表現の統一 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

追記 

 

 

 



 

- 85 - 

4-9-2 下地コンクリートの処理  

１．下地コンクリートの欠陥の内容と適切な補修方法は、次に

よる。なお、シーリング材以外の補修材料は、付着強さ

1.2N/mm2 以上の強度を有するものを使用しなければならな

い。  

２．型枠の目違いと段差は、凸部をサンダなどの電動工具で滑

らかにし、樹脂パテ、樹脂モルタル又はポリマーセメントモ

ルタルなどを用いて平滑になるように修正する。  

３．豆板（ジャンカ）、過度の水あばたは、健全なコンクリート

部分に達するまではつり取り、その大きさに応じて、樹脂パ

テ、樹脂モルタル、無収縮モルタル又は無収縮グラウトなど

を入念に充填し、表面を平滑にする。  

４．ひび割れは、注入処理、又はＵ（又は V）カットして、シ

ーリング材を充填する。  

５．コールドジョイントは、Ｕ（又は V）カットして、樹脂パ

テ、樹脂モルタル又はポリマーセメントモルタルなどを充填

する。  

６．レイタンス層、硬化不良部は、チッピング・サンダなどの

電動工具を用いて除去する。  

７．コンクリート表面の異物（針金、木片等の混入物と油脂な

どの付着物）は、チッピング・サンダ・溶剤などで除去する。 

 

８．漏水箇所は、急結セメントで止水した後、シーリング材で

処理を行う。  

９．セパレータ端部は、樹脂パテ、樹脂モルタル又はポリマー

セメントモルタルが内部まで密実に充填され平坦になるよ

うに処理する。  

10．管貫通部は、コンクリートと接する周囲をＶカットして、

上塗りに支障を来さないようシーリング材を充填する。  

11．伸縮目地は、塗膜が十分乾燥した後行う。目地内のレイタ

ンスなどを除去した後にバックアップ材を充填し、次に、プ

ライマーを塗布した後にシーリング材で処理する。  

12．コンクリート壁面隅角部は、エポキシモルタル等で丸みを

帯びるよう、下地処理を行うこと。  

 

4-9-3 内面保護工  

１．下地処理完了後プライマー塗布を行うこと。  

２．プライマー乾燥後、中塗りを行い、乾燥後上塗りを行うこ

と。  

３．施工は、丁寧に行い、特に伸縮継手部及びしまい部は、慎

重に行うこと。  

４．塗膜のピンホール、たれ、吹きむら、塗りむら、吹き残し、

塗り残し等のないように塗布すること。  

５．下塗り～中塗り～上塗りの塗り重ねは段逃げとし、塗り継

ぎは直線とする。  

６．火気には十分注意し、喫煙場所は危険のない箇所に指定し

ておくこと。  

７．降雨の時には、直ちに作業を中止し、未乾燥面はビニール

4-9-2 下地コンクリートの処理  

１．下地コンクリートの欠陥の内容と適切な補修方法は、次に

よる。なお、シーリング材以外の補修材料は、付着強さ

1.2N/mm2 以上の強度を有するものを使用しなければならな

い。  

２．型枠の目違いと段差は、凸部をサンダーなどの電動工具で

滑らかにし、樹脂パテ、樹脂モルタル又はポリマーセメント

モルタルなどを用いて平滑になるように修正する。  

３．豆板（ジャンカ）、過度の水あばたは、健全なコンクリート

部分に達するまではつり取り、その大きさに応じて、樹脂パ

テ、樹脂モルタル、無収縮モルタル又は無収縮グラウトなど

を入念に充填し、表面を平滑にする。  

４．ひび割れは、注入処理、又はＵ（又は V）カットして、シ

ーリング材を充填する。  

５．コールドジョイントは、Ｕ（又は V）カットして、樹脂パ

テ、樹脂モルタル又はポリマーセメントモルタルなどを充填

する。  

６．レイタンス層、硬化不良部は、チッピング・サンダーなど

の電動工具を用いて除去する。  

７．コンクリート表面の異物（針金、木片等の混入物と油脂な

どの付着物）は、チッピング・サンダー・溶剤などで除去す

る。  

８．漏水箇所は、急結セメントで止水した後、シーリング材で

処理を行う。  

９．セパレーター端部は、樹脂パテ、樹脂モルタル又はポリマ

ーセメントモルタルが内部まで密実に充填され平坦になる

ように処理する。  

10．管貫通部は、コンクリートと接する周囲をＶカットして、

上塗りに支障を来さないようシーリング材を充填する。  

11．伸縮目地は、塗膜が十分乾燥した後行う。目地内のレイタ

ンスなどを除去した後にバックアップ材を充填し、次に、プ

ライマーを塗布した後にシーリング材で処理する。  

12．コンクリート壁面隅角部は、エポキシモルタル等で丸みを

帯びるよう、下地処理を行うこと。  

 

4-9-3 内面保護工  

 

 

 

１．施工は、丁寧に行い、特に伸縮継手部及びしまい部は、慎

重に行うこと。  

２．塗膜のピンホール、たれ、吹きむら、塗りむら、吹き残し、

塗り残し等のないように塗布すること。  

３．下塗り～中塗り～上塗りの塗り重ねは段逃げとし、塗り継

ぎは直線とする。  

４．火気には十分注意し、喫煙場所は危険のない箇所に指定し

ておくこと。  

５．降雨の時には、直ちに作業を中止し、未乾燥面はビニール
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シートで覆い、雨上がり後、表面が乾燥するまで作業を一時

中止すること。  

８．暗渠等に施工する場合は、ガスを排除するため、送風機、

排風機等を整備して作業の安全をはかること。  

 

第１０節  場内配管工事  

4-10-1 一般事項  

本節は、場内配管工事について、管布設工、越流管取付工、

排水管取付工、構造物を貫通する管の取付工、管周囲防水工

その他これらに類する工種について定めるものとする。  

 

4-10-2 管布設工  

１．管布設工事は、第３章管布設工事の規定によるものとす

る。  

２．外面エポキシ塗装管の取り扱いにあたっては、塗装面に

損傷を与えないように特に注意すること。  

 

4-10-3 越流管取付工  

越流管の天端は、所定の高さに正しく水平に取り付けるこ

と。  

 

4-10-4 排水管取付工  

排水管の管底は、床面以下になるよう取り付け、排水が完

全に行われるようにすること。  

 

4-10-5 構造物を貫通する管の取付工  

構造物を貫通する管の取付工については、3-2-30 構造物を

貫通する管の取付工の規定によるものとする。  

 

4-10-6 管周囲防水工  

１．管周囲防水工の位置、構造、材料等は、設計図書による

ものとする。  

２．樹脂の充填に先立ち、管表面及びコンクリート面を十分

清掃すること。  

３．プライマーは、管表面及びコンクリート面にそれぞれ適

応するものを選定し塗布すること。  

４．充填された樹脂を十分付着させるため、へら等で仕上げ

を行うこと。  

５．樹脂充填後は、樹脂が完全に硬化するまで管に衝撃を与

えないよう注意すること。  

６．樹脂の品質は、監督職員の承諾を受けること。  

 

第１１節  場内整備工事  

4-11-1 一般事項  

本節は、場内整備工事として法面工、擁壁工、植栽工、フ

ェンス・門扉設置工、有刺鉄線柵設置校、ガードレール設置

工、境界杭設置工、門標設置工、標示板（立入禁止）設置、

錠前その他これらに類する工種について定めるものとする。  

シートで覆い、雨上がり後、表面が乾燥するまで作業を一時

中止すること。  

６．暗渠等に施工する場合は、ガスを排除するため、送風機、

排風機等を整備して作業の安全をはかること。  

 

第１０節  場内配管工事  

4-10-1 一般事項  

本節は、場内配管工事について、管布設工、越流管取付工、

排水管取付工、構造物を貫通する管の取付工、管周囲防水工

その他これらに類する工種について定めるものとする。  

 

4-10-2 管布設工  

１．管布設工事は、第２編第３章第２節管布設工事の規定に

よるものとする。  

２．外面エポキシ塗装管の取り扱いにあたっては、塗装面に

損傷を与えないように特に注意すること。  

 

4-10-3 越流管取付工  

越流管の天端は、所定の高さに正しく水平に取り付けるこ

と。  

 

4-10-4 排水管取付工  

排水管の管底は、床面以下になるよう取り付け、排水が完

全に行われるようにすること。  

 

4-10-5 構造物を貫通する管の取付工  

構造物を貫通する管の取付工については、第２編 3-2-30

構造物を貫通する管の取付工の規定によるものとする。  

 

4-10-6 管周囲防水工  

１．管周囲防水工の位置、構造、材料等は、設計図書による

ものとする。  

２．樹脂の充填に先立ち、管表面及びコンクリート面を十分

清掃すること。  

３．プライマーは、管表面及びコンクリート面にそれぞれ適

応するものを選定し塗布すること。  

４．充填された樹脂を十分付着させるため、へら等で仕上げ

を行うこと。  

５．樹脂充填後は、樹脂が完全に硬化するまで管に衝撃を与

えないよう注意すること。  

６．樹脂の品質は、監督員の承諾を受けること。  

 

第１１節  場内整備工事  

4-11-1 一般事項  

本節は、場内整備工事として法面工、擁壁工、植栽工、フ

ェンス・門扉設置工、有刺鉄線柵設置工、ガードレール設置

工、境界杭設置工、門標設置工、標示板（立入禁止）設置そ

の他これらに類する工種について定めるものとする。  
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4-11-2 法面工  

法面工は、第１編第３章第 14 節法面工の規定によるものと

する。  

 

4-11-3 擁壁工  

擁壁工は、第１編第３章第 15 節擁壁工の規定によるものと

する。  

 

4-11-4 植栽工  

植栽工は、第１編第６章植栽工の規定によるものとする。  

 

4-11-5 フェンス･門扉設置工  

１．フェンス・門扉の形状寸法等は、設計図書によらなけれ

ばならない。  

２．フェンス・門扉は、特に指定のない場合は、溶融亜鉛メ

ッキ（ JIS H 8641）を施した物を使用しなければならない。 

３．フェンス･門扉の据付は、前後及び高低の通りに注意し、

堅固に設置しなければならない。  

 

4-11-6 有刺鉄線柵設置工  

１．有刺鉄線は、特に指定のない場合は、高張力有刺鉄線（ JIS 

G 3506）に溶融亜鉛メッキ（亜鉛付着量 200g/㎡以上）を施

したもので径は 1.6 ㎜以上のものを使用しなければならな

い。  

２．コンクリート柱の、品質、形状寸法、くいの根入れ長及

びくい間隔は、設計図書によるものとする。  

 

4-11-7 ガードレール設置工  

１．ガードレールの品質、形状寸法は、第２編 1-7-16 ガード

レールの規定によらなければならない。  

２．土中の設置穴は、支柱が沈下しないように底部を十分に

突き固め、動かないよう堅固に取付けなければならない。  

３．コンクリート中に設置する場合は、コンクリート打設前

に型枠を用い、設計図書により配置し、コンクリート打設

後取付けなければならない。  

 

4-11-8 境界杭設置工  

受注者は、境界杭の設置に当たっては、別に定める「境界

杭の設置要領」に基づき堅固に設置しなければならない。  

 

4-11-9 門標設置工  

材質及び寸法等は、次のとおりとし、監督職員の指示する

名称により試し書きを作成し、監督職員の承諾を受けるもの

とする。  

材質：ＳＵＳ３０４  

寸法：縦２５０×横８００×厚２  

仕様：エッチング加工  

（凸部－ＨＬ仕上げ、凹部－黒焼き付け仕上げ）  

4-11-2 法面工  

法面工は、第１編第３章第 14 節法面工の規定によるものと

する。  

 

4-11-3 擁壁工  

擁壁工は、第１編第３章第 15 節擁壁工の規定によるものと

する。  

 

4-11-4 植栽工  

植栽工は、第１編第６章植栽工の規定によるものとする。  

 

4-11-5 フェンス･門扉設置工  

１．フェンス・門扉の形状寸法等は、設計図書によらなければ

ならない。  

２．フェンス・門扉は、特に指定のない場合は、溶融亜鉛メッ

キ（ JIS H 8641）を施した物を使用しなければならない。  

３．フェンス･門扉の据付は、前後及び高低の通りに注意し、

堅固に設置しなければならない。  

 

4-11-6 有刺鉄線柵設置工  

１．有刺鉄線は、特に指定のない場合は、バーブドワイヤ（ JIS 

G 3533）に溶融亜鉛メッキ（亜鉛付着量 200g/㎡以上）を施

したものを使用しなければならない。  

２．コンクリート柱の、品質、形状寸法、くいの根入れ長及び

くい間隔は、設計図書によるものとする。  

 

 

4-11-7 ガードレール設置工  

１．ガードレールの品質、形状寸法は、第１編 2-7-16 ガード

レールの規定によるものとする。  

２．土中の設置穴は、支柱が沈下しないように底部を十分に

突き固め、動かないよう堅固に取付けなければならない。  

３．コンクリート中に設置する場合は、コンクリート打設前

に型枠を用い、設計図書により配置し、コンクリート打設

後取付けなければならない。  

 

4-11-8 境界杭設置工  

境界杭の設置にあたっては、別に定める「境界杭の設置要

領」に基づき堅固に設置しなければならない。  

 

4-11-9 門標設置工  

材質及び寸法等は、次のとおりとし、監督員の指示する名

称により試し書きを作成し、監督員の承諾を受けるものとす

る。  

材質：ＳＵＳ３０４  

寸法：縦２５０×横８００×厚２  

仕様：エッチング加工  

（凸部－ＨＬ仕上げ、凹部－黒焼き付け仕上げ）  
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字体：隷書体  

 

4-11-10 標示板（立入禁止）設置  

標板は設計図書によるものとし、監督職員の指示する場所

に堅固に取付けること。  

 

4-11-11 錠前  

１．錠前は水道局指定の物とし、錠種別（Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｆ型）

については、監督職員の指示に従うこと。  

２．鍵及び、鍵をたばねるリング、鍵札は原則として、３個

製作すること。  

(１ )リング  

ア  材質：ＳＵＳ３０４  

 
(２ ) 鍵   札  

ア  材質：プラスチック（厚３㎜）・白色  

 
イ  文字：彫刻、丸ゴシック体、黒色  

ウ  両端にリング穴をあけること。  

エ  表面に使用場所を一括して記入  

 

 

字体：隷書体  

 

4-11-10 標示板（立入禁止）設置  

標示板は設計図書によるものとし、監督員の指示する場所

に堅固に取付けること。  

 

4-11-11（削除）  

 

 

 

 

 

表現の適正化、語句の統一 

 

 

支給品となり削除 
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